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頁 行 修正前 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県地域防災計画（地震・津波災害対策編） 目次 

（略） 

第４章  南海トラフ地震防災対策推進計画 

（略） 

第３節 地震発生時の応急対策等 

（略） 

第３項  他機関に対する応援要請 

（新設） 

第４項  帰宅困難者への対応 

（略） 

第４節  津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す

る事項 

（略） 

第３項  避難対策等 

（新設） 

第４項  消防機関等の活動 

第５項  水道、電気、ガス、通信、放送関係 

第６項  交通対策 

第７項  県が自ら管理又は運営する施設等に関する対策 

第８項 迅速な救助 

 （略） 

第６節  地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

第７節 防災訓練計画 

（略） 

第１章 総則 

第１節 総則 

本計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 40条の

規定に基づき、岡山県防災会議が岡山県の地域に係る国、地方公共

団体及びその他の公共機関が処理しなければならない防災に関する

事務又は業務について総合的な運営計画を作成したものであり、こ

れを効果的に活用することによって、県の地域並びに地域住民の生

命、身体及び財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減し、もっ

て社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とす

る。 

なお、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災

岡山県地域防災計画（地震・津波災害対策編） 目次 

（略） 

第４章  南海トラフ地震防災対策推進計画 

（略） 

第３節 地震発生時の応急対策等 

（略） 

第３項  自衛隊の災害派遣 

第４項 物資の備蓄・調達 

第５項  帰宅困難者への対応 

（略） 

第４節  津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す

る事項 

 （略） 

第３項  地域住民等の避難行動等 

第４項 避難場所及び避難所の運営・安全確保 

第５項  消防機関等の活動 

第６項  上下水道、電気、ガス、通信、放送関係 

第７項  交通 

第８項  県が自ら管理又は運営する施設等に関する対策 

第９項 迅速な救助 

 （略） 

第６節  地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

第７節 防災訓練に関する事項 

（略） 

第１章 総則 

第１節 総則 

本計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 40条の

規定に基づき、岡山県防災会議が岡山県の地域に係る国、地方公共

団体及びその他の公共機関が処理しなければならない防災に関する

事務又は業務について総合的な運営計画を作成したものであり、こ

れを効果的に活用することによって、県の地域並びに地域住民の生

命、身体及び財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減し、もっ

て社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とす

る。なお、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、

災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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推進基本計画の修正 

番号の修正 
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害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方

を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われない

ことを最重視し、また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、

さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動

への影響を最小限にとどめることを目指す。 

また、災害対策の実施に当たっては、国土強靱化基本計画及び岡

山県国土強靱化地域計画の基本目標を踏まえ、国、県、市町村、指

定公共機関が、それぞれの果たすべき役割を的確に実施するととも

に、相互に密接な連携を図る。併せて、国、県、市町村を中心に、

住民一人ひとりが自ら行う防災活動や地域の防災力向上のために、

自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進し、

国、公共機関、県、市町村、事業者、住民等が一体となって最善の

対策を講じる。さらに、国が最新の科学的知見を用いて行う災害及

びその災害によって引き起こされる被害の想定や、過去に起こった

大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図っていく。 

 

 

 

（略） 

第３節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 実施責任 

 （略） 

２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

（1）県 

（略） 

㉚ 有害性ガス、危険物等の発生及び漏えい（流出）による人体、

環境に及ぼす影響の調査並びにその対策等安全確保を行う。 

（新設） 

 

 

 

 

(2)～(3)  

（略） 

（4）指定地方行政機関（注）（ ）内は、県内に所在する主な下部

機関。 

方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われな

いことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、

さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動

への影響を最小限にとどめる。 

 

災害対策の実施に当たっては、国、県及び市町村並びに指定公共

機関は、国土強靱化基本計画及び岡山県国土強靱化地域計画の基本

目標を踏まえ、地域防災計画において、それぞれの機関が災害時等

に担うべき役割、連携体制の構築や役割分担等に関する基本的な方

針を位置付けることなどによる災害応急対策又は災害復旧に係るそ

れぞれの機関との連携強化を図る。併せて、国、県、市町村を中心

に、住民一人ひとりが自ら行う防災活動や地域の防災力向上のため

に、自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進

し、国、公共機関、県、市町村、事業者、住民等が一体となって最

善の対策を講じていく。さらに、国が最新の科学的知見を用いて行

う災害及びその災害によって引き起こされる被害の想定や、過去に

起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図

る。加えて、災害復旧や災害からの復興に必要な事前準備をする。 

（略） 

第３節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 実施責任 

 （略） 

２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

（1）県 

（略） 

㉚ 有害性ガス、危険物等の発生及び漏えい（流出）による人体、

環境に及ぼす影響の調査並びにその対策等安全確保を行う。 

㉛ 災害廃棄物処理計画の実効性向上を目的とした広域的な技術的

支援に関すること。特に、市町村域を越える広域調整の円滑な実

施のため、関係部局間で連携し、避難所におけるし尿処理及び仮

設トイレの衛生管理、並びに災害廃棄物処理に関する指導・助言

（訓練機会の提供を含む）を行う。 

(2)～(3)  

（略） 

（4）指定地方行政機関（注）（ ）内は、県内に所在する主な下部

機関。 

 

 

 

 

 

地域防災計画（風水

害等対策編）との整
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防災基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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（略） 

［中国総合通信局］ 

（略） 

⑤ 災害対策用移動通信機器、臨時災害放送機器及び移動電源車等

の貸与並びに携帯電話事業者等に対する貸与要請を行う。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（5）自衛隊（陸上自衛隊中部方面特科連隊第３大隊等） 

 （略） 

（6）指定公共機関 

［西日本電信電話株式会社（岡山支店）］ 

 （略） 

［日本赤十字社（岡山県支部）］ 

（略） 

④ 輸血用血液製剤の確保供給を行う。 

（略） 

［西日本高速道路株式会社（中国支社）、本州四国連絡高速道路株

式会社（岡山管理センター）］ 

（略） 

［社会福祉法人岡山県社会福祉協議会］ 

① 被災地域においてボランティアセンターの支援を行う。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

［中国総合通信局］ 

（略） 

⑤ 災害対策用移動通信機器、臨時災害放送機器及び発電機等の貸

与並びに携帯電話事業者等に対する貸与要請を行う。 

（略） 

［中国四国管区行政評価局（岡山行政監視行政相談センター）］ 

①所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。 

②被災者へ生活支援情報の提供を行う。 

③専用電話を備えた相談窓口を開設する。 

④特別行政相談所を開設する。 

（5）自衛隊（陸上自衛隊中部方面特科連隊第３大隊等） 

 （略） 

（6）指定公共機関 

［ＮＴＴ西日本株式会社（岡山支店）］ 

 （略） 

［日本赤十字社（岡山県支部）］ 

（略） 

④ 輸血用血液製剤の確保・供給を行う。 

（略） 

［西日本高速道路株式会社（中国支社）、本州四国連絡高速道路株

式会社（坂出管理センター）］ 

（略） 

［社会福祉法人岡山県社会福祉協議会］ 

① 被災地域において災害ボランティアセンターの支援を行う。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸与設備の変更に伴

う修正 

 

指定地方行政機関の

追加に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

表現の適正化 
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第５節 断層型地震の被害想定 

第１項 断層を震源とする地震 

１ 断層型地震の被害想定調査について（平成 25年度） 

県内に被害をもたらす地震は、南海トラフ巨大地震だけではな

く、発生確率は低いものの、南海トラフ巨大地震で強い揺れが見込

まれなかった地域においても、大きな被害をもたらす可能性がある

断層型地震もあることから、このたび、これらの断層型地震が発生

した場合の本県にもたらす人的・物的被害等に関する想定を行っ

た。 

 

 

２ 想定した断層型地震 

本県周辺において国が定めている主要活断層の４地震に加え、近

隣県が被害想定を行った地震のうち岡山県に被害の発生が懸念され

る８地震を対象とし、国や近隣県が推計した断層の長さや地震の規

模を基に、南海トラフ巨大地震の被害想定を行う際に用いた地盤モ

デルを用いて、震度分布及び液状化危険度の解析を行った。 

さらにこの解析の平成 25 年度に実施した結果、県内で震度６弱以

上の強い揺れが発生し、大きな被害が生じるおそれのある７つの地

震について、被害想定を行った。 

 

（1）各断層の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 断層型地震の被害想定 

第１項 断層を震源とする地震 

１ 断層型地震の被害想定調査について 

県内に被害をもたらす地震は、南海トラフ巨大地震だけではな

く、発生確率は低いものの、南海トラフ巨大地震で強い揺れが見込

まれなかった地域においても、大きな被害をもたらす可能性がある

断層型地震もあることから、これらの断層型地震が発生した場合の

本県にもたらす人的・物的被害等に関する想定を行った。 

本県では、平成25年度に推計した被害想定について、令和７年度

に最新のデータ等を活用して見直しを行った。 

 

２ 想定した断層型地震 

前回想定等を参考に、県内で震度６弱以上の強い揺れが発生し、

大きな被害をもたらす可能性がある７断層の地震について、被害想

定を行った。 

 

 

 

 

 

 

（1）各断層の位置 
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被害想定の見直しに

伴う修正 
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（2）12断層の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）７断層の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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被害想定の見直しに

伴う修正 
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 （2）断層型地震における震度６弱以上の地域 

12断層の中で、大きな被害が生じるおそれのある震度６弱以上の

地域は、「断層型地震における震度６弱以上の地域図」のとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）断層型地震における震度６弱以上の地域 

12断層の中で、大きな被害が生じるおそれのある震度６弱以上の

地域は、「断層型地震における震度６弱以上の地域図」のとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 被害想定 

 

１ 想定手法 

国の「南海トラフ巨大地震の被害想定について」で用いられた想定

手法を基本とした。 

 

２ 想定する季節・時間帯 

南海トラフ巨大地震での被害想定と同様に、想定される状況が異

なる３種類の季節・時間帯（自宅で就寝中に被災する場合、自宅外

で被災する場合、住宅や飲食店などで火気の使用が最も多く帰宅途

上の人も多い時間帯として、冬・深夜、夏・12 時、冬・18 時の３

種類）で被害想定を行った。 

 

 

３ 被害想定  

７つの各断層別の被害想定のうち、被害が最大となるのは「長者

ヶ原－芳井断層の地震」であり、倉敷市、笠岡市を中心に建物全壊

が約 850棟、死者数 40人という甚大な被害が想定される。（県全体

としては南海トラフ巨大地震の被害想定を上回るものではない。） 

また、県北部では「山崎断層帯の地震」が最大で、建物全壊が約

600棟となるなど、甚大な被害が想定される。 

各断層別の被害想定の特徴と主な被害想定結果は、次のとおり。 

 

（1）山崎断層帯の地震 

・美作市、奈義町で最大震度６強の強い揺れに見舞われ、美作市で

は約半分の区域で、奈義町ではほぼ全域で、震度６弱以上の揺れ

に見舞われる。 

・美作市・奈義町を中心に約 500 棟の建物が揺れにより全壊となる

と想定され、建物倒壊により甚大な人的被害も想定される。 

・揺れが強い美作市・勝央町・奈義町、津山市を中心に、河川沿い

で液状化危険度が高まる。 

・避難者数は１週間後に美作市で約 3,500 人、全県で約 5,700人と

想定される。 

・小集落が散在する山間部が強い揺れに見舞われるため、孤立集落

が発生する可能性がある。 

 

第２項 被害想定 

 

１ 想定手法 

国による南海トラフ巨大地震の被害想定で用いられた想定手法を基

本とした。 

 

２ 想定する季節・時間帯 

南海トラフ巨大地震の被害想定と同様に、想定される状況が異な

る４種類の季節・時間帯（自宅で就寝中に被災する場合、自宅外で

被災する場合、住宅や飲食店などで火気の使用が最も多く帰宅途上

の人も多い場合、年末年始等の長期休暇中で人口分布が通常とは異

なる場合の冬・深夜、夏・昼、冬・夕、正月・夕の４種類）で被害

想定を行った。 

 

 

７つの各断層別の被害想定のうち、建物被害が最大となるのは

「中央構造線断層帯の地震」であり、岡山市、倉敷市を中心に全

壊・焼失棟数が 1,560 棟の被害が想定される。また、人的被害が最

大となるのは、「山崎断層帯主部の地震」で、死者数 23 人の被害が

想定される。（県全体としては南海トラフ巨大地震の被害想定を上

回るものではない。） 

各断層別の被害想定の特徴と主な被害想定結果は、次のとおり。 

 

（1）山崎断層帯主部の地震 

・美作市、奈義町で最大震度６強の強い揺れに見舞われ、美作市で

は約半分の区域で、奈義町ではほぼ全域で、震度６弱以上の揺れ

に見舞われる。 

・美作市で264棟、奈義町で 39棟など、全県で339棟の建物が揺れ

により全壊となる。 

・断層から遠い岡山市でも、液状化により 295 棟が全壊、416 棟が

大規模半壊となる。 

・最大避難者数は１週間後に美作市で約 3,000 人、全県で約 9,600

人となる。 

（削除） 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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29 
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注１ 被害想定は３種類の季節・時間帯で被害が最大となるケース

を表示する。（以下同じ) 

（略） 

 

（2）那岐山断層帯の地震 

・津山市、鏡野町、奈義町で震度６強の揺れに見舞われ、特に鏡野

町で大きな被害が想定される。 

・津山市、鏡野町、真庭市を中心に川沿いで液状化の危険度が高ま

る。 

・避難者数は１週間後に鏡野町で約 1,200 人、全県で約 2,100人と

想定される。 

・小集落が散在する山間部が強い揺れに見舞われるため、孤立集落

が発生する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 被害想定は４種類の季節・時間帯で被害が最大となるケース

を表示する。（以下同じ)  

（略） 

 

（2）那岐山断層帯の地震 

・鏡野町で震度６強、津山市、勝央町及び奈義町で震度６弱の揺れ

に見舞われ、特に鏡野町で大きな被害が想定される。 

・鏡野町で43棟、津山市で 29棟など、全県で75棟の建物が揺れに

より全壊する。 

・最大避難者数は１週間後に津山市で約 900 人、全県で約 1,700 人

と想定される。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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30 
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（3）中央構造線断層帯の地震 

・倉敷市、岡山市、笠岡市で震度６弱の揺れに見舞われるが、南海

トラフ巨大地震を上回るものではない。 

・倉敷市を中心に低地部で液状化が生じるため、約 3,000 棟が大規

模半壊以上となるなど液状化による被害が、揺れによる被害を大

きく上回ると想定される。 

 

・通勤時間帯に発生すると野外で建物倒壊や屋外落下物などにより

死者が出る可能性があるため、死者数は冬 18時が最大となる。 

・避難者数は１週間後に倉敷市で約 8,700 人、全県で約 11,000 人

と想定される。 

・山陽本線等の被害により、岡山市、倉敷市などで最大約 125,000

人の帰宅困難者が発生する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）長者ケ原－芳井断層の地震 

・笠岡市で震度６強の揺れに見舞われ、津波被害を除くと、この地

域の被害としては南海トラフ巨大地震を上回る。 

・倉敷市・笠岡市を中心に、低地部で液状化が生じる。 

 

・倉敷市・笠岡市を中心に、全県で 800 棟を超える建物が揺れや液

状化等により全壊となり、甚大な人的被害が想定される。 

・避難者数は１週間後に倉敷市で約 17,000人、全県で約 22,000人

と想定される。 

・山陽本線等の被害により、岡山市、倉敷市などで最大約 67,000

人の帰宅困難者が発生する可能性がある。 

（3）中央構造線断層帯の地震 

・岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市で震度６弱の揺れに見舞われ

る。 

・倉敷市で 777 棟など、全県で 1,206 棟の建物が液状化により全壊

となる。また、大規模半壊が全県で 1,693 棟となり、復旧が課題

となる。液状化による被害が、揺れによる被害を大きく上回る。 

・岡山市、倉敷市で屋外落下物等による死傷者が発生する。 

 

・最大避難者数は１週間後に倉敷市で約14,700人、全県で約20,500

人と想定される。 

・交通では、岡山市・倉敷市周辺の幹線道路や鉄道において、橋梁

被害、盛土被害、斜面災害等により不通となるところが生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）長者ケ原－芳井断層の地震 

・笠岡市で震度６強、倉敷市及び井原市で震度６弱の揺れに見舞わ

れる。 

・倉敷市で24棟、笠岡市で 24棟、全県で 48棟の建物が揺れにより

全壊となる。 

・倉敷市で 487 棟など、全県で 780 棟の建物が液状化により全壊と

なる。 

・避難者数は１週間後に倉敷市で約8,200人、全県で約11,700人と

想定される。 

・交通では、笠岡市～倉敷市周辺の幹線道路や鉄道において、橋梁

被害、盛土被害、斜面災害等により不通となるところが生じる。 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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（5）倉吉南方の推定断層の地震 

・真庭市で震度６強の揺れに見舞われる。 

・被害は真庭市北部に限定されるが、100 棟以上の建物が揺れによ

り全壊となり、人的被害も発生し、避難者数は１週間後に約

1,400人と想定される。 

・小集落が散在する山間部が強い揺れに見舞われるため、孤立集落

が発生する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）大立・田代峠－布江断層の地震 

・真庭市、鏡野町で震度６強の大きな揺れに見舞われ、特に真庭市

北部で甚大な建物、人的被害が想定される。 

・揺れが強い真庭市・鏡野町を中心に川沿いで液状化危険度が高ま

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）倉吉南方の推定断層の地震 

・真庭市で震度６弱の揺れに見舞われる。 

・真庭市で 2 棟の建物が揺れにより全壊となる。避難者数は１週間

後に約 100人と想定される。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）大立・田代峠－布江断層の地震 

・真庭市で震度６強の大きな揺れに見舞われる。 

 

・真庭市で 29棟の建物が揺れにより全壊する。 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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・小集落が散在する山間部が強い揺れに見舞われるため、孤立集落

が発生する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7）鳥取県西部地震 

・新見市の北部で震度６強の大きな揺れに見舞われるが、被害は新

見市・真庭市の北部で限定的である。 

・小集落が散在する山間部が強い揺れに見舞われるため、孤立集落

が発生する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7）鳥取県西部地震 

・新見市及び真庭市で震度６強、新庄村で震度６弱の揺れに見舞わ

れる。 

・真庭市で 48棟、新見市で 5棟、全県で 53棟の建物が揺れにより

全壊となる。 

・国道 180 号、181 号、米子自動車道などの幹線道路や伯備線で被

害が生じ、鳥取県、島根県との往来に支障をきたす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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第６節 南海トラフ巨大地震の被害想定 

第１項 南海トラフを震源とする地震 

 

最大クラスの地震・津波 

「東日本大震災」では、想定をはるかに超える地震・津波によ

り、東北地方を中心とした広い地域が被災し、特に、津波の襲来に

より多くの死傷者が発生した。 

国においては、この震災の教訓から、これまでの地震・津波対策

の大幅な見直しを行うこととした。その見直しの中で、発生確率が

高いといわれている東海地震、これに東南海、南海地震が同時に発

生した場合の３連動の地震、いわゆる「南海トラフ巨大地震」の発

生を想定し、最新の科学的知見に基づき、この最大クラスの地震・

津波についての被害想定が公表された。 

その想定では、かつてない大きな地震動と津波が発生し、その被

害は広範囲で、国難ともいうべき大きな人的、経済的被害を被るこ

ととされている。その被害を最小限とするための対策については、

ハード・ソフト施策を柔軟に組み合わせて総動員し、地域の状況に

応じた総合的な対策を講じることとされている。 

 

 

 

 

 

１ 南海トラフ巨大地震の被害想定調査について（平成 24年度） 

この南海トラフを震源とする地震は、約 100～150 年の間隔で大

地震が発生しており、近年では、昭和南海地震（1946年）がこれに

当たる。既に、昭和南海地震が起きてから 70 年以上経過してお

り、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まってきてい

る。国の地震調査研究推進本部では地震の規模や一定期間内に地震

が発生する確率を予測した評価を行っており、南海トラフ全体で今

後 30 年以内にマグニチュード８～９クラスの規模の地震が発生す

る確率は、70～80％※とされており、その発生が危惧されるところ

である。 

本県において今回算定した被害想定は、具体的な被害を算定し被

害の全体像、被害規模を明らかにすることにより、県民に防災対策

の必要性を周知し、広域的な防災対策の立案等に活用するための基

第６節 南海トラフ巨大地震の被害想定 

第１項 南海トラフを震源とする地震 

 

最大クラスの地震・津波 

「東日本大震災」では、想定をはるかに超える地震・津波によ

り、東北地方を中心とした広い地域が被災し、特に、津波の襲来に

より多くの死傷者が発生した。 

国においては、この震災の教訓から、これまでの地震・津波対策

の大幅な見直しを行うこととした。その見直しの中で、発生確率が

高いといわれている東海地震、これに東南海、南海地震が同時に発

生した場合の３連動の地震、いわゆる「南海トラフ巨大地震」の発

生を想定し、最新の科学的知見に基づき、この最大クラスの地震・

津波についての被害想定が公表された。 

その想定では、かつてない大きな地震動と津波が発生し、その被

害は広範囲で、国難ともいうべき大きな人的、経済的被害を受ける

こととされている。その被害を最小限とするための対策について

は、ハード・ソフト施策を柔軟に組み合わせて総動員し、地域の状

況に応じた総合的な対策を講じることとされている。 

なお、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の策定から10年が経

過することから、基本計画の見直しに向けた本格的な検討を実施す

るため、国において南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しが実施

され、その内容は令和７年３月 31日に公表された。 

 

１ 南海トラフ巨大地震の被害想定調査について 

この南海トラフを震源とする地震は、約100～150年の間隔で大地

震が発生しており、近年では、昭和南海地震（1946年）がこれに当

たる。既に、昭和南海地震が起きてから約80年経過しており、南海

トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まってきている。国の

地震調査研究推進本部による地震の規模や一定期間内に地震が発生

する確率を予測した評価では、南海トラフ全体で今後30年以内にマ

グニチュード８～９クラスの規模の地震が発生する確率は高いと評

価されており、その発生が危惧されるところである。 

 

本県において推計した被害想定は、具体的な被害を算定し被害の

全体像、被害規模を明らかにすることにより、県民に防災対策の必

要性を周知し、広域的な防災対策の立案等に活用するための基礎資

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 

 

時点修正 

 

 

 

地震本部の長期評価

の更新に伴う修正 
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礎資料であり、地震・津波対策の本県の大綱である地域防災計画の

予防対策、応急対策、復旧対策の各段階に深く根ざすものであるこ

とから、県独自により詳細なデータ等を加味し再評価を行ったもの

である。 

 

 

しかし、この想定地震の発生頻度は極めて低く、次に発生する地

震を明示したものではないことに留意する必要がある。 

※ 令和７年１月 15 日に国の地震調査研究推進本部が発表した

「長期評価による地震発生確率値の更新について」により「80％程

度」に更新 

 

２ 想定条件 

内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」で検

討された地震。地震規模はマグニチュード９クラスで、想定する震

源域は駿河湾から日向灘に至る巨大地震。県域に最大級の被害をも

たらすことが予想され、地震防災対策上、最重要と考えられる地震

として最新のデータ、知見を用いて設定した。 

 

３ 前提条件 

火災による被害は、出火原因となるストーブなどを使用している

冬の方が夏よりも発生確率が高いことから大きくなる。また、同じ

く出火原因となる家庭の台所でのガスコンロなどの使用率が高い夕

方の方が昼よりも大きくなり、風が強く吹いている時の方が風が弱

い時よりも延焼の可能性が高いために大きくなる。 

このように火災の被害想定に際しては、どのような前提条件を設

定するかが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料であり、地震・津波対策の本県の大綱である地域防災計画の予防

対策、応急対策、復旧対策の各段階に深く根ざすものであることか

ら、県独自の詳細なデータ等を加味し再評価を行ったものである。

本県では、平成 24 年度から平成 25 年度にかけて推計した被害想定

について、令和７年度に最新のデータ等を活用して見直しを行っ

た。 

ただし、南海トラフ巨大地震の発生頻度は千年に一度あるいはそ

れよりも発生頻度が低く、次に発生する地震を明示したものではな

いことに留意する必要がある。 

 

 

 

２ 想定条件 

内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」で検

討された地震。地震規模はマグニチュード９クラスで、想定する震

源域は駿河湾から日向灘に至る巨大地震。県域に最大級の被害をも

たらすことが予想され、地震防災対策上、最重要と考えられる地震

として最新のデータ、知見を用いて設定した。 

 

３ 前提条件 

火災による被害は、出火原因となるストーブなどを使用している

冬の方が夏よりも発生確率が高いことから大きくなる。また、同じ

く出火原因となる家庭の台所でのガスコンロなどの使用率が高い夕

方の方が昼よりも大きくなり、風が強く吹いている時の方が風が弱

い時よりも延焼の可能性が高いために大きくなる。 

このように火災の被害想定に際しては、どのような前提条件を設

定するかが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 

 

表現の適正化 
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［前提条件による想定される被害の特徴］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 想定地震の震源域位置図 

［南海トラフ巨大地震の想定震源断層域］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［前提条件による想定される被害の特徴］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 想定地震の震源域位置図 

［南海トラフ巨大地震の想定震源域］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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※ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（第一次報

告）（平成 24年８月 29日発表）より抜粋 

（略） 

 

第２項 南海トラフ巨大地震による震度分布・液状化の概況 

 

岡山県では、平成 24 年８月末に国が公表した「南海トラフ巨大

地震による震度分布、津波浸水域等」を受け、国が検討したケース

のうち、岡山県では「陸側ケース」での揺れが最大となるため、こ

れを対象とし、国が用いたデータに県独自に収集した地質データ等

を追加し、より詳細な震度分布図と液状化危険度分布図を作成し

た。 

［国が想定した「陸側ケース 地表震度全域図」］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞国の推計の考え方 

 強い揺れ（強震動）を引き起こす地震波は、特定の領域（強震動

生成域）において発生することが知られている。そのため、強震動

生成域を中央防災会議による東海地震、東南海・南海地震の検討結

果を基本ケースに、その軸が東西にずれた場合と陸側の深い場所に

ある場合を考慮した４ケースを設定し、それぞれのケースについて

強震波形計算を行い、250ｍメッシュ単位で震度を推計した。 

 

※ 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会 地震モデル

報告書（令和７年３月 31日公表）より抜粋 

（略） 

 

第２項 南海トラフ巨大地震による震度分布・液状化の概況 

 

岡山県では、国が用いたデータに県独自に収集した地質データを

追加し、より詳細な震度分布図と液状化危険度分布図を作成した。

なお、震度分布図の作成にあたっては、令和７年３月末に国が公表

した南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しの中で検討された強震

波形計算による４ケースの震度と、経験的手法による震度の各地点

における最大値を採用した。 

［国が想定した「強震波形４ケースと経験的手法の震度の最大 

値の分布」］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞国の推計の考え方 

 強い揺れ（強震動）を引き起こす地震波は、特定の領域（強震動

生成域）において発生することが知られている。そのため、強震動

生成域を中央防災会議による東海地震、東南海・南海地震の検討結

果を基本ケースに、やや東西にずれた場合と可能性がある範囲で最

も陸域側にある場合を考慮した４ケースを設定し、それぞれのケー

スについて強震波形計算を行い、250ｍメッシュ単位で震度を推計

した。 

被害想定の見直しに

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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 さらに、これを補完するため、経験的手法（震源からの距離に従

い地震の揺れがどの程度減衰するかを示す経験的な式を用いて震度

を推計する手法）による震度もあわせて推計した。国の震度分布

は、これらの震度の最大値の分布図としている。 

 

 

第３項 岡山県の震度分布図 

 

国が用いたデータを基に、深部地盤は国のデータを用い、表層地

盤は、県独自に収集した地質データや県内の公共工事等で取得した

ボーリングデータを追加し、より詳細に地盤情報を把握した上で、

岡山県独自の推計を行った。 

なお、推計は 250ｍメッシュ（格子）単位で行っている。 

［南海トラフ巨大地震による震度分布図（県想定）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、これを補完するため、経験的手法（震源からの距離に従

い地震の揺れがどの程度減衰するかを示す経験的な式を用いて震度

を推計する手法）による震度もあわせて推計した。 

 

 

（略） 

第３項 岡山県の震度分布図 

 

国が用いたデータを基に、深部地盤は国のデータを用い、表層地

盤は、県独自に収集した地質データを追加し、より詳細に地盤情報

を把握した上で、岡山県独自の推計を行った。 

なお、推計は 250ｍメッシュ（格子）単位で行っている。 

 

［南海トラフ巨大地震による震度分布図（県想定）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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（略） 

１ 地震による被害 

南海トラフ巨大地震による県内の震度分布では、県下の最大震度

は６強となっており、最小でも５弱が想定される。県内各市町村ご

との最大震度は以下のとおりである。 

［南海トラフ巨大地震による各市町村ごとの最大震度一覧］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

１ 地震による被害 

南海トラフ巨大地震による県内の震度分布では、県下の最大震度

は６強となっており、最小でも５弱が想定される。県内各市町村の

最大震度は以下のとおりである。 

［南海トラフ巨大地震による各市町村の最大震度一覧］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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第４項 岡山県の液状化危険度分布図 

（略） 

［南海トラフ巨大地震による液状化危険度分布図（県想定）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

※ 使用したボーリングデータ等について 

震度分布図及び液状化危険度分布図は、平成 24 年３月末までに

公開されている地盤データや市町村等から提供されたボーリングデ

ータを使用して作成したものであり、本県で収集した過去一定時点

のデータ等により判断したものである。したがって、推計に用いた

データは限られており、それ以降に行われた調査のデータは反映し

ていない。 

（略） 

 

 

第４項 岡山県の液状化危険度分布図 

（略） 

［南海トラフ巨大地震による液状化危険度分布図（県想定）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

※ 使用したデータ等について 

震度分布図及び液状化危険度分布図は、本県で収集した過去一定

時点の地質データ等により作成したものである。 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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第５項 岡山県の津波浸水想定図 

 

１ 地震後、全堤防等が破壊された場合（パターン１） 

 今回県で想定した津波浸水想定図は、津波防災地域づくりに関す

る法律第８条第１項の規定により県が設定することとされている津

波浸水想定（最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合に想定さ

れる浸水の区域及び水深）である。国土交通省が作成した「津波浸

水想定の設定の手引き」により、次のとおり設定している。 

 

 

 

 

※ 最大クラスの津波の設定について 

国が示した津波断層モデルのうち、どのモデルが本県に最も大きな

影響を及ぼすケースなのかを、本県の海岸を地形等を考慮して７つ

に区分して検討し、各海岸ごとに津波が最大となるケースについて

シミュレーションを行い、浸水域等の推計を行った。 

 

 

（1）堤防等の条件設定 

・護岸、防波堤、大規模な水門等は、地震によりすべて破壊され、

高さ又は機能が消失するものとした。 

・堤防は、地震による破壊で、堤防高は75％が沈下するものとし、

その後、津波が越流したときは全て破壊され、高さ又は機能が消失

するものとした。 

・設定潮位は、平成 19年～平成 23年までの過去５年間の朔望平均

満潮位であり、県下７箇所の検潮所で観測された潮位を用いて算出

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５項 岡山県の津波浸水想定図 

 

 

県で想定した津波浸水想定図は、津波防災地域づくりに関する法

律第８条第１項の規定により県が設定することとされている津波浸

水想定（最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合に想定される

浸水の区域及び水深）である。国土交通省が作成した「津波浸水想

定の設定の手引き」に基づき、次のとおり設定している。なお、地

震動により堤防等が機能しなくなる場合（パターン１）に基づき想

定した津波浸水想定図に対応する地域については、住民等が津波か

ら「逃げる」ことができるよう警戒避難体制を特に整備するため、

同法第53条第１項に基づく津波災害警戒区域として指定している。 

※ 最大クラスの津波の設定について 

国が示した津波断層モデルのうち、どのモデルが本県に最も大きな

影響を及ぼすケースなのかを、本県の海岸を地形等を考慮して７つ

に区分して検討し、海岸ごとに津波が最大となるケースについてシ

ミュレーションを行い、浸水域等の推計を行った。 

 

１ 地震動により堤防等が機能しなくなる場合（パターン１） 

（1）堤防等の条件設定 

・護岸、防波堤等は、十分な耐震性を有するものを除き、地震によ

り全て破壊され、高さ又は機能が消失するものとした。 

・堤防は、最大クラスの地震に対する照査が実施されている施設に

ついては、その結果を評価し、それ以外は堤防高が 75％沈下するも

のとした。また、津波が越流したときは全て破壊され、高さ又は機

能が消失するものとした。 

・設定潮位は、平成30年～令和４年までの５年間の朔望平均満潮位

であり、県下７箇所の検潮所で観測された潮位を用いて算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 

 

 

 

津波災害警戒区域の

指定に伴う修正 

＜R7 年度内に指定予

定＞ 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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（2）推計結果 

ア 津波高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

イ 浸水面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）推計結果 

ア 津波水位（最高値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

イ 浸水面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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１ 全堤防等破壊：津波浸水想定図（パターン１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地震後、津波が堤防等を越流すれば堤防等が破壊される場合

（パターン２） 

（略） 

・護岸、防波堤、大規模な水門等は、地震により破壊されず機能は

保持されるが、越流した場合は崩壊して、機能を失うものとし

た。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 津波浸水想定（パターン１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 津波が越流すると堤防等が機能しなくなる場合（パターン２） 

 

（略） 

・護岸、防波堤、大規模な水門等は、地震により破壊されず機能は

保持されるが、津波が越流した場合は崩壊して、機能を失うもの

とした。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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ア 津波高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

イ 浸水面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 津波水位（最高値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

イ 浸水面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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ウ 主な地点の津波による海面変動影響開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

２ 津波越流後堤防等破壊：津波浸水想定図（パターン２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

ウ 主な地点の津波による海面変動影響開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

２ 津波浸水想定（パターン２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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第６項 岡山県の人的・物的被害想定結果 （ ）内の数字はパタ

ーン２のもの 

 

（注）国が公表した津波浸水想定は、県の条件（パターン２） と

同等である。 

 

 

 

 

１ 建物被害（被害が最大となるもの：③冬・18時）     

（単位：棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 液状化の被害には、国は算定していない大規模半壊が 12,309

棟ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６項 岡山県の人的・物的被害想定結果 （ ）内の数字はパタ

ーン２のもの 

 

（注）国の被害想定における津波の条件は、県の条件（パターン

２）と同等である。 

   国の被害想定の内容は、内閣府ホームページ

（http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/index.html）を

参照のこと。 

 

１ 建物被害（被害が最大となるもの：③冬・夕、④正月・夕）     

（単位：棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 液状化の被害には、国は算定していない大規模半壊が 3,626 棟

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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２ 人的被害 

ア 死者数（被害が最大となるもの：①冬・深夜） （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 負傷者数（被害が最大となるもの：①冬・深夜）（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人的被害 

ア 死者数（被害が最大となるもの：①冬・深夜） （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 災害関連死者数は 577～1,154人（上記死者数には含まれな

い） 

 

イ 負傷者数（被害が最大となるもの：②夏・昼）（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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３ ライフライン被害 

ア  県想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

イ 国想定(パターン２) 

 

（表略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ライフライン被害（被害が最大となるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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４ 交通施設被害 

ア 道路（緊急輸送道路）          （単位：箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 被害箇所数は少数第１位で四捨五入しているため、合計値は必

ずしも一致しない。 

 

イ 鉄 道                                  （単位：箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 在来線は、ＪＲ西日本、水島臨海鉄道、井原鉄道、智頭急行の

計である。 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

４ 交通施設被害 

ア 道路（緊急輸送道路）          （単位：箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 被害箇所数は小数第１位で四捨五入しているため、合計値は必

ずしも一致しない。 

 

イ 鉄 道                                  （単位：箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 在来線は、ＪＲ西日本、水島臨海鉄道、井原鉄道、智頭急行の

計である。 

※ 被害箇所数は小数第１位で四捨五入しているため、合計値は必

ずしも一致しない。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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エ 港 湾                                  （単位：箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国際拠点は水島港、重要港は宇野港、岡山港、地方港はその他

をいう。 

※ 港湾の被害箇所数は全て揺れによるもの。津波による被害想定

はない。 

 

 

 

５ 生活支障等 

ア 避難者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 港 湾                                  （単位：箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国際拠点は水島港、重要港は宇野港、岡山港、地方港はその他

をいう。 

※ 港湾の被害箇所数は全て揺れによるもの。津波による被害想定

はない。 

※ 被害箇所数は小数第１位で四捨五入しているため、合計値は必

ずしも一致しない。 

 

５ 生活支障等 

ア 避難者（被害が最大となるもの：④正月・夕） （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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イ 帰宅困難者                    （単位：人) 

 

 

 

 

 

 

ウ 災害廃棄物発生量                       （単位：万トン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 帰宅困難者                    （単位：人) 

 

 

 

 

 

 

ウ 災害廃棄物発生量  （被害が最大となるもの：③冬・夕）                     

（単位：万トン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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６ 経済的被害                              （単位：兆円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「－」は、わずかなもの 。 

 

（注）国が公表した津波浸水想定は、県の条件（津波越流後破壊：

パターン２）と同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７項 減災効果 

（1）建物の耐震化の促進 

県内の住宅の耐震化率は平成 22年度末で約 73％となっている。旧

耐震基準の建物の建て替えや耐震化を推進し、耐震化率を 100％に

した場合には、建物の全壊棟数は８割以上（約 4,000 棟）軽減され

るとともに、建物の倒壊による死者数も約８割以上（約 260 人）軽

減できる。 

 

 

 

 

６ 経済的被害                              （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 四捨五入の関係で、合計値は必ずしも一致しない。 

 

 

第７項 減災効果 

（1）建物の耐震化の促進 

県内の住宅の耐震化率は令和元年度末で約 82％となっている。旧

耐震基準の建物の建て替えや耐震化を推進し、耐震化率を 100％に

した場合には、建物の全壊棟数は９割以上（約 3,000 棟）軽減され

るとともに、建物の倒壊による死者数も約９割（約 160 人）軽減で

きる。 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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被害想定の見直しに

伴う修正 
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（2）家具等の転倒・落下防止対策の強化 

県内の家具等の転倒・落下防止対策実施率は、平成 24 年９月の

「防災対策に関するアンケート調査」によると、約15.4％の世帯が

対策を実施していると回答している。 

この実施率を 100％にすることで、死傷者数は約 30％に軽減でき

る。さらに、屋外に迅速に避難することも可能となるので、津波か

ら避難するためにも、家具等の転倒・落下防止対策を行うことが重

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）津波避難の迅速化 

地震発生後、全員が一斉に避難すれば、今回想定した20％の人が

迅速に避難する場合と比較すると、浸水域が広いパターン１では死

者数は約５分の１に減少する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）家具等の転倒・落下防止対策の強化 

県内の家具等の転倒・落下防止対策実施率は、「令和６年度県民

満足度調査同時調査 防災対策についての調査結果報告書」による

と、約 20.8％の世帯が対策を実施していると回答している。 

この実施率を 100％にすることで、死者数は約 30％に軽減でき

る。さらに、屋外に迅速に避難することも可能となるので、津波か

ら避難するためにも、家具等の転倒・落下防止対策を行うことが重

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）津波避難の迅速化 

地震発生後、全員が一斉に避難すれば、今回想定した 20％の人が

迅速に避難する場合と比較すると、浸水域が広いパターン１では死

者数は約３割に減少する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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（4）直接被害額の軽減 

建物耐震化を 100％とすれば、全壊棟数が大幅に軽減され、直接

被害額も軽減される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）直接被害額の軽減 

耐震化率を 100％にした場合には、全壊棟数が大幅に軽減され、

直接被害額も軽減される。 

 

 

 

 

被害想定の見直しに

伴う修正 
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第８項 被害想定を生かす 

被害想定の結果は、ともすれば不安感だけを募らせ、これまでの

防災対策自体が無意味であるようにも思えるが、しっかりと対策を

講ずれば、想定される被害も大きく減少させることが可能である。 

今後も、これまで取り組んできたハード・ソフト対策を総動員し

て地震・津波対策を推進することが必要である。  

さらに、県民一人ひとりが、今回の被害想定を自らのこととして

とらえ、  

１ 強い揺れや弱くても長い揺れがあったら迅速かつ主体的に避

難すること。 

２ 強い揺れに備え、建物の耐震診断・耐震補強を行い、家具の

固定やガラスの飛散防止対策、食料や飲料水、生活必需品など

の備蓄を行うこと。 

３ 初期消火に全力をあげること。  

などの取組を行うことで、尊い命を守ることができる。 

平常時から自らができることを確実に行い（自助）、地域の安全

を地域のみんなで助け合い（共助）保持していくことが何よりも重

要である。 

（略） 

第７節 地震・津波災害対策の基本的方向 

（略） 

２ 南海トラフ巨大地震 

（略） 

これまで約 100 年～150 年の周期でこの南海トラフを震源とする

大規模な地震が発生し、岡山県でも被害が生じている。最近では、

和歌山県南方沖を震源とした昭和 21 年の昭和南海地震が記録され

ており、それから既に 70年以上経過している。 

国の地震調査研究推進本部における長期評価においては、30年以

内の発生確率が80％程度とされており、経年的に発生確率は高まっ

ている。 

（略） 

３ 地震と津波への対応 

（略） 

また、海岸保全施設等のハード対策や確実な情報伝達等のソフト

対策は、すべて素早い避難の確保を支援する対策として位置付け、

避難施設、防災施設、土地利用等を組み合わせた総合的な津波対策

第８項 被害想定を生かす 

被害想定の結果は、ともすれば不安感だけを募らせ、これまでの

防災対策自体が無意味であるようにも思えるが、しっかりと対策を

講ずれば、想定される被害も大きく減少させることが可能である。 

今後も、これまで取り組んできたハード・ソフト対策を総動員し

て地震・津波対策を推進することが必要である。  

さらに、県民一人ひとりが、今回の被害想定を自らのこととして

とらえ、  

１ 強い揺れや弱くても長い揺れがあったら迅速かつ主体的に避

難すること。 

２ 強い揺れに備え、建物の耐震診断・耐震補強を行い、家具の

固定やガラスの飛散防止対策、食料や飲料水、生活必需品など

の備蓄を行うこと。 

３ 初期消火に全力をあげること。  

などの取組を行うことで、尊い命を守ることができる。 

平時から自らができることを確実に行い（自助）、地域の安全を

地域のみんなで助け合い（共助）保持していくことが何よりも重要

である。 

（略） 

第７節 地震・津波災害対策の基本的方向 

（略） 

２ 南海トラフ巨大地震 

（略） 

これまで約 100 年～150 年の周期でこの南海トラフを震源とする

大規模な地震が発生し、岡山県でも被害が生じている。最近では、

和歌山県南方沖を震源とした昭和21年の昭和南海地震が記録されて

おり、それから既に約 80年経過している。 

国の地震調査研究推進本部における長期評価においては、30年以

内の発生確率が高いと評価されており、経年的に発生確率は高まっ

ている。 

（略） 

３ 地震と津波への対応 

（略） 

また、海岸保全施設等のハード対策や確実な情報伝達等のソフト

対策は、全て素早い避難の確保を支援する対策として位置付け、避

難施設、防災施設、土地利用等を組み合わせた総合的な津波対策を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

長期評価の更新に伴

う修正 

 

 

 

 

用語の整理 
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を検討する必要がある。 

（略） 

第２章 地震・津波災害予防計画 

第１節 自立型の防災活動の促進 

第１項 防災知識の普及啓発計画 

１ 現状と課題 

災害発生に対しては、自らの身は自ら守るとの基本理念と正しい

防災知識を県民一人ひとりが持ち、食料・飲料水の備蓄など、平常

時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの身

の安全を守るよう行動することが重要である。また、災害時には初

期消火を行う、近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助ける、避難

場所や避難所で自ら活動する、あるいは国、公共機関、地方公共団

体等が行っている防災活動に協力するなど、防災への寄与に努める

ことが求められる。 

 （略） 

２ 基本方針 

 （略） 

３ 対 策 

（1）実施主体 

［県（関係各部等）］ 

 （略）  

［市町村］ 

ア～エ  

（略） 

オ 市町村は、災害発生後に、指定避難所や仮設住宅、ボランティ

アの活動場所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害

者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の普

及、徹底を図る。 

キ （略） 

［市町村及び商工会・商工会議所］ 

 （略）  

［住 民］ 

住民は、地域における地震・津波による被害状況を始め、災害の

種別、程度による対応方法、災害時の家族内の連絡体制、避難場所

等について家族間で共有しておくなど、日頃から防災知識の習得に

努める。 

検討する必要がある。 

（略） 

第２章 地震・津波災害予防計画 

第１節 自立型の防災活動の促進 

第１項 防災知識の普及啓発計画 

１ 現状と課題 

災害発生に対しては、自らの身は自ら守るとの基本理念と正しい

防災知識を県民一人ひとりが持ち、食料・飲料水の備蓄など、平時

から災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの身の

安全を守るよう行動することが重要である。また、災害時には初期

消火を行う、近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助ける、避難場

所や避難所で自ら活動する、あるいは国、公共機関、地方公共団体

等が行っている防災活動に協力するなど、防災への寄与に努めるこ

とが求められる。 

 （略） 

２ 基本方針 

 （略） 

３ 対 策 

（1）実施主体 

［県（関係各部等）］ 

 （略）  

［市町村］ 

ア～エ  

（略） 

オ 市町村は、災害発生後に、避難所や仮設住宅、ボランティアの

活動場所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者に

も加害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の普及、

徹底を図る。 

キ （略） 

［市町村及び商工会・商工会議所］ 

 （略）  

［住 民］ 

住民は、地域における地震・津波による被害状況を始め、災害の

種別、程度による対応方法、災害時の家族内の連絡体制、避難場所

等について家族間で共有しておくなど、日頃から防災知識の習得に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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また、自助・共助の精神に基づき、家庭内における生活必需品の

備蓄や防災教育、地域における防災訓練、自主防災組織活動などへ

の参加、ハザードマップの活用を通じ、地域の防災力向上に努め

る。さらに、住民は、自ら災害教訓の伝承に努める。 

 

 

［企業等］ 

 （略）  

［住民及び事業者］ 

 （略）  

（2）家庭・地域においての普及対策 

ア （略） 

イ 県及び市町村は防災週間や防災関連行事等を通じ、次の項目に

ついて防災意識の高揚を図る。 

・住宅の耐震化、感震ブレーカーの設置、「最低３日間、推奨

１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイ

レットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、

ラジオ、乾電池等）の準備、自動車へのこまめな満タン給

油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具、ブロック

塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物への所有明示や

同行避難、指定避難所での飼養についての準備、保険・共済

等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対

策 

（略） 

第２項 防災教育の推進計画 

（略） 

３ 対 策 

県及び市町村は、学校における体系的かつ地域の災害リスクに基

づいた防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時

間の確保など、防災に関する教育の充実に努め、学校においては、

外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュア

ルの策定が行われるよう促す。また、公民館等の社会教育施設を活

用するなど、地域コミュニティにおける多様な主体のかかわりの中

で防災に関する教育の普及推進を図る。さらに、学校における消防

団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努める。 

 

また、自助・共助の精神に基づき、家庭内における生活必需品の

備蓄や防災教育、地域における防災訓練、自主防災組織活動などへ

の参加、ハザードマップの活用を通じ、地域の防災力向上に努め

る。さらに、住民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防

災教育、慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方法により、自ら

災害教訓の伝承に努める。 

［企業等］ 

 （略）  

［住民及び事業者］ 

 （略）  

（2）家庭・地域においての普及対策 

ア （略） 

イ 県及び市町村は防災週間や防災関連行事等を通じ、次の項目に

ついて防災意識の高揚を図る。 

・住宅の耐震化、感震ブレーカーの設置、「最低３日間、推奨

１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイ

レットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、

ラジオ、乾電池等）の準備、自動車へのこまめな満タン給

油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具、ブロック

塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物への所有明示や

同行避難、指定避難所等での飼養についての準備、保険・共

済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全

対策 

（略） 

第２項 防災教育の推進計画 

（略） 

３ 対 策 

県及び市町村は、学校における体系的かつ地域の災害リスクに基

づいた防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時

間の確保など、防災に関する教育の充実に努め、学校においては、

外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュア

ルの策定が行われるよう促す。また、公民館等の社会教育施設を活

用するなど、自主防災組織や防災士等の地域コミュニティにおける

多様な主体のかかわりの中で防災に関する教育の普及推進を図る。

さらに、学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災

教育の推進に努める。 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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（略） 

第３項 自主防災組織の育成及び消防団の活性化計画 

１ 現状と課題 

 （略）  

２ 基本方針 

自主防災組織は、減災の考え方や、公助・自助・共助を基本とし

て防災対策を実施するとの考え方を踏まえ、地域の実情に応じた防

災計画を策定し、この計画に基づき、平常時、災害時において効果

的に防災活動を行うよう努める。 

ア 平常時の活動 

（ア）防災知識の普及 

（イ）防災訓練の実施 

（ウ）火気使用設備器具等の点検 

（エ）防災用資機材等の整備 

（オ）要配慮者の把握 

イ （略） 

３ 対 策 

（1）実施主体 

［県（危機管理課、消防保安課）］ 

 （略）  

［市町村］ 

市町村は、平常時から声かけ、見守り、犯罪防止活動などを通じ

て、人々がつながりを持った、災害に強い地域コミュニティの再生

を図る。また、自主防災組織が結成されていない地域の組織化を進

めるとともに、自主防災組織の核となるリーダーに対して研修の実

施や防災士等の資格の取得の奨励等を行うことなどにより、組織の

育成・充実を図る。 

（2）地域の自主防災組織 

 （略）  

（3）企業等の自主防災組織 

企業等は、平常時から地方公共団体の防災関係部局や消防団、自

主防災組織等の地域防災を担う団体との連絡・連携体制の強化を図

るとともに、従業員の消防団、自主防災組織等への参加促進等によ

り、地域防災力の向上に積極的に貢献する必要がある。 

また、それぞれの企業等の実情に応じて自主的な防災組織をつく

り、事業所及び地域の安全確保に積極的に努める。 

（略） 

第３項 自主防災組織の育成及び消防団の活性化計画 

１ 現状と課題 

 （略）  

２ 基本方針 

自主防災組織は、減災の考え方や、公助・自助・共助を基本とし

て防災対策を実施するとの考え方を踏まえ、地域の実情に応じた防

災計画を策定し、この計画に基づき、平時、災害時において効果的

に防災活動を行うよう努める。 

ア 平時の活動 

（ア）防災知識の普及 

（イ）防災訓練の実施 

（ウ）火気使用設備器具等の点検 

（エ）防災用資機材等の整備 

（オ）要配慮者の把握 

イ （略） 

３ 対 策 

（1）実施主体 

［県（危機管理課、消防保安課）］ 

 （略）  

［市町村］ 

市町村は、平時から声かけ、見守り、犯罪防止活動などを通じ

て、人々がつながりを持った、災害に強い地域コミュニティの再生

を図る。また、自主防災組織が結成されていない地域の組織化を進

めるとともに、自主防災組織の核となるリーダーに対して研修の実

施や防災士等の資格の取得の奨励等を行うことなどにより、組織の

育成・充実を図る。 

（2）地域の自主防災組織 

 （略）  

（3）企業等の自主防災組織 

企業等は、平時から地方公共団体の防災関係部局や消防団、自主

防災組織等の地域防災を担う団体との連絡・連携体制の強化を図る

とともに、従業員の消防団、自主防災組織等への参加促進等によ

り、地域防災力の向上に積極的に貢献する必要がある。 

また、それぞれの企業等の実情に応じて自主的な防災組織をつく

り、事業所及び地域の安全確保に積極的に努める。 
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企業等は、災害時には従業員、利用者等の安全を守り、地域住民

として、災害の拡大防止活動に協力する必要がある。 

第４項 防災ボランティア養成等計画 

１ 現状と課題 

災害時には、平常時に比べて各種救援を必要とする者が増加し、

通常の行政システムの処理能力をはるかに超えた行政需要が発生す

ることは容易に予想されるところである。災害発生直後から生活再

建に至るまで、必要な人命救助や負傷者の手当を始めとした初期対

応、救援物資の仕分けや搬送、避難所等の生活支援、生活再建のた

めの相談など多岐にわたる需要が発生し、行政だけでは質量ともに

対応不可能な事態が予想され、多彩な活動を行うボランティアへの

期待が高まってくる。 

特に災害時には、特別な技能知識を要する専門ボランティアの需

要が高まること、また一般のボランティア活動を効率的に進める上

で、現場において的確な判断と活動ができるボランティアリーダー

が求められることなどから、これらボランティアの養成と登録を平

常時から実施しておく必要がある。 

また、防災ボランティアについて、自主性に基づきその支援力を

向上し、県、市町村、住民、他の支援団体と連携・協働して活動で

きる環境の整備が必要である。 

２ 基本方針 

ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協

議会、ＮＰＯ等との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰ

Ｏ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連

携体制の構築を図り、災害時において防災ボランティア活動が円滑

に行われるよう、その活動環境の整備を図る。 

また、災害時における専門ボランティアの迅速かつ有効な活用を

図るため、県災害救援専門ボランティアの研修・登録や災害発生時

の一般ボランティアの受入体制の整備を行い、災害時における防災

ボランティア活動の円滑化を図るとともに、関係機関相互のネット

ワーク化を推進する。 

 

３ 対 策 

（1）ボランティアの養成・登録 

［県（県民生活部）］ 

災害救援専門ボランティア（災害ボランティア・コーディネータ

企業等は、災害時には従業員、利用者等の安全を守り、地域住民

として、災害の拡大防止活動に協力する必要がある。 

第４項 防災ボランティア養成等計画 

１ 現状と課題 

災害時には、平時に比べて各種救援を必要とする者が増加し、通

常の行政システムの処理能力をはるかに超えた行政需要が発生する

ことは容易に予想されるところである。災害発生直後から生活再建

に至るまで、必要な人命救助や負傷者の手当を始めとした初期対

応、救援物資の仕分けや搬送、避難所等の生活支援、生活再建のた

めの相談など多岐にわたる需要が発生し、行政だけでは質量ともに

対応不可能な事態が予想され、多彩な活動を行うボランティアへの

期待が高まってくる。 

特に災害時には、特別な技能知識を要する専門ボランティアの需

要が高まること、また一般のボランティア活動を効率的に進める上

で、現場において的確な判断と活動ができるボランティアリーダー

が求められることなどから、これらボランティアの養成と登録を平

時から実施しておく必要がある。 

また、防災ボランティアについて、自主性に基づきその支援力を

向上し、県、市町村、住民、他の支援団体と連携・協働して活動で

きる環境の整備が必要である。 

２ 基本方針 

ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協

議会、ＮＰＯ等との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰ

Ｏ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連

携体制の構築を図り、災害時において防災ボランティア活動が円滑

に行われるよう、登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化

に努め、その活動環境の整備を図る。 

また、災害時における専門ボランティアの迅速かつ有効な活用を

図るため、県災害救援専門ボランティアの研修・登録や災害発生時

の一般ボランティアの受入体制の整備を行い、災害時における防災

ボランティア活動の円滑化を図るとともに、関係機関相互のネット

ワーク化を推進する。 

３ 対 策 

（1）ボランティアの養成・登録 

［県（県民生活部）］ 

災害救援専門ボランティア（災害ボランティア・コーディネータ
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ー、介護、要約筆記、手話通訳、外国語通訳・翻訳及び建築物応急

危険度判定）を平常時から登録し、把握するとともに、専門分野別

の研修や実践型訓練の実施により登録ボランティアの技術向上等を

図る。 

［市町村］ 

市町村は、災害発生時に市町村社会福祉協議会が設置する災害ボ

ランティアセンターが円滑に運営できるよう、平常時より市町村社

会福祉協議会と連携・協働し、設置に係る事前準備を行うととも

に、市町村社会福祉協議会との役割分担等について、市町村地域防

災計画等に定めるよう努める。特に災害ボランティアセンターの設

置予定場所については、市町村地域防災計画に明記する、相互に協

定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努める。 

また、区域内の県登録災害救援専門ボランティアについて平常時

から把握するとともに、独自のボランティアの養成等について検討

する。 

［県、市町村］ 

県及び市町村は、防災ボランティアの活動環境として、行政・Ｎ

ＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティ

ア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における

防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティ

ア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提

供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見交換を

行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 

 

 

 

 

 

 

［関係団体］ 

 （略）  

（2）ネットワーク化の推進 

［県、日本赤十字社岡山県支部、岡山県社会福祉協議会、災害中間

支援組織］ 

県、日本赤十字社岡山県支部及び岡山県社会福祉協議会及び災害

中間支援組織は、定期的な連絡会議の開催等により、相互の連携を

ー、介護、要約筆記、手話通訳、外国語通訳・翻訳及び建築物応急

危険度判定）を平時から登録し、把握するとともに、専門分野別の

研修や実践型訓練の実施により登録ボランティアの技術向上等を図

る。 

［市町村］ 

市町村は、災害発生時に市町村社会福祉協議会が設置する災害ボ

ランティアセンターが円滑に運営できるよう、平時から市町村社会

福祉協議会と連携・協働し、設置に係る事前準備を行うとともに、

市町村社会福祉協議会との役割分担等について、市町村地域防災計

画等に定めるよう努める。特に災害ボランティアセンターの設置予

定場所については、市町村地域防災計画に明記する、相互に協定を

締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努める。 

また、区域内の県登録災害救援専門ボランティアについて平時か

ら把握するとともに、独自のボランティアの養成等について検討す

る。 

［県、市町村］ 

県及び市町村は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティア

による防災活動に関する事業者及び県民の関心と理解を深めるとと

もに、休暇の取得の促進その他のボランティアによる防災活動への

県民の参加を促進するため必要な措置を講ずる。 

また、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平時の登録、ボランティア活動や避難

所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランテ

ィア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点

の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等につ

いて整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有

会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。さらに、避難

生活支援リーダー／サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取

り組む地域のボランティア人材の育成・確保に努める。 

［関係団体］ 

 （略）  

（2）ネットワーク化の推進 

［県、日本赤十字社岡山県支部、岡山県社会福祉協議会、災害中間

支援組織］ 

県、日本赤十字社岡山県支部及び岡山県社会福祉協議会及び災害

中間支援組織（災害支援ネットワークおかやま／特定非営利活動法
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促進することにより、災害発生時において防災ボランティア活動を

円滑に実施できるよう努める。 

 

［社会福祉協議会］ 

県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会は、災害発生時にお

いて迅速な対応ができるよう、近隣府県の社会福祉協議会を含めて

連絡応援体制の整備を図る。 

 ［県、市町村］ 

 県及び市町村は、災害時（この項では復興期を含む。）の迅速か

つ円滑な防災ボランティア活動実施のため、災害中間支援組織、被

災者支援に係る関係機関及びＮＰＯ・ボランティア等との平常時を

含めた連携体制の構築や、防災ボランティア活動に必要な行政情

報、被災者ニーズや個人情報などの共有等が適切に図られるよう努

める。 

 また、社会福祉協議会、災害中間支援組織等関係機関との間で、

被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制

を構築するものとし、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害

廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災

ボランティア活動の環境整備に努める。 

 

 

第５項 住民、地域、企業等の防災訓練計画及び参加 

１ 現状と課題 

いつ災害が発生してもこれに対応できるようにするため、日頃か

ら住民、地域、企業等が各種訓練を行い、防災活動に必要な知識・

技能を習得しておく必要がある。 

例えば東日本大震災では、実際に指定緊急避難場所・指定避難所

に避難した住民はほとんどが事前に避難訓練に参加した人達であ

り、日常の避難訓練に参加していない人は避難しない傾向がみられ

た。 

このため、平常時から防災訓練を繰り返し実施することが大切で

ある。 

２～３ 

 （略）  

第６項 地域防災活動施設整備計画及び推進 

１～２ 

人岡山ＮＰＯセンター）は、定期的な連絡会議の開催等により、相

互の連携を促進することにより、災害発生時において防災ボランテ

ィア活動を円滑に実施できるよう努める。 

［社会福祉協議会］ 

県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会は、災害発生時にお

いて迅速な対応ができるよう、近隣府県の社会福祉協議会を含めて

連絡応援体制の整備を図る。 

 ［県、市町村］ 

 県及び市町村は、災害時（この項では復興期を含む。）の迅速か

つ円滑な防災ボランティア活動実施のため、ボランティアの自主性

を尊重しつつ、災害中間支援組織、被災者支援に係る関係機関及び

ＮＰＯ・ボランティア等との平時を含めた連携体制の構築や、防災

ボランティア活動に必要な行政情報、被災者ニーズや個人情報など

の共有等が適切に図られるよう努める。 

 また、登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、

活動環境の整備を図る。 

 さらに、社会福祉協議会、災害中間支援組織等関係機関との間

で、被災家屋等からの災害廃棄物、土砂の撤去等に係る連絡体制を

構築するものとし、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃

棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボ

ランティア活動の環境整備に努める。 

第５項 住民、地域、企業等の防災訓練計画及び参加 

１ 現状と課題 

いつ災害が発生してもこれに対応できるようにするため、日頃か

ら住民、地域、企業等が各種訓練を行い、防災活動に必要な知識・

技能を習得しておく必要がある。 

例えば東日本大震災では、実際に指定緊急避難場所・指定避難所

に避難した住民はほとんどが事前に避難訓練に参加した人達であ

り、日常の避難訓練に参加していない人は避難しない傾向がみられ

た。 

このため、平時から防災訓練を繰り返し実施することが大切であ

る。 

２～３ 

 （略）  

第６項 地域防災活動施設整備計画及び推進 

１～２ 
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 （略）  

３ 対 策 

（1）活動施設の整備 

市町村は、国等が行う各種補助事業を有効に活用し、地域の自主

防災組織の規模に応じ、指定避難所や公民館等に併設して平常時か

ら活動の拠点となる施設や資機材の整備に努める。 

ア～ウ 

 （略） 

第７項 要配慮者等の安全確保計画 

１ 現状と課題 

近年の都市化、著しい高齢化の進行、人口減少が進む中山間地域

等での集落の衰退、国際化など社会構造の変化により、乳幼児、身

体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、発達障害

のある人、難病のある人、高齢者、妊産婦、外国人等、災害時の情

報提供や避難誘導等において配慮を必要とする、いわゆる要配慮者

の増加がみられる。在宅生活者でも、独り暮らしや高齢夫婦のみの

世帯など、家族による援助を受けにくい者が増えており、中には、

災害発生時の情報把握や安全な場所への避難等について、自らの力

のみで迅速かつ適切な行動をとることが難しい者（避難行動要支援

者）もいる。 

 （略） 

２ 基本方針 

要配慮者の状況を把握し、それに応じて防災知識の普及を図ると

ともに、特に避難行動要支援者については、平常時より居住状況や

避難支援を必要とする事由等の情報を把握して避難行動要支援者名

簿を作成しておき、災害発生時の避難支援等に利用する。 

また、医療・福祉対策との連携の下で要配慮者に速やかな支援を

行うための協力体制の確立等を図るとともに、防災施設等の整備、

防災拠点スペースの設置、福祉避難所等の確保を行う。さらに、社

会福祉施設等においては、要配慮者が災害発生時においても安全で

快適な暮らしができるよう、平素から、施設・設備の点検・整備、

防災組織の整備、防災教育・訓練の実施等、防災対策の充実に努め

る。 

 （略） 

３ 対 策 

（1）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成 

 （略）  

３ 対 策 

（1）活動施設の整備 

市町村は、国等が行う各種補助事業を有効に活用し、地域の自主

防災組織の規模に応じ、指定避難所や公民館等に併設して平時から

活動の拠点となる施設や資機材の整備に努める。 

ア～ウ 

 （略） 

第７項 要配慮者等の安全確保計画 

１ 現状と課題 

 近年の都市化、著しい高齢化の進行、人口減少が進む中山間地

域等での集落の衰退、国際化など社会構造の変化により、乳幼児、

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、発達障

害のある人、難病患者、高齢者、妊産婦、外国人等、災害時の情報

提供や避難誘導等において配慮を必要とする、いわゆる要配慮者の

増加がみられる。在宅生活者でも、独り暮らしや高齢夫婦のみの世

帯など、家族による援助を受けにくい者が増えており、中には、災

害発生時の情報把握や安全な場所への避難等について、自らの力の

みで迅速かつ適切な行動をとることが難しい者（避難行動要支援

者）もいる。 

 （略） 

２ 基本方針 

要配慮者の状況を把握し、それに応じて防災知識の普及を図ると

ともに、特に避難行動要支援者については、平時から居住状況や避

難支援を必要とする事由等の情報を把握して避難行動要支援者名簿

を作成しておき、災害発生時の避難支援等に利用する。 

また、医療・福祉との連携の下で要配慮者に速やかな支援を行う

ための協力体制の確立等を図るとともに、防災施設等の整備、防災

拠点スペースの設置、福祉避難所等の確保を行う。さらに、社会福

祉施設等においては、要配慮者が災害発生時においても安全で快適

な暮らしができるよう、平素から、施設・設備の点検・整備、防災

組織の整備、防災教育・訓練の実施等、防災対策の充実に努める。 

  

（略） 

３ 対 策 

（1）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成 
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［市町村］ 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、平常時より避難行動要支援者に関

する情報を把握するとともに、避難行動要支援者名簿を作成し、災

害発生時に効果的に利用することにより、避難行動要支援者に対す

る避難支援や迅速な安否確認等が適切に行われるよう努める。ま

た、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支

援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したもの

となるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生

じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の

適切な管理に努める。 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民

生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携し

て、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、

個別避難計画を作成するよう努める。この場合、例えば積雪寒冷地

における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意する。また、個

別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザード

マップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映

したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよ

う、個別避難計画情報の適切な管理に努める。 

市町村は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要

支援者名簿及び個別避難計画の作成等へのデジタル技術の活用を推

進する。 

また、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、県

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避

難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意、ま

たは、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ避難行

動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力を得なが

ら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安

否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、名簿情

報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

市町村は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機

関、県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織

など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び

［市町村］ 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、平時から避難行動要支援者に関す

る情報を把握するとともに、避難行動要支援者名簿を作成し、災害

発生時に効果的に利用することにより、避難行動要支援者に対する

避難支援や迅速な安否確認等が適切に行われるよう努める。また、

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者

の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとな

るよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた

場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切

な管理に努める。 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民

生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携し

て、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、

個別避難計画を作成するよう努める。この場合、例えば積雪寒冷地

における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意する。また、個

別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザード

マップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映

したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよ

う、個別避難計画情報の適切な管理に努める。 

（削除） 

 

 

また、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、県

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避

難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意、ま

たは、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ避難行

動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力を得なが

ら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安

否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、名簿情

報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

市町村は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機

関、県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織

など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び
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避難支援等実施者の同意、または、当該市町村の条例の定めがある

場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。また、個別避難計

画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、

避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確

認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計

画情報の漏えい防止等必要な措置を講じる。 

市町村は個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者につ

いても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時か

ら、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の

事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮を

する。 

（新設） 

 

 

市町村は、地区防災計画が定められている地区において、個別避

難計画を作成する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努

める。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう

努める。 

市町村は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を指定緊急

避難場所から指定避難所、あるいは一般の指定避難所から福祉避難

所へ円滑に移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先

及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう努める。 

また、市町村は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成

に関し、次の事項を地域防災計画に定める。 

 

 

 

ア・イ 

 （略） 

［県（危機管理課）］ 

 県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例や

留意点などの提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努める。 

 

 

 

［住 民］ 

避難支援等実施者の同意、または、当該市町村の条例の定めがある

場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。また、個別避難計

画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、

避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確

認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計

画情報の漏えい防止等必要な措置を講じる。 

市町村は個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者につ

いても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平時から、

避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前

の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をす

る。 

市町村は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要

支援者名簿及び個別避難計画の作成等へのデジタル技術の活用を推

進する。 

市町村は、地区防災計画が定められている地区において、個別避

難計画を作成する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努

める。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう

努める。 

市町村は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を避難場所

から指定避難所等へ円滑に移送するため、運送事業者等の協力を得

ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう努め

る。 

市町村は、個別避難計画の作成を促進するため、避難行動要支援

者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周知・啓発等に努め

る。 

また、市町村は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成

に関し、次の事項を地域防災計画に定める。 

ア・イ 

 （略） 

［県（危機管理課）］ 

県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例や

留意点などの提示、研修会や訓練の実施等の取組を通じた支援に努

める。また、個別避難計画の作成を促進するため、避難行動要支援

者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周知・啓発等に努め

る。 

［住 民］ 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

記載位置の変更 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （略） 

（2）福祉避難所等の確保 

［県（子ども・福祉部）、市町村］ 

 （略） 

［市町村］ 

市町村は、平常時から福祉避難所の対象となる要配慮者の現況把

握に努め、すべての対象者の入所が可能となることを目標に、福祉

避難所として利用可能な施設の把握及び福祉避難所の指定を行う。 

その際、市町村は、小・中学校や公民館等の指定避難所に、介護

や医療相談を受けることができるスペースを確保した、地域におけ

る身近な福祉避難所、老人福祉施設及び障害者支援施設などと連携

し、障害のある人などに、より専門性の高いサービスを提供でき

る、地域における拠点的な福祉避難所の指定を行う。 

さらに、市町村は、福祉避難所の指定に当たり、施設管理者と連

携し、福祉避難所として機能するために、プライバシーへの配慮な

ど要配慮者の心身の状態に応じ、必要な施設設備、物資・器材の備

蓄及び業務継続計画の策定を行うとともに、その所在や利用対象者

の範囲等を要配慮者を含む地域住民に周知するよう努める。 

また、難病のある人には、県、周辺市町村と連携し避難所の確保

に努める。 

（略） 

（3）防災知識の普及 

［県（危機管理課、子ども・福祉部）］ 

（略） 

［市町村］ 

市町村は、災害時における要配慮者への情報の伝達やその安否確

認、避難所における支援などが適切に実施できるよう、在宅の要配

慮者を含め、社会福祉協議会等と連携をとりながら、要配慮者本人

やその家族、身体障害者相談員、知的障害者相談員、関係施設職員

及びボランティア等に対し、防災知識の普及啓発、福祉避難所の所

在等の周知について研修等を通じて行う。その際、子どもや外国人

にわかりやすい絵本や漫画の教材又は外国語の防災パンフレットを

用いること、要配慮者のための必要な防災用品の配布等を行うこと

に配慮する。 

さらに、市町村は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安

否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委

 （略） 

（2）福祉避難所等の確保 

［県（子ども・福祉部）、市町村］ 

 （略） 

［市町村］ 

市町村は、平時から福祉避難所の対象となる要配慮者の現況把握

に努め、全ての対象者の入所が可能となることを目標に、福祉避難

所として利用可能な施設の把握及び福祉避難所の指定を行う。 

その際、市町村は、小・中学校や公民館等の指定避難所に、介護

や医療相談を受けることができるスペースを確保した、地域におけ

る身近な福祉避難所、老人福祉施設及び障害者支援施設などと連携

し、障害のある人などに、より専門性の高いサービスを提供でき

る、地域における拠点的な福祉避難所の指定を行う。 

さらに、市町村は、福祉避難所の指定に当たり、施設管理者と連

携し、福祉避難所として機能するために、プライバシーへの配慮な

ど要配慮者の心身の状態に応じ、必要な施設設備、物資・器材の備

蓄及び業務継続計画の策定を行うとともに、その所在や利用対象者

の範囲等を要配慮者を含む地域住民に周知するよう努める。 

また、難病のある人には、県、周辺市町村と連携し避難所の確保

に努める。 

（略） 

（3）防災知識の普及 

［県（危機管理課、子ども・福祉部）］ 

（略） 

［市町村］ 

市町村は、災害時における要配慮者への情報の伝達やその安否確

認、避難所における支援などが適切に実施できるよう、在宅の要配

慮者を含め、社会福祉協議会等と連携をとりながら、要配慮者本人

やその家族、身体障害者相談員、知的障害者相談員、関係施設職員

及びボランティア等に対し、防災知識の普及啓発、福祉避難所の所

在等の周知について研修等を通じて行う。その際、子どもや外国人

にわかりやすい絵本や漫画の教材又は外国語の防災パンフレットを

用いること、要配慮者のための必要な防災用品の配布等を行うこと

に配慮する。 

さらに、市町村は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安

否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委
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員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、介護保険事業者、障害

福祉サービス事業者、ボランティア等の多様な主体の協力を得なが

ら、平常時より、避難行動要支援者に関する情報の把握及び関係者

との共有に努めるとともに、情報伝達体制の整備、避難計画の策

定、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を図る。 

また、防災訓練に当たっては、地域住民が要配慮者とともに助け

合って避難できるよう配慮する。 

［住 民］ 

（略） 

（4）災害広報及び情報提供 

［県（県民生活部）］ 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（5）生活の支援等 

（略） 

（6）施設間相互の連携 

 

県は、介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ、県

内や近隣県における同種の施設、ホテル・旅館等の民間施設等と施

設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め、併

せて、その内容を県に登録するよう要請する。 

県は、あらかじめ介護保険施設、障害者支援施設等に対して災害

時に派遣可能な職員数の登録を要請することや関係団体と災害時の

職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職員等の派遣体

制の整備に努める。 

 

第８項 物資等の確保計画 

（新設） 

 

 

 

 

員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、介護保険事業者、障害

福祉サービス事業者、ボランティア等の多様な主体の協力を得なが

ら、平時から、避難行動要支援者に関する情報の把握及び関係者と

の共有に努めるとともに、情報伝達体制の整備、避難計画の策定、

避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を図る。 

また、防災訓練に当たっては、地域住民が要配慮者とともに助け

合って避難できるよう配慮する。 

［住 民］ 

（略） 

（4）災害広報及び情報提供 

［県（県民生活部）］ 

（略） 

［県（県民生活部）、市町村］ 

県及び市町村は、住民登録時等を活用した防災情報の情報発信ツ

ールの在留外国人への周知や、防災情報の伝達が困難な外国人に対

する取組の推進など、災害発生時における外国人への避難支援等が

適切に行えるよう努める。 

（5）生活の支援等 

（略） 

（6）施設間相互の連携 

［県（危機管理課、子ども・福祉部）］ 

県は、介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ、県

内や近隣県における同種の施設、ホテル・旅館等の民間施設等と施

設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め、併

せて、その内容を県に登録するよう要請する。 

県は、あらかじめ介護保険施設、障害者支援施設等に対して災害

時に派遣可能な職員数の登録を要請することや関係団体と災害時の

職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職員等の派遣体

制の整備に努める。 

 

第８項 物資等の確保計画 

１ 物資の備蓄 

 市町村は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ、簡易トイレ、食

料、飲料水、適温の食事のための炊き出し用具やキッチン資機材、

安眠確保のための段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド、毛
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在留外国人・訪問外

国人への災害時対応

に関するプロジェク
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１ 物資の備蓄・調達 

県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支

援の時期を想定し、地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必

要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシート、土の

う袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備

し、それら必要な物資の供給のための計画を定めておくとともに、

物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物

資や物資拠点の登録に努める。特に、交通の途絶等により地域が孤

立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可

能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努める。 

 

２ 体制の整備 

県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合には、物資の調達

や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立って、初期

の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中

備蓄又は指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に

対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に

布、プライバシー確保のためのパーティション、衛生促進のための

入浴資機材、洗濯資機材、乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク、

乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペーパー、生理用

品のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物資等の避難生

活に必要な物資の備蓄に努めるものとし、これらの物資の備蓄状況

については、年に１回、広く住民に公表するものとする。この際、

避難生活に必要な物資の備蓄については、想定し得る最大規模の災

害における想定避難者数と、それに対して必要となる備蓄量（最低

３日間、推奨１週間）を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目指

すよう努めるものとする。また、備蓄品の調達に当たっては、要配

慮者、女性、子どもにも配慮するものとする。 

県は、避難生活に必要な物資について、大規模な災害が発生した

場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという

認識に立って、市町村が推計した想定し得る最大規模の災害におけ

る想定避難者数に対して必要となる備蓄量（最低３日間、推奨１週

間）と市町村により備蓄される量とを勘案し不足が懸念される物資

や、市町村の区域を越えた利用が想定される物資を備蓄するよう努

めるものとし、その備蓄状況については、年に１回、広く住民に公

表するものとする。 

２ 物資の調達、供給活動 

県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支

援の時期を想定し、地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必

要とされる物資についてあらかじめ備蓄するとともに、災害時にお

ける調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計

画を定めておくよう努める。特に、交通の途絶等により地域が孤立

した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能

となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努める。また、国の

新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠

点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定

期的に更新するなど、最新の状況を把握する。 

３ 体制の整備 

県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合には、物資の調達

や輸送が平時のようには実施できないという認識に立って、初期の

対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中備

蓄又は指定避難所等の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に

対しても配慮するとともに、物資拠点を設けるなど、体制の整備に
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努める。また、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送

手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発

災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努める。 

なお、備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、物資

の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備する必

要がある。 

県は発災時において、広域物資輸送拠点を、被災市町村は地域内

輸送拠点を速やかに開設し、避難所までの輸送体制を確保する。 

 

 

 

県及び市町村は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に

物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行う

とともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開

設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係

者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援の

ための準備に努める。 

（略） 

３ 被災地支援に関する知識の普及 

（略） 

第１  食料の確保 

（略） 

第２ 飲料水の確保 

（略） 

第３ 生活必需品の確保 

１ 現状と課題 

阪神・淡路大震災において、平常時の備えの不十分さが指摘され

たが、岡山県においても災害の少ない地域という認識が阪神地方に

も増して強く、家庭・事業所等における地震に対する生活必需品の

備蓄は十分でない。また、東日本大震災においては、ガソリンや灯

油等の燃料の供給が滞り、避難生活等に支障が生じた。 

平常時から県、市町村及び住民は、震災直後に必要となる生活必

需品が確保できる体制づくりに留意する必要がある。 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

努める。また、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送

手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発

災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努める。 

なお、備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、物資

の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備する必

要がある。 

県は発災時において、広域物資輸送拠点を、被災市町村は地域内

輸送拠点を速やかに開設するとともに、民間事業者との災害時連携

協定に基づいて輸送拠点での物資の受入れ、車両の手配、輸送等を

行う体制を速やかに整え、指定避難所等までの輸送体制を確保す

る。 

県及び市町村は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に

新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を用いて備蓄状況の確認を行うとと

もに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設で

きるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間

で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のため

の準備に努める。 

（略） 

４ 被災地支援に関する知識の普及 

（略） 

第１  食料の確保 

（略） 

第２ 飲料水の確保 

（略） 

第３ 生活必需品の確保 

１ 現状と課題 

阪神・淡路大震災において、平時の備えの不十分さが指摘された

が、岡山県においても災害の少ない地域という認識が阪神地方にも

増して強く、家庭・事業所等における地震に対する生活必需品の備

蓄は十分でない。また、東日本大震災においては、ガソリンや灯油

等の燃料の供給が滞り、避難生活等に支障が生じた。 

平時から県、市町村及び住民は、震災直後に必要となる生活必需

品が確保できる体制づくりに留意する必要がある。 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 
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［県（危機管理課、子ども・福祉部、産業労働部）］ 

（略） 

［市町村］ 

（略） 

［日本赤十字社岡山県支部］ 

（略） 

［住 民］ 

 住民及び自主防災組織は、自らの身は自らで守るのが防災の基本

であるという考えに基づいて、平常時から食料の他に救急箱、懐中

電灯、ラジオ、乾電池等を備え、非常持ち出しの準備をしておく。

また、病院、社会福祉施設、企業、事務所等も、入所者等の特性に

応じた備蓄を実施する。 

第４ 個人備蓄 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

住民、事業所等は、自らの身は自らで守るのが防災の基本である

との考えに基づいて、平常時より、食料の他、救急箱、懐中電灯、

ラジオ、乾電池等の防災品を備えておく。また、特別の医薬品等の

確保方法を各自で確認しておく。 

（略） 

第９項 津波災害予防計画 

第１  津波に係る防災知識の普及 

（略） 

④ 家庭内での備蓄等 

・「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡

易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、

懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、自動車へのこまめな満タ

ン給油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具、ブロック

塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物（特定動物を除く）

への所有明示や同行避難、指定避難所での飼養についての準備、

保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・

安全対策 

第２ 津波を想定した防災訓練の実施 

（略） 

第３ 要配慮者への配慮 

［県（危機管理課、子ども・福祉部、産業労働部）］ 

（略） 

［市町村］ 

（略） 

［日本赤十字社岡山県支部］ 

（略） 

［住 民］ 

 住民及び自主防災組織は、自らの身は自らで守るのが防災の基本

であるという考えに基づいて、平時から食料の他に救急箱、懐中電

灯、ラジオ、乾電池等を備え、非常持ち出しの準備をしておく。ま

た、病院、社会福祉施設、企業、事務所等も、入所者等の特性に応

じた備蓄を実施する。 

第４ 個人備蓄 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

住民、事業所等は、自らの身は自らで守るのが防災の基本である

との考えに基づいて、平時から、食料の他、救急箱、懐中電灯、ラ

ジオ、乾電池等の防災品を備えておく。また、特別な医薬品等の確

保方法を各自で確認しておく。 

（略） 

第９項 津波災害予防計画 

第１  津波に係る防災知識の普及 

（略） 

④ 家庭内での備蓄等 

・「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡

易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、

懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、自動車へのこまめな満タ

ン給油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具、ブロック

塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物（特定動物を除く）

への所有明示や同行避難、指定避難所等での飼養についての準

備、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予

防・安全対策 

第２ 津波を想定した防災訓練の実施 

（略） 

第３ 要配慮者への配慮 
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（略） 

さらに、高齢者や障害のある人等の要配慮者、特に避難行動要支

援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防

災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス

事業者、ＮＰＯ・ボランティア等の多様な主体の協力を得ながら、

平常時より要配慮者に関する情報を把握の上、関係者との共有に努

めるとともに、要配慮者への対応を強化するため、情報伝達体制の

整備、避難誘導体制の整備、避難訓練などを実施する。 

 

第２節 迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危機管理） 

第１項 災害応急体制整備計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針   

（略） 

さらに、非常時の災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、

外部の専門家、関係機関等の出席を求めることができる仕組みを平

常時から構築するよう努める。 

（略） 

３ 対 策 

（1）対応計画の作成 

（略） 

（2）訓練の実施 

県、市町村等の防災関係機関は、さまざまな複合災害を想定した

机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努

める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定

し、要員の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施

に努める。また、関係機関が連携し、過去の災害対応の教訓の共有

を図るなど、実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する。 

 

（略） 

（1）緊急初動班 

ア 大規模地震が勤務時間外に発生した場合の初動体制を確立する

ため、緊急初動班を設置する。 

イ 緊急初動班については、危機管理課が統括する。 

ウ 緊急初動班は、本庁（知事部局､企業局､教育庁）及びその出先

（略） 

さらに、高齢者や障害のある人等の要配慮者、特に避難行動要支

援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防

災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス

事業者、ＮＰＯ・ボランティア等の多様な主体の協力を得ながら、

平時から要配慮者に関する情報を把握の上、関係者との共有に努め

るとともに、要配慮者への対応を強化するため、情報伝達体制の整

備、避難誘導体制の整備、避難訓練などを実施する。 

 

第２節 迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危機管理） 

第１項 災害応急体制整備計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針   

（略） 

さらに、非常時の災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、

外部の専門家、関係機関等の出席を求めることができる仕組みを平

時から構築するよう努める。 

（略） 

３ 対 策 

（1）対応計画の作成 

（略） 

（2）訓練等の実施 

県、市町村等の防災関係機関は、さまざまな複合災害を想定した

机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努

める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定

し、要員の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施

に努める。また、関係機関が連携し、過去の災害対応の教訓の共有

を図るなど、実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する。

さらに、復興事前準備を講ずる。 

（略） 

（1）緊急初動班 

ア 大規模地震が勤務時間外に発生した場合の初動体制を確立する

ため、緊急初動班を設置する。 

イ 緊急初動班については、危機管理課が統括する。 

ウ 緊急初動班は、本庁（知事部局､企業局､教育庁）及びその出先
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機関で組織する。 

エ 緊急初動班は、県内で震度４以上又は長周期地震動階級４を観

測する地震が発生した場合に自主参集し、原課にて警戒体制をと

る。その際、携帯電話等により参集途上での情報収集を行い、適

宜報告する。 

オ 緊急初動班の主な任務は次のとおりとし、詳細については別に

定める。 

（ア）情報の収集及び幹部等への報告 

（イ）国（消防庁等）への連絡 

（ウ）非常体制への移行準備 

（エ）地震（震度４以上）に伴う津波情報等の対応 

（2）班員の指定 

ア 班員は、通勤距離が５㎞以内の職員の中から毎年度指定する。 

イ 班員は、県内で震度４以上又は長周期地震動階級４を観測する

地震情報（テレビ、ラジオ）により、勤務課所に自主参集する。 

ウ 班員の担当業務等についてはマニュアルを作成し、毎年度訓

練・研修会等を通じて周知を図る。 

 

（3）班員への連絡方法 

班員への連絡については、震度情報ネットワークシステムにおい

て電話、携帯電話等による通報体制を整備する。 

（略） 

（1）非常体制の基準 

ア 県内で５強以上を観測する地震が発生した場合、大津波警報が

発表された場合又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が

発表された場合には、非常体制（県災害対策本部の体制）をと

る。 

イ 災害対策本部の組織は、岡山県災害対策本部条例及び岡山県災

害対策本部規程の定めるところによる。 

  なお、必要に応じて、災害現地にあって本部の事務の一部を行

うために現地災害対策本部を設置する。 

（2）非常体制の職員配備 

ア 知事部局、企業局、教育委員会、警察本部の本庁及び出先機関

の全職員が配備する。 

イ 職員は、勤務時間外において県内で震度５強以上を観測する地

震情報や南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）（テレビ、ラ

機関で組織する。 

エ 緊急初動班は、県内で震度５弱以上又は長周期地震動階級４を

観測する地震が発生した場合に自主参集し、原課にて警戒体制を

とる。その際、携帯電話等により参集途上での情報収集を行い、

適宜報告する。 

オ 緊急初動班の主な任務は次のとおりとし、詳細については別に

定める。 

（ア）情報の収集及び幹部等への報告 

（イ）国（消防庁等）への連絡 

（ウ）非常体制への移行準備 

（エ）地震（震度５弱以上）に伴う津波情報等の対応 

（2）班員の指定 

ア 班員は、通勤距離が５㎞以内の職員の中から毎年度指定する。 

イ 班員は、県内で震度５弱以上又は長周期地震動階級４を観測す

る地震情報（テレビ、ラジオ）により、勤務課所に自主参集す

る。 

ウ 班員の担当業務等についてはマニュアルを作成し、毎年度訓

練・研修会等を通じて周知を図る。 

（3）班員への連絡方法 

班員への連絡については、職員参集システムを利用して電話、携

帯電話等による通報体制を整備する。 

（略） 

（1）非常体制の基準 

ア 県内で震度５強以上を観測する地震が発生した場合又は大津波

警報が発表された場合には、非常体制（県災害対策本部の体制）

をとる。 

 

イ 災害対策本部の組織は、岡山県災害対策本部条例及び岡山県災

害対策本部規程の定めるところによる。 

  なお、必要に応じて、災害現地にあって本部の事務の一部を行

うために現地災害対策本部を設置する。 

（2）非常体制の職員配備 

ア 知事部局、企業局、教育委員会、警察本部の本庁及び出先機関

の全職員が配備する。 

イ 職員は、勤務時間外において県内で震度５強以上を観測する地

震情報を知ったとき又は自主判断により、直ちに勤務課所に出勤

 

県体制の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県体制の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県体制の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県体制の反映 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジオ放送等）を知ったとき又は自主判断により、直ちに勤務課所

に出勤する。 

ウ 勤務箇所に出勤できない職員は、途中の情報をもって最寄りの

県民局等へ仮配備し、所属長に報告し、その指示を受ける。 

エ 各所属長は、職員の配備状況を把握の上、必要に応じて、被災

していない地域からの職員の応援等の措置を講じる。 

（略） 

（1）市町村及び防災関係機関の体制整備 

ア 市町村及び防災関係機関は、大規模地震に即応できる初動体制

及び非常体制について必要な整備を図る。 

イ 市町村は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から

災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を

遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に

努める。 

ウ 県及び市町村は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉

庫等の整備、災害発生のおそれのある所有者不明土地の管理不全

状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措

置法に基づく措置を活用した防災対策を推進する。 

（新設） 

 

（2）防災関係機関相互の連携 

各防災関係機関は、大規模地震の際にそれぞれの業務活動が迅速

にできるよう平常時から連携の強化を図る。 

ア 災害が発生した場合の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速か

つ円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員間

及び住民個々の防災力の向上を図り、特に、災害時においては状

況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するいとまが

ないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事

態が発生しやすくなる。こうしたことを未然に防ぐ観点から、関

係機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平常時から災害

時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等によ

り、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めると

ともに、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、

関係機関と連携して、実践型の訓練及び研修等を通じて、構築し

た関係をさらに持続的なものにするよう努める。 

  国は、県及び市町村等と協力し、訓練等を通じて、応急対策職

する。 

 

ウ 勤務箇所に出勤できない職員は、途中の情報をもって最寄りの

県民局等へ仮配備し、所属長に報告し、その指示を受ける。 

エ 各所属長は、職員の配備状況を把握の上、必要に応じて、被災

していない地域からの職員の応援等の措置を講じる。 

（略） 

（1）市町村及び防災関係機関の体制整備 

ア 市町村及び防災関係機関は、大規模地震に即応できる初動体制

及び非常体制について必要な整備を図る。 

イ 市町村は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平時から災

害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂

行するための役割を分担するなど、全庁を挙げた体制の構築に努

める。 

ウ 県及び市町村は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉

庫等の整備、災害発生のおそれのある所有者不明土地の管理不全

状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措

置法に基づく措置を活用した防災対策を推進する。 

エ 県及び市町村は、災害対応業務に従事する職員の健康管理等を

徹底するものとする。 

（2）防災関係機関相互の連携 

各防災関係機関は、大規模地震の際にそれぞれの業務活動が迅速

にできるよう平時から連携の強化を図る。 

ア 災害が発生した場合の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速か

つ円滑に行うための備えを平時から十分行うとともに、職員間及

び住民個々の防災力の向上を図り、特に、災害時においては状況

が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するいとまがな

いことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態

が発生しやすくなる。こうしたことを未然に防ぐ観点から、関係

機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平時から災害時の

対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、

「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるととも

に、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係

機関と連携して、実践型の訓練及び研修等を通じて、構築した関

係をさらに持続的なものにするよう努める。 

  国は、県及び市町村等と協力し、訓練等を通じて、応急対策職
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員派遣制度により、全国の地方公共団体による被災市町村への応

援の円滑な実施に努める。また、県及び市町村は、訓練等を通じ

て、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについ

て、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努め

る。 

災害時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、平常

時から国、地方公共団体等関係機関間や企業等との間で協定を締

結するなど、連携強化を進めることにより、災害時に各主体が迅

速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとし、

協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時

の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意す

る。民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整

理、支援物資の管理・輸送、避難者の運送等）については、あら

かじめ、県、市町村等は、民間事業者との間で協定を締結してお

く、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握

しておくなど、協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力

等を活用する。 

 

 

 

 

 

 

（略） 

オ 県及び市町村は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が

困難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派

遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施

できるよう、相互応援協定の締結に努める。その際、近隣の地方

公共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点

から、遠方に所在する地方公共団体との協定締結も考慮する。 

 

カ 市町村は、必要に応じて被災時に周辺市町村が後方支援を担え

る体制となるよう、あらかじめ相互に協定を結び、それぞれにお

いて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整え

る。 

キ 県は、市町村と調整の上、市町村の相互応援が円滑に進むよう

員派遣制度により、全国の地方公共団体による被災市町村への応

援の円滑な実施に努める。また、県及び市町村は、訓練等を通じ

て、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについ

て、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努め

る。 

災害時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、平時

から国、地方公共団体等関係機関間や企業等との間で協定を締結

するなど、連携強化を進めることにより、災害時に各主体が迅速

かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとする。

特に、県及び市町村は、災害時に公共的団体又は民間の団体との

連携を迅速に行うことができるよう、防災会議を構成する関係者

等との間で、当該団体が災害時等に担うべき役割、当該団体との

連携体制の構築や役割分担についての認識を共有し、このような

連携に関する基本的な方針を地域防災計画に反映させた上で、当

該方針を踏まえて個々の協定の締結など、連携強化を進めるよう

努める。併せて、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等

を通じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効

性の確保に留意する。民間事業者に委託可能な災害対策に係る業

務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送、避難者の運送等）

については、あらかじめ、県、市町村等は、民間事業者との間で

協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管

理する施設を把握しておくなど、協力体制を構築し、民間事業者

のノウハウや能力等を活用する。 

（略） 

オ 県及び市町村は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が

困難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派

遣、災害廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を

実施できるよう、相互応援協定の締結に努める。その際、近隣の

地方公共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける

観点から、遠方に所在する地方公共団体との協定締結も考慮す

る。 

カ 市町村は、必要に応じて被災時に周辺市町村が後方支援を担え

る体制となるよう、あらかじめ相互に協定を結び、それぞれにお

いて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整え

る。 

キ 県は、市町村と調整の上、市町村の相互応援が円滑に進むよう
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配慮する。 

ク 各機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地

方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよ

う、応援計画や受援計画をそれぞれ作成するよう努めるものと

し、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手

順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動

拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等

について必要な準備を整える。 

（新設） 

 

（新設） 

 

ケ 県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を

迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援

体制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部署におけ

る受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。

その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。ま

た、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、

応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空き

スペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所と

して活用可能な施設等のリスト化に努める。 

コ 県警察は、即応部隊及び一般部隊から構成される警察災害派遣

隊について、実践的な訓練、装備資機材の充実等を通じて、広域

的な派遣体制の整備を図る。 

サ 県及び市町村は、市町村の消防の広域化を推進するなど、消防

の対応力の強化を図るよう努めるとともに、消防の応援につい

て、近隣市町村及び県内市町村等と締結した協定に基づいて、消

防相互応援体制の整備に努めるものとする。また、デジタル技術

の活用による情報収集、分析など指揮支援体制の強化や迅速な進

出と効果的な活動に向けた体制整備などにより、緊急消防援助隊

の充実強化を図り、実践的な訓練・研修等を通じて人命救助活動

等の支援体制の整備に努める。また、同一の水系を有する上下流

の市町村間においては、相互に避難指示等の情報が共有できるよ

う、連絡体制を整備する。 

シ 地方公共団体等は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液

製剤、燃料及び所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要と

配慮する。 

ク 各機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地

方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよ

う、応援計画や受援計画をそれぞれ作成するよう努めるものと

し、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手

順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動

拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等

について必要な準備を整える。 

ケ 県は、市町村の受援計画の作成や実効性の確保に向けて、適切

な助言を行うなどの支援に努める。 

コ 県及び市町村は、自ら派遣する応援職員が円滑に活動できるよ

う、資機材や装備品等の整備に努める。 

サ 県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を

迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援

体制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部署におけ

る受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。

その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。ま

た、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、

応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空き

スペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所と

して活用可能な施設等のリスト化に努める。 

シ 県警察は、即応部隊及び一般部隊から構成される警察災害派遣

隊について、実践的な訓練、装備資機材の充実等を通じて、広域

的な派遣体制の整備を図る。 

ス 県及び市町村は、市町村の消防の広域化を推進するなど、消防

の対応力の強化を図るよう努めるとともに、消防の応援につい

て、近隣市町村及び県内市町村等と締結した協定に基づいて、消

防相互応援体制の整備に努めるものとする。また、デジタル技術

の活用による情報収集、分析など指揮支援体制の強化や迅速な進

出と効果的な活動に向けた体制整備などにより、緊急消防援助隊

の充実強化を図り、実践的な訓練・研修等を通じて人命救助活動

等の支援体制の整備に努める。また、同一の水系を有する上下流

の市町村間においては、相互に避難指示等の情報が共有できるよ

う、連絡体制を整備する。 

セ 地方公共団体等は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液

製剤、燃料及び所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要と
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なる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努める。 

ス 県は、被災市町村が複数にまたがる場合には、必要に応じ、被

災市町村への燃料の優先供給に係る調整に努める。 

セ 地方公共団体等は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警

察・消防・自衛隊、海上保安庁等の部隊の展開、宿営の拠点、ヘ

リポート、物資搬送設備等の救援活動拠点の確保及び活動拠点に

係る関係機関との情報の共有に努める。 

ソ 県と自衛隊は、各々の計画の調整を図るとともに、協力関係に

ついて定めておくなど平素から連携体制の強化を図る。また、県

は、いかなる状況において、どのような分野（救急、救助、応急

医療、緊急輸送等）について自衛隊への派遣要請を行うのか、平

常時よりその想定を行うとともに、自衛隊に連絡しておく。 

タ 関係機関は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらか

じめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくと

ともに、連絡先を徹底するなど必要な準備を整えておく。 

チ 県は、医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結

を促進するなど、医療活動相互応援体制の整備に努めるととも

に、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）、災害支援ナースの充実強化や実践的な訓練等を通

じて、救急医療活動等の支援体制の整備に努める。 

ツ 県は、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日

本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等との連携に努

め、国等が実施する研修・訓練に参加し、質の維持及び向上を図

る。 

テ 県は、市町村に対し住家被害調査の担当者のための研修機会の

拡充等により、災害時の住家被害調査の迅速化を図る。 

ト 県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事

業者等から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、要

配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害

応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最

大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リス

ト化を行うよう努める。 

ナ 電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、所有

する電源車、発電機等の現在時点の配備状況等を確認の上、リス

ト化するよう努める。 

ニ 県及び市町村は、男女共同参画の視点から、地方防災会議の委

なる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努める。 

ソ 県は、被災市町村が複数にまたがる場合には、必要に応じ、被

災市町村への燃料の優先供給に係る調整に努める。 

タ 地方公共団体等は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警

察・消防・自衛隊、海上保安庁等の部隊の展開、宿営の拠点、ヘ

リポート、物資搬送設備等の救援活動拠点の確保及び活動拠点に

係る関係機関との情報の共有に努める。 

チ 県と自衛隊は、各々の計画の調整を図るとともに、協力関係に

ついて定めておくなど平素から連携体制の強化を図る。また、県

は、いかなる状況において、どのような分野（救急、救助、応急

医療、緊急輸送等）について自衛隊への派遣要請を行うのか、平

時からその想定を行うとともに、自衛隊に連絡しておく。  

ツ 関係機関は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらか

じめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくと

ともに、連絡先の共有を徹底するなど必要な準備を整えておく。 

テ 県は、医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結

を促進するなど、医療活動相互応援体制の整備に努めるととも

に、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）、災害支援ナースの充実強化や実践的な訓練等を通

じて、救急医療活動等の支援体制の整備に努める。 

ト 県は、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日

本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等との連携に努

め、国等が実施する研修・訓練に参加し、質の維持及び向上を図

る。 

ナ 県は、市町村に対し住家被害調査の担当者のための研修機会の

拡充等により、災害時の住家被害調査の迅速化を図る。 

ニ 県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事

業者等から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、要

配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害

応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最

大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リス

ト化を行うよう努める。 

ヌ 電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、所有

する電源車、発電機等の現在時点の配備状況等を確認の上、リス

ト化するよう努める。 

ネ 県及び市町村は、男女共同参画の視点から、防災会議の委員に
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員に占める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同

参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡

調整を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活

動の推進拠点となるよう、平常時及び災害時における男女共同参

画担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当

部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努め

る。 

ヌ 県及び市町村は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する

状況をあらかじめ想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で

整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努める。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直し

を行うとともに、平常時から訓練や研修等を実施し、同計画の効

果的な運用に努める。 

ネ 県は、発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）

の氏名等の公表や安否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市

町村等と連携の上、あらかじめ一連の手続等について整理し、明

確にしておくよう努める。 

ノ 県は、死者及び行方不明者についても、氏名等の公表に備え、

市町村等と連携の上、あらかじめ一連の手続き等について整理

し、明確にしておくよう努める。 

ハ 県及び市町村は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する

部局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント

（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携し

て、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）

などの被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（略） 

［県］ 

津波は、海底を震源とする地震で起こり、日本近海又は外国沿岸

占める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同参画

担当部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡調整

を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活動の

推進拠点となるよう、平時及び災害時における男女共同参画担当

部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当部局と

男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努める。 

 

ノ 県及び市町村は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する

状況をあらかじめ想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で

整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努める。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直し

を行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果

的な運用に努める。 

ハ 県は、発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）

の氏名等の公表や安否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市

町村等と連携の上、あらかじめ一連の手続等について整理し、明

確にしておくよう努める。 

ヒ 県は、死者及び行方不明者についても、氏名等の公表に備え、

市町村等と連携の上、あらかじめ一連の手続き等について整理

し、明確にしておくよう努める。 

フ 県及び市町村は、平常時平時から、被災者支援の仕組みを担当

する部局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメン

ト（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携し

て、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）

などの被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

ヘ 県及び市町村は、国と連携して、避難生活に必要な物資の備

蓄、避難所環境の整備、地域のボランティア人材の確保・育成や

災害発生時における官民連携の強化など、地域防災力の強化に努

める。 

ホ 県は、市町村に対して協定を締結すべき相手方などについて適

切に助言するよう努めるものとする。 

マ 県及び市町村は、各種防災関連システムの利活用の促進や操作

習熟を図るため、研修や訓練の実施に努める。 

（略） 

［県］ 

津波は、海底を震源とする地震で起こり、日本近海又は外国沿岸
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の地震により県内沿岸に、津波警報等（大津波警報・津波警報・津

波注意報）が発表されたときは、次により配備する。 

ア 津波注意報発表時‥‥次の配備担当課 

・本 庁‥‥危機管理課、消防保安課、保健医療課、福祉企画

課、耕地課、水産課、道路整備課、河川課、防災

砂防課、港湾課、企業局 

・出先機関‥‥沿岸市町を管轄する県民局、地域事務所、企業局

工業用水道事務所 

イ 津波警報発表時‥‥上記アに次の担当課を加える。 

・本 庁‥‥公聴広報課、総務学事課、デジタル推進課、財産活

用課、県民生活交通課、航空企画推進課、環境企画

課、環境管理課、健康推進課、生活衛生課、医療推

進課、医薬安全課、産業企画課、農政企画課、治山

課、農産課、畜産課、農村振興課、監理課、道路建

設課、都市計画課、建築指導課、住宅課、用度課、

教育庁（教育政策課、財務課、高校教育課、義務教

育課、特別支援教育課）、警備課 

 

（略） 

第２項 情報の収集連絡体制整備計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

また、情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策、

情報通信施設の危険分散、通信網の多ルート化、通信ケーブル・Ｃ

ＡＴＶケーブルの地中化の促進、無線を利用したバックアップ対

策、デジタル化の促進、定期的な訓練等を通じた平常時からの連携

体制の構築等による防災対策を推進し、通信連絡機能の維持・向上

を図る。 

３ 対 策 

（1）防災関係機関の通信手段の整備 

（略） 

ク 県及び市町村は、災害発生時に災害対策用移動通信機器が不足

する場合は、必要に応じ、総務省（中国総合通信局）又は携帯電

話事業者等から移動通信機器の貸与を受ける。また、通信設備の

の地震により県内沿岸に、津波警報等（大津波警報・津波警報・津

波注意報）が発表されたときは、次により配備する。 

ア 津波注意報発表時‥‥次の配備担当課 

・本 庁‥‥危機管理課、消防保安課、保健医療課、福祉企画

課、耕地課、水産課、道路整備課、道路建設課、

河川課、防災砂防課、港湾課、企業局 

・出先機関‥‥沿岸市町を管轄する県民局、地域事務所、企業局

工業用水道事務所 

イ 津波警報発表時‥‥上記アに次の担当課を加える。 

・本 庁‥‥公聴広報課、総務学事課、デジタル推進課、財産活

用課、県民生活課、航空企画推進課、環境企画課、

環境管理課、健康推進課、疾病感染症対策課、生活

衛生課、医療政策課、地域医療推進課、医薬安全

課、産業企画課、農政企画課、治山課、農産課、畜

産課、農村振興課、監理課、道路建設課、都市計画

課、建築指導課、住宅課、用度課、教育庁（教育政

策課、財務課、高校教育課、義務教育課、特別支援

教育課）、警備課 

（略） 

第２項 情報の収集連絡体制整備計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

また、情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策、

情報通信施設の危険分散、通信網の多ルート化、通信ケーブル・Ｃ

ＡＴＶケーブルの地中化の促進、無線を利用したバックアップ対

策、デジタル化の促進、定期的な訓練等を通じた平時からの連携体

制の構築等による防災対策を推進し、通信連絡機能の維持・向上を

図る。 

３ 対 策 

（1）防災関係機関の通信手段の整備 

（略） 

ク 県及び市町村は、災害発生時に災害対策用移動通信機器が不足

する場合は、必要に応じ、総務省（中国総合通信局）又は携帯電

話事業者等から移動通信機器の貸与を受ける。また、通信設備の
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電源供給が途絶又はそのおそれが生じた場合は、必要に応じ、総

務省（中国総合通信局）から移動電源車の貸与を受ける。 

（略） 

［県（危機管理課）］ 

（略） 

エ 機動的な情報収集活動を行うため、航空機、無人航空機、車

両、船舶、ＳＡＲ衛星を含む人工衛星、高所監視カメラなど多様

な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリコプ

ターテレビ電送システム、沿岸ライブカメラを始めとする監視カ

メラ等画像情報の収集・連絡システムの整備を推進する。 

 

 

オ 衛星通信、電子メール、防災行政無線等の通信手段を整備する

等により、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災

害関連情報等の収集体制の整備に努める。 

（新設） 

 

カ 災害時の情報収集伝達等を迅速かつ確実に行うため、岡山県防

災情報ネットワークを機能強化する。 

キ 県は、岡山情報ハイウェイの非常用電源、接続拠点施設の浸水

対策等を強化することにより、災害時においても安定した通信を

確保し、Web サイト、電子メール等を通じた県民への各種防災情

報の安定提供に努める。 

 

［市町村］ 

（略） 

ウ その他住民への情報の伝達手段として有効な Web サイトによる

情報提供機能の確保や緊急速報メール、音声告知放送及びケーブ

ルテレビジョン等の整備を図る。また、災害時に孤立する可能性

がある集落等については、あらかじめ集落等の連絡代表者等を明

らかにしておくとともに、衛星通信や無線通信等、非常時の連絡

手段の確保に努める。 

（新設） 

 

［防災関係機関］ 

防災関係機関は、無線機器を基本に、それぞれの業務に適した通

電源供給が途絶又はそのおそれが生じた場合は、必要に応じ、総

務省（中国総合通信局）から発電機等の貸与を受ける。 

（略） 

［県（危機管理課）］ 

（略） 

エ 機動的な情報収集活動を行うため、航空機、無人航空機、車

両、船舶、ＳＡＲ衛星を含む人工衛星、高所監視カメラなど多様

な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリコプ

ターテレビ電送システム、沿岸ライブカメラを始めとする監視カ

メラ等画像情報の収集・連絡システムの整備を推進する。収集し

た画像情報については、防災ＩｏＴシステム等を活用し、関係機

関間での迅速な共有に努める。 

オ 衛星通信、電子メール、防災行政無線等の通信手段を整備する

等により、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災

害関連情報等の収集体制の整備に努める。 

カ 県内の震度観測情報を収集するとともに、気象庁、消防庁へ伝

送する震度情報ネットワークの整備及び機能強化に努める。 

キ 災害時の情報収集伝達等を迅速かつ確実に行うため、岡山県防

災情報ネットワークの充実及び機能強化に努める。 

ク 県は、岡山情報ハイウェイの非常用電源、接続拠点施設の浸水

対策等を強化することにより、災害時においても安定した通信を

確保し、Web サイト、電子メール等を通じた県民への各種防災情

報の安定提供に努める。 

 

［市町村］ 

（略） 

ウ その他住民への情報の伝達手段として有効な Web サイトによる

情報提供機能の確保や緊急速報メール、音声告知放送及びケーブ

ルテレビジョン等の整備を図る。また、災害時に孤立する可能性

がある集落等については、あらかじめ集落等の連絡代表者等を明

らかにしておくとともに、衛星通信や無線通信等、非常時の連絡

手段の確保に努める。 

エ 沿岸ライブカメラを活用して、住民に情報提供を行う。 

 

［防災関係機関］ 

防災関係機関は、無線系を基本に、それぞれの業務に適した通信
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信手段の整備・拡充を図る。 

（略） 

（2）非常通信協議会との連携 

（略） 

（1）地震・津波情報の連絡 

（略） 

（2）情報収集の方法 

（略） 

オ 自衛隊の偵察出動による情報を収集する。 

（新設） 

 

（3）災害初期の情報収集・連絡 

（略） 

（4）応急対策時の情報収集・連絡 

ア  防災関係機関が防災活動の業務に移った時点以降において

は、県、市町村及び防災関係機関が相互に連絡し情報交換を図

る。 

イ 被害情報については、市町村からの報告を県が取りまとめ、

消防庁及び関係省庁に連絡する。 

 

第３項 保健医療福祉活動に係る体制整備 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

［県（保健医療部、子ども・福祉部）］ 

 大規模災害時に設置する県災害保健医療福祉調整本部（保健医療

部、子ども・福祉部設置）及び地域災害保健医療福祉調整本部（県

保健所設置）について、次の機能が発揮できるよう体制の整備に努

める。 

 

 ① 保健医療福祉活動チームに対する指揮又は連絡及び派遣調整 

 ② 保健医療福祉活動チームとの情報連携 

 ③ 収集した保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析 

 災害時に、本部における保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行

手段の整備・拡充を図る。 

（略） 

（2）非常通信協議会との連携 

（略） 

（1）地震・津波情報の連絡 

（略） 

（2）情報収集の方法 

（略） 

オ 自衛隊の偵察出動による情報を収集する。 

カ 県及び市町村は、沿岸ライブカメラや高所カメラを活用し、

情報収集を行う。 

（3）災害初期の情報収集・連絡 

（略） 

（4）応急対策時の情報収集・連絡 

ア  防災関係機関が防災活動の業務に移った時点以降において

は、県、市町村及び防災関係機関が相互に連絡し情報交換を図

る。 

イ 被害情報については、市町村からの報告を県が取りまとめ、

消防庁に連絡するとともに、国の新総合防災情報システム（Ｓ

ＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用して関係省庁に連絡する。 

第３項 保健医療福祉活動に係る体制整備 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

［県（保健医療部、子ども・福祉部）］ 

 大規模災害時に設置する県災害保健医療福祉調整本部（保健医療

部、子ども・福祉部設置）及び地域災害保健医療福祉調整本部（県

保健所設置）について、次の機能が発揮できるよう体制（災害時保

健医療福祉活動支援システム（Ｄ２４Ｈ）等のシステムの活用体制

を含む。）の整備に努める。 

 ① 保健医療福祉活動チームに対する指揮又は連絡及び派遣調整 

 ② 保健医療福祉活動チームとの情報連携 

 ③ 収集した保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析 

 災害時に、本部における保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行
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うために必要がある場合は、他の都道府県等に災害時健康危機管理

支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援派遣を求める。また、被災都道府

県等の求めに応じて県からＤＨＥＡＴの応援派遣ができるよう、構

成員の人材育成等に努める。 

 県は、災害時の福祉支援体制の整備のため、災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）等の整備に努める。 

 

（略） 

第４項 救助、救急、医療体制、保健医療体制整備計画 

第１  救 助 

（略） 

第２ 傷病者搬送 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

災害時、医療救護活動の必要がある場合に立ち上がる県災害保健

医療福祉調整本部、地域災害保健医療福祉調整本部において、医療

機関の受入可否・被災状況等の情報収集を行うとともに、ＤＭＡＴ

県調整本部や消防機関等と連携した搬送調整や、航空運用調整班を

通じたヘリコプター等航空機の搬送手段の確保に努める。 

また、県内で対応不可能な傷病者を県外へ搬送する場合など、必

要に応じて岡山空港に航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ(Staging 

Care Unit)）を設置する。 

 

３ 対 策 

（1）組織体制の整備 

（略） 

（2）広域災害救急医療情報システムの運用 

（略） 

（3）ヘリコプター等航空機による搬送 

ア ヘリコプター等航空機の確保 

［県（消防保安課、保健医療部）］ 

県は、道路交通網の寸断時又は遠隔地への搬送について、県消防

防災ヘリコプターの効果的な運用を図るとともに、航空運用調整班

において、ドクターヘリの基地病院や岡山市等航空機保有者等の協

力を得て、災害時におけるヘリコプターによる搬送手段の確保を図

うために必要がある場合は、他の都道府県等に災害時健康危機管理

支援チーム（ＤＨＥＡＴ）や被災者の健康管理を支援する保健師等

チームの応援派遣を求める。また、被災都道府県等の求めに応じて

県からＤＨＥＡＴや保健師等チームの応援派遣ができるよう、構成

員の人材育成等に努める。 

 県は、災害時の福祉支援体制の整備のため、災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）等の整備に努める。 

（略） 

第４項 救助、救急、医療体制、保健医療体制整備計画 

第１  救 助 

（略） 

第２ 傷病者搬送 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

災害時、医療救護活動の必要がある場合に立ち上がる県災害保健

医療福祉調整本部、地域災害保健医療福祉調整本部において、医療

機関の受入可否・被災状況等の情報収集を行うとともに、ＤＭＡＴ

県調整本部や消防機関等と連携した搬送調整や、航空運用調整班を

通じたヘリコプター等航空機の搬送手段の確保に努める。必要に応

じ、政府本部に対し、船舶を活用した傷病者の搬送を要請する。 

また、県内で対応不可能な傷病者を県外へ搬送する場合など、必

要に応じて岡山空港に航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ(Staging 

Care Unit)）を設置する。 

３ 対 策 

（1）組織体制の整備 

（略） 

（2）広域災害救急医療情報システムの運用 

（略） 

（3）ヘリコプター等航空機による搬送 

ア ヘリコプター等航空機の確保 

［県（消防保安課、保健医療部）］ 

県は、道路交通網の寸断時又は遠隔地への搬送について、県消防

防災ヘリコプターの効果的な運用を図るとともに、航空運用調整班

において、ドクターヘリの基地病院や岡山市等航空機保有者等の協

力を得て、災害時におけるヘリコプターによる搬送手段の確保を図
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る。なお、大規模災害時には、自衛隊への出動や、国による広域医

療搬送についても要請を検討する。 

（略） 

（4）航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の整備 

（略） 

（5）救急隊員等の研修 

（略） 

第３ 医療体制 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

災害医療についての組織・体制の一層の整備を図るとともに、平

常時及び災害時における医療機関情報の早期把握のために広域災害

救急医療情報システムを迅速かつ的確に運用し、さらに災害医療提

供体制の整備、医療機関における耐震化・診療確保体制の整備及び

災害医療についての知識の普及・啓発を推進する。 

３ 対 策 

（1）組織・体制の整備 

［県（消防保安課、保健医療部）］ 

 県は、県災害保健医療福祉調整本部、地域災害保健医療福祉調整

本部の円滑な設置、運営に努めるとともに、県医師会との「災害時

における医療救護活動に関する協定書」に基づく医療救護活動、Ｄ

ＭＡＴ指定機関との「おかやまＤＭＡＴの出動に関する協定書」に

基づく災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣、「災害派遣精神医

療チーム（ＤＰＡＴ）活動要領」に基づく災害派遣精神医療チーム

（以下「ＤＰＡＴ」という。）の受入れ・派遣、災害拠点病院等に

よる医療救護活動など、関係者との円滑な連携を図る。 

（略） 

（2）広域災害救急医療情報システムの運用 

（略） 

［医療機関］ 

医療機関は、広域災害救急医療情報システムへの参画に協力する

とともに、震災時に登録済み情報が即時活用できるよう、平常時か

ら最新の医療情報を入力する。さらに、災害拠点病院においては、

通信回線が途絶えた場合を考慮して、衛星回線を用いた通話や通信

が利用できる環境を整備するよう努める。 

る。なお、大規模災害時には、自衛隊の出動や、国による広域医療

搬送についても要請を検討する。 

（略） 

（4）航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の整備 

（略） 

（5）救急隊員等の研修 

（略） 

第３ 医療体制 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

災害医療についての組織・体制の一層の整備を図るとともに、平

時及び災害時における医療機関情報の早期把握のために広域災害救

急医療情報システムを迅速かつ的確に運用し、さらに災害医療提供

体制の整備、医療機関における耐震化・診療確保体制の整備及び災

害医療についての知識の普及・啓発を推進する。 

３ 対 策 

（1）組織・体制の整備 

［県（消防保安課、保健医療部）］ 

県は、県災害保健医療福祉調整本部、地域災害保健医療福祉調整

本部の円滑な設置、運営に努めるとともに、県医師会との「災害時

における医療救護活動に関する協定書」に基づく医療救護活動、Ｄ

ＭＡＴ指定機関との「おかやまＤＭＡＴの派遣に関する協定書」に

基づく災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣、「災害派遣精神医

療チーム（ＤＰＡＴ）活動要領」に基づく災害派遣精神医療チーム

（以下「ＤＰＡＴ」という。）の受入れ・派遣、災害拠点病院等に

よる医療救護活動など、関係者との円滑な連携を図る。 

（略） 

（2）広域災害救急医療情報システムの運用 

（略） 

［医療機関］ 

医療機関は、広域災害救急医療情報システムへの参画に協力する

とともに、震災時に登録済み情報が即時活用できるよう、平時から

最新の医療情報を入力する。さらに、災害拠点病院においては、通

信回線が途絶えた場合を考慮して、衛星回線を用いた通話や通信が

利用できる環境を整備するよう努める。 

表現の適正化 
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（略） 

（3）災害拠点病院等の整備 

［県（保健医療部）］ 

県は、指定した次の災害拠点病院（基幹災害拠点病院、地域災害

拠点病院）を順次整備することにより、被災した地域の継続的な医

療供給を確保する。 

・基幹災害拠点病院：県下で１病院 

・地域災害拠点病院：二次医療圏で１病院以上（県内９病院） 

（略） 

（4）災害医療チーム体制の整備 

［県（保健医療部）］ 

県は、県医師会との「災害時における医療救護活動に関する協定

書」等に基づく災害医療チーム体制の構築に努める。 

また、災害急性期の迅速な医療救護活動に資するため、ＤＭＡＴ

を保有する災害拠点病院等をＤＭＡＴ指定機関として指定し、ＤＭ

ＡＴの運用に関する必要な事項を定めた「おかやまＤＭＡＴの出動

に関する協定書」を締結するとともに、研修や資機材整備等の支援

を行うなど、災害拠点病院等による災害医療チーム整備を促進す

る。 

併せて、「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）活動要領」に基

づき、派遣・受入体制を整備し、研修等の実施による災害派遣精神

医療チーム整備を図る。 

（略） 

第４  医薬品等の確保 

（略） 

３ 対 策 

（2）輸血用血液製剤の確保 

［県赤十字血液センター］ 

県赤十字血液センターは、災害発生時の的確な情報収集・提供が

できるよう、県、市町村、県医師会及び県病院協会等との連絡体制

の確立に努める。 

 

また、県赤十字血液センターは、中四国ブロック血液センターと

の協力体制の確立に努める。 

［県（保健医療部）］ 

県は、災害発生時の的確な情報収集・提供ができるよう赤十字血

（略） 

（3）災害拠点病院等の整備 

［県（保健医療部）］ 

県は、指定した次の災害拠点病院（基幹災害拠点病院、地域災害

拠点病院）を順次整備することにより、被災した地域の継続的な医

療供給を確保する。 

・基幹災害拠点病院：県下で１病院 

・地域災害拠点病院：二次医療圏で１病院以上（県内１１病院） 

（略） 

（4）災害医療チーム体制の整備 

［県（保健医療部）］ 

県は、県医師会との「災害時における医療救護活動に関する協定

書」等に基づく災害医療チーム体制の構築に努める。 

また、災害急性期の迅速な医療救護活動に資するため、ＤＭＡＴ

を保有する災害拠点病院等をＤＭＡＴ指定機関として指定し、ＤＭ

ＡＴの運用に関する必要な事項を定めた「おかやまＤＭＡＴの派遣

に関する協定書」を締結するとともに、研修や資機材整備等の支援

を行うなど、災害拠点病院等による災害医療チーム整備を促進す

る。 

併せて、「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）活動要領」に基

づき、派遣・受入体制を整備し、研修等の実施による災害派遣精神

医療チーム整備を図る。 

（略） 

第４  医薬品等の確保 

（略） 

３ 対 策 

（2）輸血用血液製剤の確保 

［県赤十字血液センター］ 

県赤十字血液センターは、災害発生時の的確な情報収集・提供が

できるよう、県、市町村、県医師会及び県病院協会等との通信手段

の確保に努め、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計画を定め

る。 

また、県赤十字血液センターは、中四国ブロック血液センターと

の協力体制の確立に努める。 

［県（保健医療部）］ 

県は、災害発生時の的確な情報収集・提供ができるよう県赤十字
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液センター等との連絡体制の確立に努める。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血液センター等との連絡体制の確立に努める。 

（略） 
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第５ 公衆衛生活動 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）組織体制の整備 

（略） 

（2）公衆衛生活動員の研修 

（略） 

（3）県内職能団体との協力体制 

県は、災害時には「岡山県災害時公衆衛生活動への協力に関する

協定」を締結した県内 22の職能団体（県医師会ほか 21団体）の協

力得て、保健衛生班を迅速に編成し派遣できるよう、平常時から当

該職能団体との連携の確認等に努める。 

（略） 

第５項 指定緊急避難場所及び避難路等整備計画 

（略） 

第６項 避難及び避難所の設置・運営計画 

第１  避難方法 

１ 現状と課題 

２ 基本方針 

３ 対 策 

県及び市町村は、防災マップの作成・配布、防災訓練の実施等に

より、住民等に対して避難計画の周知徹底を図るための措置を講じ

る。また、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、

他の地方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定の締結や被災者

の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定を締結するな

ど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう

努める。 

また、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を

受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、在宅避難

者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置

すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるととも

に、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合

に備えて、あらかじめ、車中泊避難を行うためのスペースを設置す

第５ 公衆衛生活動 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）組織体制の整備 

（略） 

（2）公衆衛生活動員の研修 

（略） 

（3）県内職能団体との協力体制 

県は、災害時には「岡山県災害時公衆衛生活動への協力に関する

協定」を締結した県内 22 の職能団体（県医師会ほか 21 団体）の協

力を得て、保健衛生班を迅速に編成し派遣できるよう、平時から当

該職能団体との連携の確認等に努める。 

（略） 

第５項 指定緊急避難場所及び避難路等整備計画 

（略） 

第６項 避難及び避難所の設置・運営計画 

第１  避難方法 

１ 現状と課題 

２ 基本方針 

３ 対 策 

県及び市町村は、防災マップの作成・配布、防災訓練の実施等に

より、住民等に対して避難計画の周知徹底を図るための措置を講じ

る。また、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、

他の地方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定の締結や被災者

の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定を締結するな

ど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう

努める。 

また、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付け

られた避難所についても、あらかじめ情報を把握するとともに、在

宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れる

ことが困難となる場合に備えて、あらかじめ、在宅避難者等が利用

しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置すること

等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努める。さらに、やむ
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ること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努める。その

際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避

難者の支援に必要な物資の備蓄に努める。 

 

 

（略） 

（1）避難計画 

［市町村］ 

（略）  

［町内会等］ 

町内会等においては、平常時から自主防災組織等をつくり、避難

計画を自主的に見直すとともに、各地域における避難の際に支援が

必要となる要配慮者等の把握に努める。 

［多数が利用する施設等の管理者］ 

（略） 

（2）避難訓練の実施 

（略） 

第２  指定避難所の設置 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

市町村長は、想定される災害の影響や被災者の生活環境の確保を

考慮した上で、あらかじめ指定避難所の指定を行い、ハザードマッ

プや広報紙等により住民に周知を図る。また、平常時には施設設備

の整備状況や生活物資等の在庫状況を把握し、必要な対策を講じる

など、災害時において指定避難所が住民の生命、身体の安全や生活

環境を確保するための施設として十分に機能するよう努める。 

新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当

たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑

制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

３ 対 策 

（1）指定避難所の指定・周知 

［市町村］ 

市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症

対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管

理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な

を得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること

等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努める。その際、車中

泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支

援に必要な物資の備蓄に努める。 

（略） 

（1）避難計画 

［市町村］ 

（略） 

［町内会等］ 

町内会等においては、平時から自主防災組織等をつくり、避難計

画を自主的に見直すとともに、各地域における避難の際に支援が必

要となる要配慮者等の把握に努める。 

［多数が利用する施設等の管理者］ 

（略） 

（2）避難訓練の実施 

（略） 

第２  指定避難所の設置 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

市町村長は、想定される災害の影響や被災者の生活環境の確保を

考慮した上で、あらかじめ指定避難所の指定を行い、ハザードマッ

プや広報紙等により住民に周知を図る。また、平時には施設設備の

整備状況や生活物資等の在庫状況を把握し、必要な対策を講じるな

ど、災害時において指定避難所が住民の生命、身体の安全や生活環

境を確保するための施設として十分に機能するよう努める。 

新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当

たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑

制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

３ 対 策 

（1）指定避難所の指定・周知 

［市町村］ 

市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症

対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管

理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な
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指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、

収容人数、家庭動物の受け入れ方法等について、ハザードマップや

広報紙等を通じ、また、所要の箇所に表示板を設置する等により、

住民への周知徹底を図る。また、災害時に指定避難所の開設状況や

混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーシ

ョン等の多様な手段の整備に努める。 

（略） 

県及び市町村は、感染症対策のため、平常時から、指定避難所の

レイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生し

た場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し

て、必要な措置を講じるよう努める。また、必要な場合には、国や

独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含め

て、可能な限り多くの避難所の開設に努める。 

（2）指定避難所の施設設備の整備 

［市町村］ 

（略） 

市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確

保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、

消毒液、体温計、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用

具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含

む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるとともに、備蓄品の調

達に当たっては、要配慮者、女性、子どもにも配慮する。指定避難

所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場

所の確保、通信設備の整備等を進める。また、必要に応じ指定避難

所の電力容量の拡大に努める。 

（略） 

市町村は、災害時における非常通話等の迅速、円滑化を図り、か

つ、輻輳を避けるため、災害時優先電話をあらかじめ西日本電信電

話株式会社の事業所に申請し、承認を受けておく。 

（3）指定避難所における生活物資等の確保 

（略） 

（4）指定避難所設置マニュアルの策定 

（略） 

第３ 運営体制 

１ 現状と課題 

阪神・淡路大震災では、避難所における情報連絡体制が十分に機

指定避難所をあらかじめ指定し、平時から、指定避難所の場所、収

容人数、家庭動物の受け入れ方法等について、ハザードマップや広

報紙等を通じ、また、所要の箇所に表示板を設置する等により、住

民への周知徹底を図る。また、災害時に指定避難所の開設状況や混

雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーショ

ン等の多様な手段の整備に努める。 

（略） 

県及び市町村は、感染症対策のため、平時から、指定避難所のレ

イアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した

場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、

必要な措置を講ずるよう努める。また、必要な場合には、国や独立

行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、

可能な限り多くの避難所の開設に努める。 

（2）指定避難所の施設設備の整備 

［市町村］ 

（略） 

市町村は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な

機能を整理し、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進める。ま

た、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。 

 

 

 

 

 

 

（略） 

市町村は、災害時における非常通話等の迅速、円滑化を図り、か

つ、輻輳を避けるため、災害時優先電話をあらかじめＮＴＴ西日本

株式会社の事業所に申請し、承認を受けておく。 

（3）指定避難所における生活物資等の確保 

（略） 

（4）指定避難所設置マニュアルの策定 

（略） 

第３ 運営体制 

１ 現状と課題 

阪神・淡路大震災では、避難所における情報連絡体制が十分に機
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能せず、市町村、住民組織、支援ボランティア間の連携も不十分で

あった。また、東日本大震災では、被災者の心身の機能の低下や

様々な疾患の発生、悪化がみられたほか、要配慮者が避難所のハー

ド面の問題や他の避難者との関係等から自宅での生活を余儀なくさ

れたり、在宅避難者に支援物資が行き渡らない等の問題もあった。 

 このため、指定避難所の運営に当たっては、平常時から市町村の

防災・福祉・保健衛生部局や指定を受けた学校等、施設の管理者、

自治会・自主防災組織等の協力関係を構築しておくとともに、要配

慮者や在宅避難者への支援等の方針も含め、必要な事項についてあ

らかじめ定めておく必要がある。 

（略） 

第７項 災害救助用資機材の確保計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

県及び市町村は、警察、消防の救助能力の向上を図るため、災害

救助用資機材の充実強化を促進するとともに、地域の防災力を高め

るため、町内会の集会所等にも救助用資機材の整備を進めていく。 

また、平常時から燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時

に有用な資機材、地域内の備蓄量、公的機関・供給事業者等の保有

量を把握し、災害時の不足に備えて、関係機関との情報共有や民間

事業者との連携に努める。 

（略） 

第８項 建設用資機材の備蓄計画 

（略） 

第９項 地域防災活動拠点整備計画 

（略） 

第 10項 緊急輸送活動計画 

１ 現状と課題 

大規模な震災が発生した場合には、被災地に対し、広域協定等の

相互応援協定等に基づく支援物資や大量の生活必需品や食料等の輸

送が予想される。 

また、救助・救援活動に必要な資機材を必要とする事態も想定さ

れ、こうした資機材・救援物資等を着実に搬入し、確実に配送する

ためには、それをつなぐ緊急輸送活動が重要となる。 

しかし、災害発生時には多くの混乱が見込まれ、食料の保管配布

能せず、市町村、住民組織、支援ボランティア間の連携も不十分で

あった。また、東日本大震災では、被災者の心身の機能の低下や

様々な疾患の発生、悪化がみられたほか、要配慮者が避難所のハー

ド面の問題や他の避難者との関係等から自宅での生活を余儀なくさ

れたり、在宅避難者に支援物資が行き渡らない等の問題もあった。 

 このため、指定避難所の運営に当たっては、平時から市町村の防

災・福祉・保健衛生部局や指定を受けた学校等、施設の管理者、自

治会・自主防災組織等の協力関係を構築しておくとともに、要配慮

者や在宅避難者への支援等の方針も含め、必要な事項についてあら

かじめ定めておく必要がある。 

（略） 

第７項 災害救助用資機材の確保計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

県及び市町村は、警察、消防の救助能力の向上を図るため、災害

救助用資機材の充実強化を促進するとともに、地域の防災力を高め

るため、町内会の集会所等にも救助用資機材の整備を進めていく。 

また、平時から燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に

有用な資機材、地域内の備蓄量、公的機関・供給事業者等の保有量

を把握し、災害時の不足に備えて、関係機関との情報共有や民間事

業者との連携に努める。 

（略） 

第８項 建設用資機材の備蓄計画 

（略） 

第９項 地域防災活動拠点整備計画 

（略） 

第 10項 緊急輸送活動計画 

１ 現状と課題 

大規模な震災が発生した場合には、被災地に対し、広域協定等の

相互応援協定等に基づく支援物資や大量の生活必需品や食料等の輸

送が予想される。 

また、救助・救援活動に資機材を必要とする事態も想定され、こ

うした資機材・救援物資等を着実に搬入し、確実に配送するために

は、それをつなぐ緊急輸送活動が重要となる。 

しかし、災害発生時には多くの混乱が見込まれ、食料の保管配布
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場所の要員、ノウハウを持つ関係者の不足等により、緊急輸送の確

保が困難な場合も想定されるため、平常時からあらかじめその対策

について検討しておく必要がある。 

２ 基本方針 

県及び市町村は、多重化・利便性を考慮しつつ、災害発生時の緊

急輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送

施設及び展示場、体育館等の輸送拠点について把握・点検を行う。 

また、これらを調整し、災害に対する安全性を考慮しつつ、関係

機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、市町村が開設す

る地域内輸送拠点を経て、各指定避難所に支援物資を届ける緊急輸

送ネットワークの形成を図り、指定公共機関等その他の関係機関、

周辺住民等に対する周知徹底に努め、広域物資拠点及び地域内輸送

拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営に必要な人員や資

機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努める。 

３ 対 策 

（1）拠点施設の耐震化 

（略） 

（2）道路啓開の迅速化 

［国、県（土木部）、市町村、西日本高速道路株式会社、本州四国

連絡高速道路株式会社、県警察］ 

道路管理者は、一般社団法人岡山県建設業協会など関係団体との

間に応援協定等を締結し、障害物の除去（路面変状の補修や迂回路

の整備を含む）や応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保に努め

る。また、道路啓開等を迅速に行うため、協議会設置等による道路

管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立案するよ

う努める。 

（略） 

第 14項 行政機関防災訓練計画 

 

１ 現状と課題 

災害を最小限度にとどめるためには、平素から各種訓練を実施す

る必要があるが、必ずしもすべての市町村では実施されてはいない

状況にある。 

このため、県は市町村を始めとする防災関係機関との連携による

災害対策はもとより、県民一人ひとりが日頃から災害についての認

識を深め、万一の災害から自らを守るとの意識の下に、地域ぐるみ

場所の要員、ノウハウを持つ関係者の不足等により、緊急輸送の確

保が困難な場合も想定されるため、平時からあらかじめその対策に

ついて検討しておく必要がある。 

２ 基本方針 

県及び市町村は、多重化・利便性を考慮しつつ、災害発生時の緊

急輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送

施設及び展示場、体育館等の輸送拠点について把握・点検を行う。 

また、これらを調整し、災害に対する安全性を考慮しつつ、関係

機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、市町村が開設す

る地域内輸送拠点を経て、各指定避難所等に支援物資を届ける緊急

輸送ネットワークの形成を図り、指定公共機関等その他の関係機

関、周辺住民等に対する周知徹底に努め、広域物資拠点及び地域内

輸送拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営に必要な人員

や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努める。 

３ 対 策 

（1）拠点施設の耐震化 

（略） 

（2）道路啓開の迅速化 

［国、県（土木部）、市町村、西日本高速道路株式会社、本州四国

連絡高速道路株式会社、県警察］ 

道路管理者は、一般社団法人岡山県建設業協会など関係団体との

間に応援協定等を締結し、障害物の除去（路面変状の補修や迂回路

の整備を含む）や応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保に努め

る。また、道路啓開等を迅速に行うため、道路法等に基づき、協議

会設置等による道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等

の計画を立案するよう努める。 

（略） 

第 14項 行政機関防災訓練計画 

 

１ 現状と課題 

災害を最小限度にとどめるためには、平素から各種訓練を実施す

る必要があるが、必ずしも全ての市町村では実施されてはいない状

況にある。 

このため、県は市町村を始めとする防災関係機関との連携による

災害対策はもとより、県民一人ひとりが日頃から災害についての認

識を深め、万一の災害から自らを守るとの意識の下に、地域ぐるみ
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で災害に対処する体制づくりや、年１回以上各種訓練を実施するこ

とにより、緊急事態に即応できるよう機動力の維持に努める。 

（略） 

第 15項 津波避難計画 

（略） 

（1）避難情報等の伝達 

迅速・的確な避難のため、市町は、地域の特性等を踏まえつつ、

津波警報等の内容に応じた避難指示の具体的な発令基準をあらかじ

め定めるとともに、県をはじめ防災関係機関等の協力を得つつ、Ｌ

アラート（災害情報共有システム）の活用や、防災行政無線、全国

瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ（ワンセグを含

む。）、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速

報メール機能、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を

含む。）、緊急警報放送、インターネット等を用いた伝達手段の多重

化、多様化を推進する。 

さらに、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、津波警報等、

避難指示の伝達内容等についてあらかじめ検討し、その際には高齢

者や障害のある人、外国人旅行者等、避難誘導の際に配慮を要する

者への情報伝達体制の整備に留意する。 

（略） 

第３節 地震・津波に強いまちづくり 

第１項 建物、まちの不燃化・耐震化計画 

（略） 

第２項 公共施設等災害予防計画 

（略） 

第 12 文化財 

（1）現状と課題 

（略） 

（2）基本方針 

（略） 

（3）対 策 

［県、市町村］ 

ア 文化財に対する県民の愛護意識を高め、防災思想の普及を図

る。 

イ 「文化財所有者のための防災対策マニュアル」等を活用して、

文化財の所有者や管理者に対し防災知識の普及を図るとともに、

で災害に対処する体制づくりや、年１回以上各種訓練を実施するこ

とにより、緊急事態に即応できるよう機動力の維持に努める。 

（略） 

第 15項 津波避難計画 

（略） 

（1）避難情報等の伝達 

迅速・的確な避難のため、市町は、地域の特性等を踏まえつつ、

津波警報等の内容に応じた避難指示の具体的な発令基準をあらかじ

め定めるとともに、県をはじめ防災関係機関等の協力を得つつ、Ｌ

アラート（災害情報共有システム）の活用や、防災行政無線、全国

瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ（ワンセグを含

む。）、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速

報メール機能、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）、

スマートフォンアプリを含む。）、緊急警報放送、インターネット等

を用いた伝達手段の多重化、多様化を推進する。 

さらに、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、津波警報等、

避難指示の伝達内容等についてあらかじめ検討し、その際には高齢

者や障害のある人、外国人旅行者等、避難誘導の際に配慮を要する

者への情報伝達体制の整備に留意する。 

（略） 

第３節 地震・津波に強いまちづくり 

第１項 建物、まちの不燃化・耐震化計画 

（略） 

第２項 公共施設等災害予防計画 

（略） 

第 12 文化財 

（1）現状と課題 

（略） 

（2）基本方針 

（略） 

（3）対 策 

［県、市町村］ 

ア 文化財に対する県民の愛護意識を高め、防災思想の普及を図

る。 

イ 「文化財所有者のための防災対策マニュアル」等を活用して、

文化財の所有者や管理者に対し防災知識の普及を図るとともに、
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管理・保護について指導・助言を行う。 

ウ 適時適切な指示を実施し、予想される被害を未然に防止する。 

（ア）重要文化財建造物等にあっては、定期的な修理など平常時

のメンテナンスとともに、耐震診断の結果に基づき耐震性能の向

上を図るための対策を促す。 

（イ）建造物以外の有形文化財にあっては、移動・転倒・落下等

による被害や博物館等の文化財公開施設における展示物の転倒・

落下による人命への被害を防止するため、日頃からの備えを促

す。 

（略） 

第３項 ライフライン（電気、ガス、水道等）施設予防計画 

 ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の

応急対策活動等に支障を及ぼすとともに、避難生活環境の悪化等を

招くことから、県、市町村及びライフライン事業者は、上下水道、

工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス等のライ

フライン関連施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、拠

点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進める必要があ

る。 

特に、三次医療機関等の人命にかかわる重要施設に係るライフラ

イン施設については重点的に耐震化を進める。 

 

 

 

第１ 共同溝 

（略） 

第２ 上水道施設 

［市町村］ 

（1）現状と課題 

（略） 

（2）基本方針 

（略） 

（3）対 策 

（略） 

オ 訓練・研修等の実施 

訓練・研修等の実施を通じて、災害時の応急給水や応急復旧な

ど、緊急時の広域支援体制の確立を図るとともに、民間事業者と

管理・保護について指導・助言を行う。 

ウ 適時適切な指示を実施し、予想される被害を未然に防止する。 

（ア）重要文化財建造物等にあっては、定期的な修理など平時の

メンテナンスとともに、耐震診断の結果に基づき耐震性能の向上

を図るための対策を促す。 

（イ）建造物以外の有形文化財にあっては、移動・転倒・落下等

による被害や博物館等の文化財公開施設における展示物の転倒・

落下による人命への被害を防止するため、日頃からの備えを促

す。 

（略） 

第３項 ライフライン（電気、ガス、水道等）施設予防計画 

 ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の

応急対策活動等に支障を及ぼすとともに、避難生活環境の悪化等を

招くことから、県、市町村及びライフライン事業者は、上下水道、

工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス等のライ

フライン関連施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、拠

点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進める必要があ

る。 

特に、三次医療機関等の人命にかかわる重要施設に係るライフラ

イン施設については重点的に耐震化を進める。 

市町村は、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・

湧水として活用するための登録制度や、防災拠点施設・指定避難所

等における公共井戸の整備等により、代替水源の確保に努める。 

第１ 共同溝 

（略） 

第２ 上水道施設 

［市町村］ 

（1）現状と課題 

（略） 

（2）基本方針 

（略） 

（3）対 策 

（略） 

オ 訓練・研修等の実施 

訓練・研修等の実施を通じて、災害時の応急給水や応急復旧な

ど、緊急時の広域支援体制の確立を図るとともに、民間事業者と
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連携した支援体制の確保を推進する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第３ 下水道施設 

（略） 

（3）対 策 

カ 下水道施設の防災施設としての活用 

下水道は下水処理場、ポンプ場等まとまった空間を有しており、

これらを避難場所、延焼遮断帯として活用する。 

また、高度処理水や雨水貯留施設の貯留水を消防用水、雑用水等

として利用することを考慮した施設計画を検討する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第６ ガス施設 

 

１ 都市ガス 

（略） 

（イ）ガス導管 

ａ ガス導管の設計はガス事業法、道路法等の諸法規及びガス導管

耐震設計指針、本支管指針、供給管・内管指針などの自主基準に

連携した支援体制の確保を推進する。 

カ 資機材の整備等 

  民間事業者等との協定締結などにより発災後における上水道施

設の維持又は修繕に努めるとともに、災害の発生時においても上

水道の機能を維持するため、必要な資機材の整備等に努めるもの

とする。また、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システ

ムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めてお

くなど、上下水道一体となった対応に努めるものとする。さら

に、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制

の構築に努めるものとする。 

（略） 

第３ 下水道施設 

（略） 

（3）対 策 

カ 下水道施設の防災施設としての活用 

下水道は下水処理場、ポンプ場等まとまった空間を有しており、

これらを避難場所、延焼遮断帯として活用する。 

また、高度処理水や雨水貯留施設の貯留水を消防用水、雑用水等

として利用することを考慮した施設計画を検討する。 

キ 資機材の整備等 

 民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設

の維持又は修繕に努めるとともに、災害の発生時においても下水道

の機能を維持するため、必要な資機材の整備等に努めるものとす

る。また、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基

幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、

上下水道一体となった対応に努めるものとする。さらに、宅内配管

についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制の構築に努める

ものとする。 

（略） 

第６ ガス施設 

 

１ 都市ガス 

（略） 

（イ）ガス導管 

ａ ガス導管の設計はガス事業法、道路法等の諸法規及びガス導管

耐震設計指針、本支管指針、供給管・内管指針などの自主基準に

 

防災基本計画の修正 
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準拠して設計、施工している。 

ｂ 新設の導管材料にはダクタイル鋳鉄管、被覆鋼管及びポリエチ

レン管を使用している。 

ｃ ダクタイル鋳鉄管の接合は抜け出し防止機構を有する機械的接

合、被覆鋼管のうち本管の継手は溶接接合とし、支管などの小口

径導管は溶接接合又は抜け出し防止機構を有する機械的接合とし

ている。なお、最近はポリエチレン管による融着接合の割合も増

加している。 

  既設導管の一部には印ろう型・ガス型接合の鋳鉄管、ネジ接合

の鋼管があるため随時溶接接合の被覆鋼管、抜け出し防止機構を

有する機械的接合の被覆鋼管及びダクタイル鋳鉄管、ポリエチレ

ン管への入れ替え又は更正修理を進めている。 

ｄ ガス導管には、緊急遮断のため又は供給操作上の必要により遮

断バルブを設置している。設置個所は、製造所及び供給所の送出

導管、中圧導管の分岐箇所及びその他供給上必要な箇所などであ

る。 

   また、各戸への供給管にはガス事業法及び自主基準により遮断

バルブを取り付けており、さらに、ガスメーターの入側にはすべ

てメーターガス栓を取り付けている。 

ｅ ガス施設及びガス供給上の事故に対処するため、緊急要員及び

緊急車両を待機させ、事故の処置及び消防・警察関係機関への連

絡体制を整えている。 

（略） 

第７ 通信施設 

［西日本電信電話株式会社岡山支店、株式会社ＮＴＴドコモ岡山支

店］ 

（1）現状と課題 

（略） 

（2）基本方針 

過去の大震災等の教訓から、平常時においては、非常用電源の整

備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想定を考慮し

た基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復旧機

材の配備、通信輻(ふく)輳(そう)対策を推進するなど、電気通信設

備の安全・信頼性強化に向けた取組の推進に努め、特に、地方公共

団体の庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮する。 

ア アクセス系設備の地中化の推進 

準拠して設計、施工している。 

ｂ 新設の導管材料には被覆鋼管及びポリエチレン管を使用してい

る。 

ｃ 被覆鋼管のうち本管の継手は溶接接合とし、支管などの小口径

導管は溶接接合又は抜け出し防止機構を有する機械的接合として

いる。なお、最近はポリエチレン管による融着接合の割合も増加

している。 

  既設導管の一部には印ろう型・ガス型接合の鋳鉄管、ネジ接合

の鋼管があるため随時溶接接合の被覆鋼管、抜け出し防止機構を

有する機械的接合の被覆鋼管及びポリエチレン管への入れ替え又

は更正修理を進めている。 

 

ｄ ガス導管には、緊急遮断のため又は供給操作上の必要により遮

断バルブを設置している。設置個所は、製造所及び供給所の送出

導管、中圧導管の分岐箇所及びその他供給上必要な箇所などであ

る。 

   また、各戸への供給管にはガス事業法及び自主基準により遮断

バルブを取り付けており、さらに、ガスメーターの入側には全て

メーターガス栓を取り付けている。 

ｅ ガス施設及びガス供給上の事故に対処するため、緊急要員及び

緊急車両を待機させ、事故の処置及び消防・警察関係機関への連

絡体制を整えている。 

（略） 

第７ 通信施設 

［ＮＴＴ西日本株式会社岡山支店、株式会社ＮＴＴドコモ岡山支

店］ 

（1）現状と課題 

（略） 

（2）基本方針 

過去の大震災等の教訓から、平時においては、非常用電源の整備

等による通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想定を考慮した

基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復旧機材

の配備、通信輻(ふく)輳(そう)対策を推進するなど、電気通信設備

の安全・信頼性強化に向けた取組の推進に努め、特に、地方公共団

体の庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮する。 

ア アクセス系設備の地中化の推進 

 

現状使用する導管材

料の反映 
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信頼性と美観等の観点から進めてきたケーブルの地中化によ

り、地下設備の被害が少なかったことが立証されたので、自治体

等と連携して、地中化を推進する。 

イ 通信電源の確保 

広域停電に対処するため主要な電気通信設備について、必要な

予備電源を設置する。 

ウ 緊急通信確保のための衛星通信の利用 

地上の設備状態とは関係なく通信ができる衛星通信の特性を生

かし、重要通信の確保と、被災地と非被災地との情報交換のため

に、通信衛星による衛星回線システムを構築する。 

エ  通信ビルの密閉性の強化 

津波等の恐れのある地域について耐水構造化とする。 

（略） 

第４項 廃棄物処理体制整備計画 

１ 現状と課題 

大規模災害時には、一時的に大量の災害廃棄物が発生し、平常時

の体制ではその処理が困難である。 

災害時に発生する廃棄物をできる限り迅速かつ計画的、効率的に

処理するため、発生する廃棄物量をあらかじめ推計するほか、災害

廃棄物の一時保管場所である仮置場の配置や適正な処理方法、減量

化、最終処分の計画を事前に策定しておく必要がある。 

さらに、広域的な処理を想定した、支援協力体制の構築が求めら

れている。 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）廃棄物処理施設の災害予防等 

（略） 

（2）組織体制の整備等 

（略） 

（3）災害廃棄物処理計画の策定 

［県（環境文化部）］ 

県は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅

速に災害廃棄物を処理できるよう、市町村が行う災害廃棄物対策に

対する技術的な援助を行うとともに、災害廃棄物処理に関する事務

の一部を実施する場合における仮置場の確保や災害時の廃棄物の処

信頼性と美観等の観点から進めてきたケーブルの地中化によ

り、地下設備の被害が少なかったことが立証されたので、自治体

等と連携して、地中化を推進する。 

イ 通信電源の確保 

広域停電に対処するため主要な電気通信設備について、必要な

予備電源を設置する。 

ウ 緊急通信確保のための衛星通信の利用 

地上の設備状態とは関係なく通信ができる衛星通信の特性を生

かし、重要通信の確保と、被災地と非被災地との情報交換のため

に、通信衛星による衛星回線システムを構築する。 

エ  通信ビルの密閉性の強化 

津波等のおそれのある地域について耐水構造化とする。 

（略） 

第４項 廃棄物処理体制整備計画 

１ 現状と課題 

大規模災害時には、一時的に大量の災害廃棄物が発生し、平時の

体制ではその処理が困難である。 

災害時に発生する廃棄物をできる限り迅速かつ計画的、効率的に

処理するため、発生する廃棄物量をあらかじめ推計するほか、災害

廃棄物の一時保管場所である仮置場の配置や適正な処理方法、減量

化、最終処分の計画を事前に策定しておく必要がある。 

さらに、広域的な処理を想定した、支援協力体制の構築が求めら

れている。 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）廃棄物処理施設の災害予防等 

（略） 

（2）組織体制の整備等 

（略） 

（3）災害廃棄物処理計画の策定 

［県（環境文化部）］ 

県は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速

に災害廃棄物を処理できるよう、市町村が行う災害廃棄物対策に対

する技術的な援助を行うとともに、災害廃棄物処理に関する事務の

一部を実施する場合における仮置場の確保や災害時の廃棄物の処理
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理体制、民間事業者等との連携・協力のあり方等について、災害廃

棄物処理計画において具体的に示す。 

 

 

［市町村］ 

市町村は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円

滑・迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物処理計画を策

定し、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避

難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物

の処理や公費解体及び土砂混じりがれきの撤去を行う場合の体制、

周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力のあり方等につ

いて、具体的に示す。 

 

（4）災害時の廃棄物処理体制の整備 

［県（環境文化部）］ 

県は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努

める。また、十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めると

ともに、広域処理を行う地域単位で、平常時の処理能力について計

画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持

し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図

る。 

県は、市町村から事務委託を受け、災害廃棄物処理を実施する場

合がある。 

［市町村］ 

市町村は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立

に努める。また、十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努め

るとともに、広域処理を行う地域単位で、平常時の処理能力につい

て計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維

持し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図

る。 

ア 仮設トイレ等し尿処理 

（略） 

イ 避難所ごみ等 

（略） 

ウ 災害廃棄物 

（略） 

体制、民間事業者等との連携・協力の在り方等について、災害廃棄

物処理計画において具体的に示す。また、必要に応じて、災害廃棄

物処理計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努めるものとす

る。 

［市町村］ 

市町村は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・

迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物処理計画を策定

し、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所の

ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理

や公費解体及び土砂混じりがれきの撤去を行う場合の体制、周辺の

地方公共団体や民間事業者等との連携・協力の在り方等について、

具体的に示す。また、必要に応じて、災害廃棄物処理計画の見直し

を行い、計画の実効性の向上に努めるものとする。 

（4）災害時の廃棄物処理体制の整備 

［県（環境文化部）］ 

県は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努

める。また、十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めると

ともに、広域処理を行う地域単位で、平時の処理能力について計画

的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し、

災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図る。 

県は、市町村から事務委託を受け、災害廃棄物処理を実施する場

合がある。 

 

［市町村］ 

市町村は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立

に努める。また、十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努め

るとともに、広域処理を行う地域単位で、平時の処理能力について

計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持

し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図

る。 

ア 仮設トイレ等し尿処理 

（略） 

イ 避難所ごみ等 

（略） 

ウ 災害廃棄物 

（略） 

用語の整理 

防災基本計画の修正 
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（エ）仮置場、仮設焼却炉 

市町村は、想定される災害規模に応じて仮置場の必要面積を算

定し、仮置場の候補地を平常時にあらかじめ設定し、併せて利用

方法や仮置場での破砕・選別方法等についても検討しておく。  

また、災害廃棄物の発生量・処理可能量を踏まえ、仮設焼却炉

や破砕・選別機等の必要性等を把握し、短期間で仮設焼却炉等を

設置し稼働する方策を検討しておく。 

（略） 

（カ）最終処分 

市町村は、必要に応じ、災害廃棄物の受入れ可能な最終処分場

候補地を平常時に検討しておく。  

（キ）広域的な処理処分 

市町村は、円滑で効率的な災害廃棄物の処理のために、災害廃

棄物の広域処理に関する手続方法や契約書（被災側・支援側）の

様式等を平常時に検討・準備する。 

（略） 

第３章 地震・津波災害応急対策計画 

第１節 応急体制 

第１項 応急活動体制 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（略） 

（1）震度階等に基づく防災体制及び職員の配備は次のとおりとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）仮置場、仮設焼却炉 

市町村は、想定される災害規模に応じて仮置場の必要面積を算

定し、仮置場の候補地を平時にあらかじめ設定し、併せて利用方

法や仮置場での破砕・選別方法等についても検討しておく。  

また、災害廃棄物の発生量・処理可能量を踏まえ、仮設焼却炉

や破砕・選別機等の必要性等を把握し、短期間で仮設焼却炉等を

設置し稼働する方策を検討しておく。 

（略） 

（カ）最終処分 

市町村は、必要に応じ、災害廃棄物の受入れ可能な最終処分場

候補地を平時に検討しておく。  

（キ）広域的な処理処分 

市町村は、円滑で効率的な災害廃棄物の処理のために、災害廃

棄物の広域処理に関する手続方法や契約書（被災側・支援側）の

様式等を平時に検討・準備する。 

（略） 

第３章 地震・津波災害応急対策計画 

第１節 応急体制 

第１項 応急活動体制 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（略） 

（1）震度階等に基づく防災体制及び職員の配備は次のとおりとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

用語の整理 
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防災体

制 
震度階等 勤務時間内 勤務時間外 

警戒体

制 

震度４又は長

周期地震動階

級３ 

南海トラフ地

震臨時情報

（調査中） 

・本 庁 

危機管理課、

消防保安課、

総合政策局、

総務部、県民

生活部、環境

文化部、保健

医療部、子ど

も・福祉部、

産業労働部、

農林水産部、

土木部、出納

局、企業局及

び教育庁の関

係課の防災担

当職員 

・県民局 

関係各部の防

災担当職員 

所属長等からあらか

じめ応急対応を命ぜ

られた職員 

 

特別警

戒体制 

震度５弱又は

長周期地震動

階級４ 

津波警報 

南海トラフ地

震臨時情報

（巨大地震注

意） 

非常体

制 

（県災

害対策

本部の

設置) 

震度５強以上 

大津波警報 

南海トラフ地

震臨時情報

（巨大地震警

戒） 

  県職員全員 

 

 

 

 

県職員全員 

 

 

 

 

（2）津波警報等（大津波警報、津波警報、津波注意報）の発表時

における職員の配備については、次のとおりとする。 

ア 津波注意報発表時‥‥次の配備担当課 

・本 庁‥‥危機管理課、消防保安課、保健医療課、福祉企画

課、耕地課、水産課、道路整備課、河川課、防災砂防課、港

湾課、企業局 

・出先機関‥‥沿岸市町を管轄する県民局、地域事務所、企業

防災体制 震度階等 勤務時間内 勤務時間外 

警戒体制 震度４又は

長周期地震

動階級３ 

南海トラフ

地震臨時情

報（調査

中） 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震注意） 

・本 庁 

危機管理課、

消防保安課、

総合政策局、

総務部、県民

生活部、環境

文化部、保健

医療部、子ど

も・福祉部、

産業労働部、

農林水産部、

土木部、出納

局、企業局及

び教育庁の関

係課の防災担

当職員 

・県民局 

関係各部の防

災担当職員 

所属長等からあら

かじめ応急対応を

命ぜられた職員 

 

特別警戒

体制 

震度５弱又

は長周期地

震動階級４ 

津波警報 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震警戒） 

非常体制 

（県災害

対策本部

の設置) 

震度５強以

上 

大津波警報 

  県職員全員 

 

 

 

 

県職員全員 

 

 

 

 

（2）津波警報等（大津波警報、津波警報、津波注意報）の発表時

における職員の配備については、次のとおりとする。 

ア 津波注意報発表時‥‥次の配備担当課 

・本 庁‥‥危機管理課、消防保安課、保健医療課、福祉企画

課、耕地課、水産課、道路整備課、道路建設課、河川課、防

災砂防課、港湾課、企業局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県体制の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県体制の反映 
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局工業用水道事務所 

イ 津波警報発表時‥‥上記アに次の配備担当課を加える。  

・本 庁‥‥公聴広報課、総務学事課、デジタル推進課、財産

活用課、県民生活交通課、航空企画推進課、環境企画課、環

境管理課、健康推進課、生活衛生課、医療推進課、医薬安全

課、産業企画課、農政企画課、治山課、農産課、畜産課、農

村振興課、監理課、道路建設課、都市計画課、建築指導課、

住宅課、用度課、教育庁（教育政策課、財務課、高校教育

課、義務教育課、特別支援教育課）、警備課 

 

 

（略） 

（1）緊急初動班の配備 

班員は、勤務時間外に県内で震度４以上又は長周期地震動階級４

以上を観測する地震発生情報を知った場合には勤務課所に自主参集

する。 

（2）緊急初動班の業務 

緊急初動班の総括責任者（危機管理課長又はその代位者）は、班

員を指揮し、次の業務を行う。 

ア 被災状況等の情報収集 

イ 県幹部への情報連絡及び国への報告 

ウ 非常体制へ移行する措置 

エ 地震（震度４以上）に伴う津波情報への対応 

（略） 

（1）本部の設置基準等 

ア 災害対策本部は、次の場合に設置する。 

・県内で震度５強以上を観測する地震が発生したとき、大津波警報

が発表されたとき又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

が発表されたとき。 

・その他知事が必要と認めるとき。 

イ 災害対策本部を設置したとき及び廃止したときは、消防庁等関

係機関に報告する。 

 

（2）勤務時間外における職員の配備 

ア 本庁及び出先機関の全職員は、県内で震度５強以上を観測する

地震情報や南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）（テレビ、

・出先機関‥‥沿岸市町を管轄する県民局、地域事務所、企業

局工業用水道事務所 

イ 津波警報発表時‥‥上記アに次の配備担当課を加える。  

・本 庁‥‥公聴広報課、総務学事課、デジタル推進課、財産

活用課、県民生活課、航空企画推進課、環境企画課、環境管

理課、健康推進課、疾病感染症対策課、生活衛生課、医療政

策課、地域医療推進課、医薬安全課、産業企画課、農政企画

課、治山課、農産課、畜産課、農村振興課、監理課、道路建

設課、都市計画課、建築指導課、住宅課、用度課、教育庁

（教育政策課、財務課、高校教育課、義務教育課、特別支援

教育課）、警備課 

（略） 

（1）緊急初動班の配備 

班員は、勤務時間外に県内で震度５弱以上又は長周期地震動階級

４以上を観測する地震発生情報を知った場合には勤務課所に自主参

集する。 

（2）緊急初動班の業務 

緊急初動班の総括責任者（危機管理課長又はその代位者）は、班

員を指揮し、次の業務を行う。 

ア 被災状況等の情報収集 

イ 県幹部への情報連絡及び国への報告 

ウ 非常体制へ移行する措置 

エ 地震（震度５弱以上）に伴う津波情報への対応 

（略） 

（1）本部の設置基準等 

ア 災害対策本部は、次の場合に設置する。 

・県内で震度５強以上を観測する地震が発生したとき又は大津波警

報が発表されたとき。 

 

・その他知事が必要と認めるとき。 

イ 災害対策本部を設置したとき及び廃止したときは、消防庁等関

係機関に報告する。 

 

（2）勤務時間外における職員の配備 

ア 本庁及び出先機関の全職員は、県内で震度５強以上を観測する

地震情報（テレビ、ラジオ放送等）を知ったとき又は自主判断に

 

 

 

 

 

組織改編に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

県体制の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

県体制の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県体制の反映 
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ラジオ放送等）を知ったとき又は自主判断により、勤務課所に出

勤する。 

イ 勤務課所に出勤できない職員は、途中の情報をもって最寄りの

県民局等へ仮配備し、所属長に報告、その指示を受ける。 

（略） 

第２項 地震・津波情報の種別と伝達計画 

（略） 

２ 地震情報の伝達系統 

（略） 

（2）その他機関の伝達（参考） 

ア 西日本高速道路株式会社の伝達 

 

（略） 

（2）その他機関の伝達（参考） 

ア 西日本高速道路株式会社の伝達 

 

 

 

イ 本州四国連絡高速道路株式会社の伝達 

 

 

 

（略） 

第３項 被害情報の収集伝達計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

 国、公共機関、地方公共団体等は、災害事態についての認識を一

致させ、迅速な意思決定を行うために、関係機関相互で連絡する手

段や体制を確保し、緊密に連絡をとること、関係機関で連絡調整の

ための職員を相互に派遣すること、災害対策本部長の求めに応じて

情報の提供、意見の表明を行うことなどにより、情報共有を図るよ

う努める。また、必要に応じて、関係行政機関、関係公共機関等並

びにＮＰＯ・ボランティア等及び各種団体の代表者に対し、資料・

より、勤務課所に出勤する。 

 

イ 勤務課所に出勤できない職員は、途中の情報をもって最寄りの

県民局等へ仮配備し、所属長に報告、その指示を受ける。 

（略） 

第２項 地震・津波情報の種別と伝達計画 

（略） 

２ 地震情報の伝達系統 

（略） 

（2）その他機関の伝達（参考） 

ア 西日本高速道路株式会社の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

イ 本州四国連絡高速道路株式会社の伝達 

 

 

 

（略） 

第３項 被害情報の収集伝達計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

 国、公共機関、地方公共団体等は、災害事態についての認識を一

致させ、迅速な意思決定を行うために、関係機関相互で連絡する手

段や体制を確保し、緊密に連絡をとること、関係機関で連絡調整の

ための職員を相互に派遣すること、災害対策本部長の求めに応じて

情報の提供、意見の表明を行うことなどにより、情報共有を図るよ

う努める。また、必要に応じて、関係行政機関、関係公共機関、登

録被災者援護協力団体等並びにＮＰＯ・ボランティア等及び各種団

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名称の変更等 

に伴う修正 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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情報の提供等の協力を求める。 

さらに、孤立集落等が発生した場合には、当該集落等との通信手

段の確保に特段の配慮を行う。 

（略） 

（2）通信手段の確保 

ア 災害発生直後は、直ちに災害情報を連絡するため、次の通信手

段を確保する。 

（ア）防災行政無線による地上系移動局 

 

（イ）携帯電話、衛星携帯電話等移動通信回線 

（ウ）民間等の通信設備の優先利用、優先使用(災害対策基本法第

57条、第 79条） 

（エ）非常通信の活用 

（オ）防災関係機関から情報連絡員の派遣を受け、無線連絡の確保

を図る。 

（略） 

第４項 災害救助法の適用・運用 

（略） 

第５項 広域応援 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（略） 

（1）知事の応援要請 

（略） 

カ 指定行政機関又は関係指定地方行政機関への応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するために必要な場合は、指定行

政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は

災害応急対策の実施を要請する。当該応援を求められ、又は災害

応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は関係指定地方

行政機関の長は、正当な理由がない限り、当該応援又は災害応急

対策を実施する。（災害対策基本法第 74条の４関係） 

 

 

体の代表者に対し、資料・情報の提供等の協力を求める。 

さらに、孤立集落等が発生した場合には、当該集落等との通信手

段の確保に特段の配慮を行う。 

（略） 

（2）通信手段の確保 

ア 災害発生直後は、直ちに災害情報を連絡するため、次の通信手

段を確保する。 

（ア）防災行政情報ネットワークによる地上系・衛星系・移動系通

信回線 

（イ）携帯電話、衛星携帯電話等移動通信回線 

（ウ）民間等の通信設備の優先利用、優先使用(災害対策基本法第

57条、第 79条） 

（エ）非常通信の実施 

（オ）防災関係機関から情報連絡員の派遣を受け、無線連絡体制の

確保を図る。 

（略） 

第４項 災害救助法の適用・運用 

（略） 

第５項 広域応援 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（略） 

（1）知事の応援要請 

（略） 

カ 指定行政機関又は関係指定地方行政機関への応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するために必要な場合は、指定行

政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は

災害応急対策の実施を要請する。当該応援を求められ、又は災害

応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は関係指定地方

行政機関の長は、正当な理由がない限り、当該応援又は災害応急

対策を実施する。また、指定行政機関又は関係指定地方行政機関

は、被災都道府県知事が災害応急対策を的確かつ迅速に実施する

ことが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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（2）市町村長の応援要請 

ア 知事に対する応援要請 

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害応急対策を実施する

ため、必要があると認めるときは、知事に応援を求め、又は応急

対策の実施を要請することができる。（災害対策基本法第 68 条関

係） 

県は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職

員の選定に努める。 

イ 他の市町村長に対する応援要請 

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害応急対策を実施する

ため、必要があると認めるときは、他の市町村長等に応援を求め

ることができる。 

また、応援を求められた市町村は、災害応急対策のうち、消

防、救急等人命にかかわるような災害発生直後の緊急性の高い応

急措置については、正当な理由がない限り応援を行う。災害応急

対策の実施について応援に従事する者は､被災市町村の指揮の下

で行動する。（災害対策基本法第 67条関係） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）警察等の応援要請 

（略） 

ウ 自衛隊の災害派遣要請 

（ア）知事は、人命及び財産の保護のため必要があると認める場合

には、自衛隊の災害派遣を要請することができる。（自衛隊法

を要し、上段の応援の要求を待ついとまがないと認められるとき

は、当該要求を待たないで、応援をすることができる。（災害対

策基本法第 74条の４関係） 

（2）市町村長の応援要請 

ア 知事に対する応援要請 

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害応急対策を実施する

ため、必要があると認めるときは、知事に応援を求め、又は応急

対策の実施を要請することができる。（災害対策基本法第 68 条関

係） 

県は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職

員の選定に努める。 

イ 他の市町村長に対する応援要請 

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害応急対策を実施する

ため、必要があると認めるときは、他の市町村長等に応援を求め

ることができる。 

また、応援を求められた市町村は、災害応急対策のうち、消

防、救急等人命にかかわるような災害発生直後の緊急性の高い応

急措置については、正当な理由がない限り応援を行う。災害応急

対策の実施について応援に従事する者は､被災市町村の指揮の下

で行動する。（災害対策基本法第 67条関係） 

ウ 指定行政機関又は関係指定地方行政機関への応援要請 

市町村長は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするた

め必要があると認めるときは、知事に対し、指定行政機関又は関

係指定地方行政機関に対する応急措置の実施の要請をするよう求

めるものとする。この要求ができない場合には、その旨及び当該

市町村の地域における災害の状況を指定行政機関又は指定地方行

政機関に通知するものとする。この場合において、当該通知を受

けた指定行政機関又は指定地方行政機関は、その事態に照らし緊

急を要し、知事からの要請を待ついとまがないと認められるとき

は、当該要請を待たないで、応急措置を実施することができる。

（災害対策基本法第 68条の２関係） 

（3）警察等の応援要請 

（略） 

ウ 自衛隊の災害派遣要請 

（ア）知事は、人命及び財産の保護のため必要があると認める場合

には、自衛隊の災害派遣を要請することができる。（自衛隊法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 83条） 

（イ）市町村長は、応急措置を実施するため必要があると認めると

きは、知事に対し自衛隊派遣の要請をするよう求めることがで

きる。 

なお、市町村長は、知事への要求ができない場合には、当該

市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣等に通知することが

できる。（災害対策基本法第 68条の２関係） 

（略） 

第６項 自衛隊災害派遣要請 

（略） 

（4）災害派遣要請等手続き 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）災害派遣部隊の受入れ 

第 83条） 

（イ）市町村長は、応急措置を実施するため必要があると認めると

きは、知事に対し自衛隊派遣の要請をするよう求めることがで

きる。 

なお、市町村長は、知事への要求ができない場合には、当該

市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣等に通知することが

できる。（災害対策基本法第 68条の３関係） 

（略） 

第６項 自衛隊災害派遣要請 

（略） 

（4）災害派遣要請等手続き 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）災害派遣部隊の受入れ 

 

 

 

 

 

 

条ずれの修正 
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（略） 

［着陸地点及び無障害地帯の基準］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７項 津波災害応急対策計画 

（略） 

第２節 緊急活動 

第１項 救助計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（略） 

（4）救助方法 

［市町村、消防機関、県警察等防災機関］ 

救助に当たっては、救命の処置を必要とする負傷者を優先するこ

とを原則とするが、延焼火災が発生し、同時に多数の救出が必要と

なる場合は、火災現場付近を優先に救助活動を行い、また、延焼火

災がなく、同時に多数の救出が必要となる場合は、多数の人命を救

（略） 

［着陸地点及び無障害地帯の基準］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７項 津波災害応急対策計画 

（略） 

第２節 緊急活動 

第１項 救助計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（略） 

（4）救助方法 

［市町村、消防機関、県警察等防災機関］ 

救助に当たっては、救命の処置を必要とする負傷者を優先するこ

とを原則とするが、延焼火災が発生し、同時に多数の救出が必要と

なる場合は、火災現場付近を優先に救助活動を行い、また、延焼火

災がなく、同時に多数の救出が必要となる場合は、多数の人命を救

 

現状の運用に合わせ

た修正 
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護できる現場を優先に効率的な救助活動を行う。 

また、生き埋めになった負傷者の声などを聞き漏らさないように

するため、救出に当たる重機類の音や上空のヘリコプターの音等を

一斉に停止させる「サイレントタイム」を設定する等、現場の特性

に応じた効果的な救助活動に努める。 

 

 

 

（5）救助用資機材の確保 

（略） 

（6）被災した家庭動物の保護 

［県（保健医療部）］ 

県は、犬・猫等の一般の家庭動物の保護・収容について、岡山県

動物愛護センターで情報収集を行うとともに、飼い主等からの家庭

動物の一時預かり要望への相談対応等について、公益社団法人岡山

県獣医師会や動物愛護団体と連携をとりながら対応する。 

また、特定動物の収容は、届け出施設については動物園等と連携

をとりながら対応する。 

さらに、放浪している家庭動物の保護収容及び特定動物の逸走等

について通報があれば速やかに動物愛護センターにおいて対応す

る。 

（略） 

第２項 資機材調達計画 

（略） 

第３項 救急・医療計画 

第１ 医療体制 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）指揮命令系統の確立及び医療活動に関する総合調整 

［県（危機管理課、保健医療部）］ 

県は、医療機関による医療活動をバックアップするため、災害対

策本部の下に、県災害保健医療福祉調整本部をできるだけ速やかに

設置し、医療活動に関する調整を行う。 

護できる現場を優先に効率的な救助活動を行う。 

また、生き埋めになった負傷者の声などを聞き漏らさないように

するため、救出に当たる重機類の音や上空のヘリコプターの音等を

一斉に停止させる「サイレントタイム」を設定する等、現場の特性

に応じた効果的な救助活動に努める。生命又は身体に対する重大な

危険が切迫し、位置情報取得が不可欠であると認められる場合、救

助の目的のため、携帯電話事業者に対する位置情報要請を積極的に

活用する。 

（5）救助用資機材の確保 

（略） 

（6）被災した家庭動物の保護 

［県（保健医療部）］ 

県は、犬・猫等の一般の家庭動物の保護・収容について、岡山県

動物愛護センターで情報収集を行うとともに、飼い主等からの家庭

動物の一時預かり要望への相談対応等について、公益社団法人岡山

県獣医師会や動物愛護団体と連携をとりながら対応する。 

また、特定動物の収容は、許可施設と連携をとりながら対応す

る。 

さらに、放浪している家庭動物の保護収容及び特定動物の逸走等

について通報があれば速やかに動物愛護センターにおいて対応す

る。 

（略） 

第２項 資機材調達計画 

（略） 

第３項 救急・医療計画 

第１ 医療体制 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）指揮命令系統の確立及び医療活動に関する総合調整 

［県（危機管理課、保健医療部）］ 

県は、医療機関による医療活動をバックアップするため、災害対

策本部の下に、県災害保健医療福祉調整本部をできるだけ速やかに

設置し、医療活動に関する調整を行う。 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の実情に合わせた

表現の修正 
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県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、

また、ＤＭＡＴ活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム（ＪＭ

ＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人

地域医療機能推進機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム

（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、日本災害リハビリテ

ーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（Ｊ

ＤＡ－ＤＡＴ）、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を

得て、指定避難所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制

の確保・継続を図るものとし、その調整に当たり、災害医療コーデ

ィネーターは、県に対して適宜助言及び支援を行う。その際、県

は、医療チーム等の交代により医療情報が断絶することのないよ

う、被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう努め

る。 

また、県は、ＤＭＡＴ等及びドクターヘリに関する派遣の調整に

より、医療活動の総合調整を行う。その際、災害医療コーディネー

ター及び災害時小児周産期リエゾンは、県に対して適宜助言及び支

援を行う。 

医療における県災害保健医療福祉調整本部の役割は次のとおりと

する。 

ア 総合的な医療情報の収集及び提供 

・広域災害救急医療情報システムの活用等により、医療機関の状

況、被災者の医療ニーズ等に関する情報を総合的に把握するとと

もに、必要に応じて県民等へ情報を提供する。 

イ 傷病者の受入れの要請及び搬送に関する総合調整 

・県内及び県外の医療機関への傷病者の搬送先の広域調整と搬送手

段の確保を行う。 

ウ  医療従事者確保の総合調整 

・災害拠点病院（基幹災害拠点病院、地域災害拠点病院）、災害時

精神医療中核病院、日本赤十字社岡山県支部、県医師会、県歯科

医師会、県薬剤師会、県看護協会への医療従事者の派遣要請 

・中国５県の相互応援協定書による医療従事者の派遣要請 

・他都道府県及び国（厚生労働省）に対する医療従事者の派遣要請 

・災害対策本部に対する医療従事者の派遣要請の連絡 

・他都道府県、県内他地域からの派遣救護班の調整 

 

 

県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、

また、ＤＭＡＴ活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム（ＪＭ

ＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人

地域医療機能推進機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム

（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、日本災害リハビリテ

ーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（Ｊ

ＤＡ－ＤＡＴ）、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を

得て、指定避難所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制

の確保・継続を図るものとし、その調整に当たり、災害医療コーデ

ィネーター及び災害薬事コーディネーターは、県に対して適宜助言

及び支援を行う。その際、県は、医療チーム等の交代により医療情

報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継ぎが

適切に実施されるよう努める。 

また、県は、ＤＭＡＴ等及びドクターヘリに関する派遣の調整に

より、医療活動の総合調整を行う。その際、災害医療コーディネー

ター、災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コーディネーター

は、県に対して適宜助言及び支援を行う。 

医療における県災害保健医療福祉調整本部の役割は次のとおりと

する。 

ア 総合的な医療情報の収集及び提供 

・広域災害救急医療情報システムの活用等により、医療機関の状

況、被災者の医療ニーズ等に関する情報を総合的に把握するとと

もに、必要に応じて県民等へ情報を提供する。 

イ 傷病者の受入れの要請及び搬送に関する総合調整 

・県内及び県外の医療機関への傷病者の搬送先の広域調整と搬送手

段の確保を行う。 

ウ  医療従事者確保の総合調整 

・災害拠点病院（基幹災害拠点病院、地域災害拠点病院）、災害時

精神医療中核病院、日本赤十字社岡山県支部、県医師会、県歯科

医師会、県薬剤師会、県看護協会への医療従事者の派遣要請 

・中国５県の相互応援協定書による医療従事者の派遣要請 

・他都道府県及び国（厚生労働省）に対する医療従事者の派遣要請 

・災害対策本部に対する医療従事者の派遣要請の連絡 

・他都道府県、県内他地域からの派遣救護班の調整 

・必要に応じ、政府本部に対する被災地域内の港湾における船舶を

活用した医療活動の要請 
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エ 医薬品等の供給に関する総合調整 

・医薬品卸売業者等に要請し、必要な医薬品等を医療機関等に供給

する。 

オ 医療ボランティアの統括 

・県災害対策本部内の総合ボランティア班との連携の下に、医療ボ

ランティアの登録、活動場所、交代時期等の指示・調整を行う。 

さらに、災害急性期にＤＭＡＴの出動を要請した場合及びＤＰＡ

Ｔの受入れ・派遣を決定した場合等において、県災害保健医療福祉

調整本部の下に、ＤＭＡＴ県調整本部及びＤＰＡＴ県調整本部を必

要に応じて設置し、ＤＭＡＴ及びＤＰＡＴ活動の調整を行う。 

（略） 

（2）救護所の設置・救護班の編成 

（略） 

［消防機関］ 

消防機関は、傷病者の発生状況等により、必要に応じて県災害保

健医療福祉調整本部に対してＤＭＡＴの出動を要請する。 

（略） 

（3）救急医療活動のアクセスの確保 

（略） 

第２ 医薬品等の供給 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（略） 

（2）輸血用血液製剤の供給 

（新設） 

 

 

 

［県赤十字血液センター］ 

県赤十字血液センターは、的確な情報収集に努め、県及び市町村

等と連携を密にし、円滑な輸血用血液製剤の確保・供給に努める。 

また、県赤十字血液センターは、必要に応じ中四国ブロック血液

センターと連絡をとり円滑な輸血用血液製剤の確保・供給に努め

エ 医薬品等の供給に関する総合調整 

・医薬品卸売業者等に要請し、必要な医薬品等を医療機関等に供給

する。 

オ 医療ボランティアの統括 

・県災害対策本部内の総合ボランティア班との連携の下に、医療ボ

ランティアの登録、活動場所、交代時期等の指示・調整を行う。 

さらに、災害急性期にＤＭＡＴの派遣を要請した場合及びＤＰＡ

Ｔの受入れ・派遣を決定した場合等において、県災害保健医療福祉

調整本部の下に、ＤＭＡＴ県調整本部及びＤＰＡＴ県調整本部を必

要に応じて設置し、ＤＭＡＴ及びＤＰＡＴ活動の調整を行う。 

（略） 

（2）救護所の設置・救護班の編成 

（略） 

［消防機関］ 

消防機関は、傷病者の発生状況等により、必要に応じて県災害保

健医療福祉調整本部に対してＤＭＡＴの派遣を要請する。 

（略） 

（3）救急医療活動のアクセスの確保 

（略） 

第２ 医薬品等の供給 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（略） 

（2）輸血用血液製剤の供給 

［県（保健医療部）、市町村、県赤十字血液センター］ 

県、市町村及び県赤十字血液センターは、災害時等において医療

需要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な広報手段を用

いて、献血への協力を呼びかける。 

［県赤十字血液センター］ 

県赤十字血液センターは、的確な情報収集に努め、県及び市町村

等と連携を密にし、円滑な輸血用血液製剤の確保・供給に努める。 

また、県赤十字血液センターは、必要に応じ中四国ブロック血液

センターと連絡をとり円滑な輸血用血液製剤の確保・供給に努め

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県献血推進計画

等との整合 
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る。 

 

 

 

［県（保健医療部）］ 

県は、的確な情報収集に努め、市町村及び岡山県赤十字血液セン

ター等と連携を密にし、円滑な輸血用血液製剤の確保・供給に努め

る。 

 

（略） 

第４項 避難及び避難所の設置・運営計画 

第１ 避難方法 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）避難指示 

（略） 

（2）避難誘導及び一般住民の避難 

（略） 

県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可

能となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難

における居住者等及び広域一時滞在における被災住民（以下「広域

避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等と

の協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順

等を定めるよう努める。 

 

 

 

（略） 

［市町村］ 

（略） 

避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難

場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とする

ものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保する

る。その際、輸血用血液製剤緊急輸送車両の確保等のため、県及び

市町村等との連携に努める。 

さらに、被害状況等の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの

可否について判断するなど、献血者の安全に十分に配慮する。 

［県（保健医療部）］ 

県は、的確な情報収集に努め、市町村及び岡山県赤十字血液セン

ター等と連携を密にし、円滑な輸血用血液製剤の確保・供給に努め

る。また、県は、広域的な需給調整を行う際など、県赤十字血液セ

ンターの取組を支援する。 

（略） 

第４項 避難及び避難所の設置・運営計画 

第１ 避難方法 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）避難指示 

（略） 

（2）避難誘導及び一般住民の避難 

（略） 

県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可

能となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難

における居住者等及び広域一時滞在における被災住民（以下「広域

避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等と

の協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順

等を定めるよう努める。 

県は発災時において、民間事業者との災害時連携協定に基づいて

運送を行う体制を速やかに整え、指定避難所等までの運送体制を確

保する。 

（略） 

［市町村］ 

（略） 

避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難

場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とする

ものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保する
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ことができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うこ

とや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難

がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことに

ついて、市町村は、住民等への周知徹底に努める。 

市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在

が可能となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域

避難者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結

など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよ

う努める。 

 

 

 

市町村は、住民に感染症の濃厚接触者がいる場合は、個室や避難

所で専用の避難スペースに避難誘導する。 

（略） 

第２  指定避難所の設置 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）指定避難所の被災状況の確認 

（略） 

（2）指定避難所の開設 

（略） 

 市町村は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑

に講じられるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告し、県

は、その情報を国に共有するよう努める。 

 

（略） 

第３  指定避難所等の運営体制 

１  現状と課題 

（略） 

２  基本方針 

（略） 

さらに、県及び市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難

ことができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うこ

とや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難

がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことに

ついて、市町村は、住民等への周知徹底に努める。 

市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在

が可能となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域

避難者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結

など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよ

う努める。 

被災市町村は、広域一時滞在の受入先の市町村との間で、被災住

民に関する情報の共有を確実に行うものとする。また、受入先の市

町村は、受け入れた被災住民に対し、必要な支援情報を提供する。 

市町村は、住民に感染症の濃厚接触者がいる場合は、個室や避難

所で専用の避難スペースに避難誘導する。 

（略） 

第２  指定避難所の設置 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）指定避難所の被災状況の確認 

（略） 

（2）指定避難所の開設 

（略） 

 市町村は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑

に講じられるよう、避難所の開設状況等とともに、指定避難所につ

いては当該避難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを適

切に県に報告し、県は、その情報を国に共有するよう努める。 

（略） 

第３  指定避難所等の運営体制 

１  現状と課題 

（略） 

２  基本方針 

（略） 

さらに、県及び市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難
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の長期化等にかんがみ、必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期

確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住

宅、空き家等、ホテル・旅館等利用可能な既存住宅のあっせん及び

活用等により、指定避難所の早期解消に努めることを基本とし、そ

の際の取扱い等をあらかじめ定めておく。 

３  対 策 

（略） 

（1）維持管理体制の確立 

（略） 

（2）自治組織、施設、行政による連携 

（略） 

（3）生活環境への配慮 

［市町村］ 

指定避難所の運営に当たっては、避難者の生活環境を確保するた

め、次のような措置を講じる。 

・避難所開設当初から状況に応じて、パーティションや段ボールベ

ッド等の簡易ベッドを設置するよう努め、食事供与の状況、トイ

レの設置状況等、入浴の機会の提供状況、避難者の生活状況を随

時把握し、必要な対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村は、それぞれの指定避難所に受け入れている避難者に係る

情報及び指定避難所で生活せず食料や水等を受取りに来ている被

災者等に係る情報の早期把握に努める。また、民生委員・児童委

員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、避難行動要

支援者等の要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報

について地方公共団体に提供する。 

・避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、段ボー

ルベッド、パーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士

等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配

の長期化等にかんがみ、必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期

確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住

宅、空き家等、ホテル・旅館等利用可能な既存住宅のあっせん及び

活用等により、避難所の早期解消に努めることを基本とし、その際

の取扱い等をあらかじめ定めておく。 

３  対 策 

（略） 

（1）維持管理体制の確立 

（略） 

（2）自治組織、施設、行政による連携 

（略） 

（3）生活環境への配慮 

［市町村］ 

指定避難所の運営に当たっては、避難者の生活環境を確保するた

め、次のような措置を講じる。 

・避難所開設当初から状況に応じて、プライバシー確保のためのパ

ーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置すること、

栄養バランスのとれた適温の食事を提供できるよう、炊き出しに

利用できる学校給食施設等の場所、調理器具や食料を確保するこ

とに努めるとともに、快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、

健康のための入浴施設の設置状況の把握に努め、必要な対策を講

じる。また、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の

頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理状況など、避難者の

健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に必要

となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講ずる

よう努める。 

・市町村は、それぞれの指定避難所に受け入れている避難者に係る

情報及び指定避難所で生活せず食料や水等を受取りに来ている被

災者等に係る情報の早期把握に努める。また、民生委員・児童委

員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、避難行動要

支援者等の要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報

について地方公共団体に提供する。 

（削除） 
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食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や

指定避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温

の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な

支援の実施など、必要な措置を講じるよう努める。 

・市町村は、指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康

管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避

難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。 

・市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合

は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策と

して必要な措置を講じるよう努める。また、自宅療養者等が指定

避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担

当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有する。 

・指定避難所の運営における意思決定の場への女性の参画を推進す

るとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮す

る。特に、男女別の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用

品、女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防

犯ブザーの配布等による指定避難所等における安全性の確保な

ど、性別や子育て家庭のニーズ等に配慮した指定避難所の運営管

理に努める。 

 

 

・やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実

施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活

環境の確保が図られるよう努める。 

（略） 

（4）保健・福祉面の対応 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村は、指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康

管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避

難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。 

・市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合

は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策と

して必要な措置を講じるよう努める。また、自宅療養者等が指定

避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担

当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有する。 

・指定避難所等の運営における意思決定の場への女性や子育て家庭

の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視

点等への配慮や子ども・若者の居場所の確保に努める。特に、男

女別の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着

の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布

等による指定避難所等における安全性の確保、キッズスペース

（子どもの遊び場）や学習スペースの設置など、性別や子育て家

庭、子ども・若者のニーズ等に配慮した指定避難所の運営管理に

努める。 

・やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等

保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境

の確保が図られるよう努める。 

（略） 

（4）保健・福祉面の対応 

［県（子ども・福祉部）］ 

 県は、必要に応じ、その地域内における福祉的支援を円滑に行う

ための総合調整等に努める。 

県は、避難所等の高齢者、障害のある人等の多様なニーズへの対

応のため、 必要に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を避

難所の避難者、在宅避難者や車中泊避難者のもとへ派遣する。ま

た、国又は被災都道府県の要請に基づき、被災都道府県における避

難所等の高齢者、障害のある人等の多様なニーズの対応のため、Ｄ

ＷＡＴの応援派遣を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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（略） 

第５項 道路啓開 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）緊急輸送道路の選定基準 

（略） 

（2）緊急輸送道路の指定 

（略） 

（3）緊急輸送道路の啓開 

［国、県（土木部）、市町村、西日本高速道路株式会社、本州四国

連絡高速道路株式会社、県警察］ 

（略） 

エ 道路管理者及び県警察は、啓開作業を実施するに当たり、路上

の障害物の除去が必要な場合には、消防機関及び自衛隊等の協力

を得て実施する。 

 

第６項 交通の確保計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）陸上交通の確保 

［県（危機管理課）、県公安委員会］ 

  緊急通行車両の確認を行い、標章及び証明書を交付する。な

お、県公安委員会においては、規制除外車両の確認を行い、標章及

び証明書を交付するほか、平常時の緊急通行車両の事前確認及び規

制除外車両の事前届出により、緊急交通路指定時のこれら車両の確

認手続の簡素・効率化を図る。 

（略） 

 イ 緊急通行車両及び規制除外車両の確認 

緊急通行車両の事前確認及び規制除外車両の事前届出制度に

ついて、周知及び適正な運用  を図るとともに、災害時におけ

（略） 

第５項 道路啓開 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）緊急輸送道路の選定基準 

（略） 

（2）緊急輸送道路の指定 

（略） 

（3）緊急輸送道路の啓開 

［国、県（土木部）、市町村、西日本高速道路株式会社、本州四国

連絡高速道路株式会社、県警察］ 

（略） 

エ 道路管理者及び県警察は、啓開作業を実施するに当たり、状況

に応じて消防機関及び自衛隊等の協力を得て必要な措置をとる。 

 

 

第６項 交通の確保計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）陸上交通の確保 

［県（危機管理課）、県公安委員会］ 

  緊急通行車両の確認を行い、標章及び証明書を交付する。な

お、県公安委員会においては、規制除外車両の確認を行い、標章及

び証明書を交付するほか、平時の緊急通行車両の事前確認及び規制

除外車両の事前届出により、緊急交通路指定時のこれら車両の確認

手続の簡素・効率化を図る。 

（略） 

イ 緊急通行車両及び規制除外車両の確認 

緊急通行車両の事前確認及び規制除外車両の事前届出制度に

ついて、周知及び適正な運用を図るとともに、災害時における
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る確認事務の迅速、適正な処理に努める。 

（略） 

（2）海上交通の確保 

（略） 

（3）航空交通の確保（ヘリポート基地の整備・確保） 

（略） 

（4）帰宅困難者対策 

［県（危機管理課）、市町村、防災関係機関等］ 

県、市町村、防災関係機関等は連携し、適切な情報提供、指定避

難所の開設などにより帰宅困難者の不安を取り除き、社会的混乱を

防止する必要がある。そのため、特に都市部において公共交通機関

が停止した場合には、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大

量に発生することから、「むやみに移動を開始しない」という帰宅

困難者対策の基本原則や安否確認手段について、平常時から積極的

に広報しておくとともに、退避経路の案内など滞留者の誘導対策、

建築物に付随する屋根瓦、看板等の落下物による被害などの二次災

害の防止に努める。 

 また、大規模な集客施設等の管理者に対して、滞留者の誘導体制

の整備を促すとともに、必要に応じ、主要駅周辺に男女のニーズの

違いや要配慮者のニーズに配慮した一時的な滞在場所の確保を推進

する。さらに、徒歩帰宅者に水の提供やトイレの使用等の支援が行

えるよう、コンビニエンスストア及びガソリンスタンド等に対し平

常時から協力を要請しておく。 

 また、学校等においては、保護者への児童生徒等の引渡しルール

などをあらかじめ決めておくなど、一斉帰宅による混乱を避けるた

めのルールづくりを促進する。 

（略） 

第７項 消火活動に関する計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針   

地震の「揺れ」に伴う火災が、広域的に同時多発した場合の消火

活動の困難さを考えれば、「火災を発生させない」、「火災が発生し

ても延焼を拡大させない」といった事前の対策を十分講じておくと

ともに、こうした火災が発生した場合には応援を受けることを前提

にした消火活動の計画等の整備を図る。 

確認事務の迅速、適正な処理に努める。 

（略） 

（2）海上交通の確保 

（略） 

（3）航空交通の確保（ヘリポート基地の整備・確保） 

（略） 

（4）帰宅困難者対策 

［県（危機管理課）、市町村、防災関係機関等］ 

県、市町村、防災関係機関等は連携し、適切な情報提供、指定避

難所の開設などにより帰宅困難者の不安を取り除き、社会的混乱を

防止する必要がある。そのため、特に都市部において公共交通機関

が停止した場合には、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大

量に発生することから、「むやみに移動を開始しない」という帰宅

困難者対策の基本原則や安否確認手段について、平時から積極的に

広報しておくとともに、退避経路の案内など滞留者の誘導対策、建

築物に付随する屋根瓦、看板等の落下物による被害などの二次災害

の防止に努める。 

 また、大規模な集客施設等の管理者に対して、滞留者の誘導体制

の整備を促すとともに、必要に応じ、主要駅周辺に男女のニーズの

違いや要配慮者のニーズに配慮した一時的な滞在場所の確保を推進

する。さらに、徒歩帰宅者に水の提供やトイレの使用等の支援が行

えるよう、コンビニエンスストア及びガソリンスタンド等に対し平

時から協力を要請しておく。 

 また、学校等においては、保護者への児童生徒等の引渡しルール

などをあらかじめ決めておくなど、一斉帰宅による混乱を避けるた

めのルールづくりを促進する。 

（略） 

第７項 消火活動に関する計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針   

地震の「揺れ」に伴う火災が、広域的に同時多発した場合の消火活

動の困難さを考えれば、「火災を発生させない」、「火災が発生して

も延焼を拡大させない」といった事前の対策を十分講じておくとと

もに、こうした火災が発生した場合には応援を受けることを前提に

した消火活動の計画等の整備を図る。 
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（略） 

第 10項 緊急輸送計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

(1）陸上輸送 

［道路管理者等］ 

ア 各道路管理者は高速道路、国道、県・市町村道等について、

早急に被害状況を把握し、障害物の除去、応急復旧等を行い、

道路機能の確保を図る。 

（略） 

［県警察］ 

ア 県警察は、被災地直近はもとより、広範囲な交通規制を行

い、必要に応じ、隣県警察の協力を得る。 

イ 緊急通行車両及び規制除外車両の確認等 

（ア）知事及び県公安委員会は、緊急通行車両の確認事務の調整

を図り、緊急通行車両の標章等を確保しておく。 

（イ）県公安委員会は、平常時から緊急通行車両の確認及び事前

届出制度による規制除外車両の審査を行う。 

（略） 

第 11項 物資等の受入れ、集積、搬送、配分計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）必要とする物資等の把握・情報提供 

［県（危機管理課、子ども・福祉部、産業労働部）］ 

県は、物資調達・輸送調整等支援システムを活用するなどによ

り、被災市町村の情報を速やかに把握するとともに、県内で調達で

きない物資の種類及び数量並びに県内の受入地を国に連絡し、調達

消防本部は、津波警報下での安全・的確な消防活動の実施のた

め、都道府県や市町村の防災担当部局等と連携した消防計画の策定

等により、津波時の浸水想定を勘案した消防体制の整備に努める。 

（略） 

第 10項 緊急輸送計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

(1）陸上輸送 

［道路管理者等］ 

ア 各道路管理者は高速道路、国道、県・市町村道等について、

早急に被害状況を把握し、障害物の除去、応急復旧等を行い、

緊急車両の通行の確保を図る。 

（略） 

［県警察］ 

ア 県警察は、被災地直近はもとより、広範囲な交通規制を行

い、必要に応じ、隣県警察の協力を得る。 

イ 緊急通行車両及び規制除外車両の確認等 

（ア）知事及び県公安委員会は、緊急通行車両の確認事務の調整

を図り、緊急通行車両の標章等を確保しておく。 

（イ）県公安委員会は、平時から緊急通行車両の確認及び事前届

出制度による規制除外車両の審査を行う。 

（略） 

第 11項 物資等の受入れ、集積、搬送、配分計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３ 対 策 

（1）必要とする物資等の把握・情報提供 

［県（危機管理課、子ども・福祉部、産業労働部）］ 

県は、国の新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用するなどによ

り、被災市町村の情報を速やかに把握するとともに、県内で調達で

きない物資の種類及び数量並びに県内の受入地を国に連絡し、調達
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を要請する。 

また、県は、被災市町村における備蓄物資等が不足する場合、災

害応急対策を的確に行うことが困難であると認める場合など、その

事態に照らし緊急を要し、被災市町村からの要求を待ついとまがな

いと認められるときは、要求を待たないで被災市町村に対する物資

を確保し輸送する。 

［被災市町村］ 

指定避難所等に不足している物資を、必要に応じて物資調達・輸

送調整等支援システムを活用し、各指定避難所の責任者等から報告

を受け、備蓄品で対応できない物資又は自主調達できない物資の品

目及び数量並びに把握した時間を県に連絡する。また、指定避難所

等を巡回し、避難者のニーズを把握する。 

なお、指定避難所に届いた物資の品目及び数量を把握し、不足し

ている物資の品目及び数量、過剰になっている物資の品目及び数量

を取りまとめ、当該市町村内で調整の上、県に報告し、物資の有効

活用を図る。 

（略） 

第 12項 ボランティアの受入れ、調整計画 

１ 現状と課題 

災害時には、平常時に比べて各種救援を必要とする者が増加し、

通常の行政システムの処理能力をはるかに超えることが予想され

る。そのため、ボランティア活動への期待が高まるが、その内容も

発災直後には人命救助や負傷者の手当等、次段階では救援物資の仕

分け及び輸送、避難所や在宅の被災者に対する食事や飲料水の提供

その他の生活支援、高齢者や障害のある人等の要配慮者に対する物

心両面での支援というように、時間経過とともに変化していくこと

が予想される。 

一方、このようなボランティア活動が無秩序に行われると現場の

混乱につながるおそれがある。 

そのため、行政としても、ボランティア活動が円滑に行われるよ

う環境整備を行う必要がある。 

（略） 

第３節 民生安定活動 

（略） 

第８項 災害時廃棄物等応急処理計画 

１ 現状と課題 

を要請する。 

また、県は、被災市町村における備蓄物資等が不足する場合、災

害応急対策を的確に行うことが困難であると認める場合など、その

事態に照らし緊急を要し、被災市町村からの要求を待ついとまがな

いと認められるときは、要求を待たないで被災市町村に対する物資

を確保し輸送する。 

［被災市町村］ 

指定避難所等に不足している物資を、必要に応じて国の新物資シ

ステム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、各指定避難所の責任者等から報告

を受け、備蓄品で対応できない物資又は自主調達できない物資の品

目及び数量並びに把握した時間を県に連絡する。また、指定避難所

等を巡回し、避難者のニーズを把握する。 

なお、指定避難所に届いた物資の品目及び数量を把握し、不足し

ている物資の品目及び数量、過剰になっている物資の品目及び数量

を取りまとめ、当該市町村内で調整の上、県に報告し、物資の有効

活用を図る。 

（略） 

第 12項 ボランティアの受入れ、調整計画 

１ 現状と課題 

災害時には、平時に比べて各種救援を必要とする者が増加し、通

常の行政システムの処理能力をはるかに超えることが予想される。

そのため、ボランティア活動への期待が高まるが、その内容も発災

直後には人命救助や負傷者の手当等、次段階では救援物資の仕分け

及び輸送、避難所や在宅の被災者に対する食事や飲料水の提供その

他の生活支援、高齢者や障害のある人等の要配慮者に対する物心両

面での支援というように、時間経過とともに変化していくことが予

想される。 

一方、このようなボランティア活動が無秩序に行われると現場の

混乱につながるおそれがある。 

そのため、行政としても、ボランティア活動が円滑に行われるよ

う環境整備を行う必要がある。 

（略） 

第３節 民生安定活動 

（略） 

第８項 災害時廃棄物等応急処理計画 

１ 現状と課題 
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（略） 

２ 基本方針 

県及び市町村は、あらかじめ策定した災害廃棄物処理計画に基づ

き、必要に応じて広域処理を含め、災害廃棄物の処理方法を確立す

るとともに、仮置場、最終処分地を確保し、計画的な収集、運搬及

び処分を図ることにより、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理する。

加えて、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理

を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施

地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物等

の搬出を行う。 

処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限り再

生利用と減量化に努める。 

広域的な相互協力体制の整備に当たっては、被災していない市町

村は、支援ニーズを把握した上で支援可能な協力を行うとともに、

県は体制整備に関する調整を行う。 

３ 対 策 

（略） 

（1）組織体制の整備等 

（略） 

［市町村］ 

市町村は、あらかじめ定めた災害廃棄物処理計画に基づき、被災

後、直ちに指揮命令・情報収集・連絡体制を構築する。 

建設事業者団体や廃棄物事業者団体などと平常時に災害支援協定

を締結している場合は、協定に基づき協力・支援要請を行う。 

被災していない市町村は、支援ニーズを把握した上で支援体制構

築に協力する。 

（略） 

（4）災害廃棄物の処理 

（略） 

［市町村］ 

市町村は、災害廃棄物処理実行計画に基づき計画的に処理を行

う。 

また、自区内での災害廃棄物の処理が困難と判断した場合は、近

隣市町村及び県に広域支援を要請する。 

ア 損壊家屋の解体・撤去 

市町村は、通行上支障がある災害廃棄物を撤去し、倒壊の危

（略） 

２ 基本方針 

県及び市町村は、あらかじめ策定した災害廃棄物処理計画に基づ

き、必要に応じて広域処理を含め、災害廃棄物の処理方法を確立す

るとともに、仮置場・最終処分場を確保し、計画的な収集、運搬及

び処分を図ることにより、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理する。

加えて、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理

を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施

地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物等

の搬出を行う。 

処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限り再

生利用と減量化に努める。 

広域的な相互協力体制の整備に当たっては、被災していない市町

村は、支援ニーズを把握した上で支援可能な協力を行うとともに、

県は体制整備に関する調整を行う。 

３ 対 策 

（略） 

（1）組織体制の整備等 

（略） 

［市町村］ 

市町村は、あらかじめ定めた災害廃棄物処理計画に基づき、被災

後、直ちに指揮命令・情報収集・連絡体制を構築する。 

建設事業者団体や廃棄物事業者団体などと平時に災害支援協定を

締結している場合は、協定に基づき協力・支援要請を行う。 

被災していない市町村は、支援ニーズを把握した上で支援体制構

築に協力する。 

（略） 

（4）災害廃棄物の処理 

（略） 

［市町村］ 

市町村は、災害廃棄物処理実行計画に基づき計画的に処理を行

う。 

また、自区内での災害廃棄物の処理が困難と判断した場合は、近

隣市町村及び県に広域支援を要請する。 

ア 損壊家屋の解体・撤去 

市町村は、通行上支障がある災害廃棄物を撤去し、倒壊の危
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険性のある建物を優先的に解体・撤去する。この場合において

も分別を考慮し、緊急性のあるもの以外はミンチ解体を行わな

い。平常時に把握した石綿含有建材の使用状況を確認し、その

情報を関係者へ周知し、他の廃棄物への混入を防ぐ。 

イ 収集運搬 

市町村は、道路の復旧状況や優先的に回収する災害廃棄物の

種類、収集運搬ルート等を踏まえ収集運搬体制を整備する。ま

た、災害廃棄物の適正処理及び再生利用と減量のための分別に

ついて住民に周知する。 

ウ 仮置場 

市町村は、被害状況を反映した発生推計量を基に必要面積の

見直しを行う。 

仮置場の確保に当たっては、平常時に選定している仮置場を

候補地とするが、災害時には落橋、がけ崩れ、水没等により仮

置場の候補地へアプローチできないなどの被害状況を踏まえ、

必要に応じて候補地を見直す。  

設置に当たっては、効率的な受入れ、分別及び処理ができる

よう分別保管し、周辺住民への環境影響を防ぐよう、設置場

所、レイアウト及び搬入導線等を検討する。また、仮置場の規

模、仮置きする廃棄物及び選別作業等の種類、仮置き予定期間

と返却後の土地用途を勘案し、可能な範囲で供用前の仮置場の

土壌汚染状況を把握する。 

（略） 

（5）住民等への啓発・広報、相談窓口の開設 

［市町村］ 

市町村は、被災者に対して災害廃棄物に係る啓発・広報を行う。 

また、被災者相談窓口（通信網復旧後は専用コールセンターの設

置など）を速やかに開設するとともに、平常時に検討した方法に従

い相談情報を管理し、必要に応じ、自動車や船舶などの所有物や思

い出の品・貴重品などに関する被災者相談窓口も開設する。 

 

第９項 防疫及び保健衛生計画 

第１  防 疫 

（略） 

第２ 健康管理 

１ 現状と課題 

険性のある建物を優先的に解体・撤去する。この場合において

も分別を考慮し、緊急性のあるもの以外はミンチ解体を行わな

い。平時に把握した石綿含有建材の使用状況を確認し、その情

報を関係者へ周知し、他の廃棄物への混入を防ぐ。 

イ 収集運搬 

市町村は、道路の復旧状況や優先的に回収する災害廃棄物の

種類、収集運搬ルート等を踏まえ収集運搬体制を整備する。ま

た、災害廃棄物の適正処理及び再生利用と減量のための分別に

ついて住民に周知する。 

ウ 仮置場 

市町村は、被害状況を反映した発生推計量を基に必要面積の

見直しを行う。 

仮置場の確保に当たっては、平時に選定している仮置場を候

補地とするが、災害時には落橋、がけ崩れ、水没等により仮置

場の候補地へアプローチできないなどの被害状況を踏まえ、必

要に応じて候補地を見直す。  

設置に当たっては、効率的な受入れ、分別及び処理ができる

よう分別保管し、周辺住民への環境影響を防ぐよう、設置場

所、レイアウト及び搬入導線等を検討する。また、仮置場の規

模、仮置きする廃棄物及び選別作業等の種類、仮置き予定期間

と返却後の土地用途を勘案し、可能な範囲で供用前の仮置場の

土壌汚染状況を把握する。 

（略） 

（5）住民等への啓発・広報、相談窓口の開設 

［市町村］ 

市町村は、被災者に対して災害廃棄物に係る啓発・広報を行う。 

また、被災者相談窓口（通信網復旧後は専用コールセンターの設

置など）を速やかに開設するとともに、平時に検討した方法に従い

相談情報を管理し、必要に応じ、自動車や船舶などの所有物や思い

出の品・貴重品などに関する被災者相談窓口も開設する。 

 

第９項 防疫及び保健衛生計画 

第１  防 疫 

（略） 

第２ 健康管理 

１ 現状と課題 
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住民の健康管理については、「自分の健康は自分でつくる」との

住民自らの自覚と自己責任を基本理念とし、行政は平常時から健康

管理のための社会的な環境整備を行っているところである。 

（略） 

２ 基本方針  

（略） 

３ 対 策 

［県（保健医療部、子ども・福祉部）］ 

県は、必要に応じ、その被災地域内における保健衛生活動を円滑

に行うための総合調整等に努める。 

災害の状況に応じ当該市町村のみの対応では不十分な場合は、次

の対策を行う。 

ア 被災地の保健所等を拠点として市町村との協力の下に、避難

所巡回や戸別訪問を行うための医師、保健師、栄養士等からな

る保健チームの編成を行う。 

イ 県内他地域からの保健所医師、保健師、栄養士等のマンパワ

ーの確保に努めるとともに、必要な場合は他県に対して人員派

遣の要請を行う。 

ウ 避難所の高齢者、障害のある人等の生活機能の低下の防止等

のため、必要に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）や災

害支援ナースを避難所へ派遣する。 

エ 避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災

害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請す

るものとする。 

（略） 

第 10項 文教対策計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

地震災害により通常の教育を行うことができなくなった場合は、

早急に仮校舎及び仮運動場の確保、学校施設の応急復旧を実施する

とともに、安全な通学及び学校給食の確保、教科書及び学用品の供

給、授業料等の減免、奨学金の貸与、被災による生活困窮家庭の児

童生徒等に対する就学支援の増強並びに特別支援学校在籍児童生徒

等の就学奨励費の再支給等、就学に支障を来さないよう応急の教育

に必要な措置を講じる。 

住民の健康管理については、「自分の健康は自分でつくる」との

住民自らの自覚と自己責任を基本理念とし、行政は平時から健康管

理のための社会的な環境整備を行っているところである。 

（略） 

２ 基本方針  

（略） 

３ 対 策 

［県（保健医療部、子ども・福祉部）］ 

県は、必要に応じ、その被災地域内における保健衛生活動を円滑

に行うための総合調整等に努める。 

災害の状況に応じ当該市町村のみの対応では不十分な場合は、次

の対策を行う。 

ア 被災地の保健所等を拠点として市町村との協力の下に、避難

所巡回や戸別訪問を行うための医師、保健師、栄養士等からな

る保健チームの編成を行う。 

イ 県内他地域からの保健所医師、保健師、栄養士等のマンパワ

ーの確保に努めるとともに、必要な場合は他県に対して人員派

遣の要請を行う。 

ウ 避難所等の高齢者、障害のある人等の生活機能の低下の防止

等のため、必要に応じて、災害支援ナースを避難所等へ派遣す

る。 

エ 避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災

害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請す

るものとする。 

 

（略） 

第 10項 文教対策計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

地震災害により通常の教育を行うことができなくなった場合は、

早急に仮校舎及び仮運動場の確保、学校施設の応急復旧を実施する

とともに、安全な通学及び学校給食の確保、教科書及び学用品の供

給、授業料等の減免、奨学金の貸与、被災による生活困窮家庭の児

童生徒等に対する就学支援の増強並びに特別支援学校在籍児童生徒

等の就学奨励費の再支給等、就学に支障を来さないよう応急の教育
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（略） 

第４節 機能確保活動 

第１項 ライフライン（電気、ガス、水道等）施設応急対策計画 

１ 基本方針   

（略） 

２ 対 策 

（略） 

第１ ガス施設応急対策計画 

（略） 

第２ 上水道施設応急対策計画 

［市町村］ 

ア  応急給水の実施 

水道施設の被災により、各地域での断水が予想されるため、施

設の機能回復までの暫定措置として、給水車や給水タンクによる

応急給水を実施する。 

 

 

 

この場合、地震発生後は、指定避難所や医療施設などを中心

に、施設の性格に応じた優先的な給水を実施し、時間的経過によ

り、被災者の状況等を把握した上で、要配慮者に配慮した、より

きめ細かな給水を実施する。 

イ  施設の復旧 

被災者の生活再建にとって、生活用水の供給は必要不可欠であ

り、早急な施設の復旧体制の整備に努める必要がある。 

 

 

 

 

（略） 

第５ 電気通信施設応急対策計画  

［西日本電信電話株式会社（岡山支店）］ 

に必要な措置を講ずる。 

児童生徒の学びの継続のために、必要に応じて、被災地学び支援

派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）を活用し、学校支援チーム・応援教職

員、スクールカウンセラー等を派遣する。 

（略） 

第４節 機能確保活動 

第１項 ライフライン（電気、ガス、水道等）施設応急対策計画 

１ 基本方針   

（略） 

２ 対 策 

（略） 

第１ ガス施設応急対策計画 

（略） 

第２ 上水道施設応急対策計画 

［市町村］ 

ア  応急給水の実施 

水道施設の被災により、各地域での断水が予想されるため、施

設の機能回復までの暫定措置として、給水車や給水タンクによる

応急給水を実施する。 

断水が発生した場合、速やかに、断水状況を把握した上で応急

給水計画を策定するとともに、応急給水に必要な人員、給水車及

び資機材を確保して、応急給水の実施に努めるものとする。 

この場合、地震発生後は、指定避難所や医療施設などを中心

に、施設の性格に応じた優先的な給水を実施し、時間的経過によ

り、被災者の状況等を把握した上で、要配慮者に配慮した、より

きめ細かな給水を実施する。 

イ  施設の復旧 

被災者の生活再建にとって、生活用水の供給は必要不可欠であ

り、早急な施設の復旧体制の整備に努める必要がある。災害発生

時において、上水道の構造等を勘案して、速やかに、上水道施設

の巡視を行い、損傷その他の異状があることを把握したときは、

下水道管理者と連携し、施設の機能を維持するために必要な応急

措置を講ずる。 

（略） 

第５ 電気通信施設応急対策計画  

［ＮＴＴ西日本株式会社（岡山支店）］ 
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平常時においては、通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想

定を考慮した基幹的設備の地理的分散、応急復旧機材の配備、通信

輻輳対策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性強化に向け

た取組の推進に努め、特に、地方公共団体の庁舎等の重要拠点の通

信確保に配慮することとする。 

電気通信施設の応急対策については、県・市町村及び指定行政機

関等と連携して重要通信の確保はもとより、被災地域における通信

の孤立化を防ぎ、一般の通信も最大限確保するために、応急復旧作

業を迅速かつ的確に実施する。 

（略） 

第６ 下水道施設応急対策計画 

［県（土木部）、市町村］ 

イ  市町村は、市町村が管理する下水道施設について、県に準じた

対策を講じるが、県施設と比べ管渠延長が長大なこと、住民と密

着している避難所等に接続する、特に重要な管渠ルートの確認や

下水道台帳の電算化、バックアップシステムなどについても検討

する。 

また、県は、被害の状況によっては、市町村からの要請又は独

自の判断により人員や資機材の支援を行うとともに、他の市町村

への相互支援の依頼を行う。 

（新設） 

 

 

 

第２項  住宅応急対策計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３  対 策 

（1）応急仮設住宅の供与 

［県（子ども・福祉部、土木部）、市町村］ 

ア 実施責任者 

（略） 

イ  知事が災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の供与 

（ア）建設による供与 

平時においては、通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想定

を考慮した基幹的設備の地理的分散、応急復旧機材の配備、通信輻

輳対策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた

取組の推進に努め、特に、地方公共団体の庁舎等の重要拠点の通信

確保に配慮することとする。 

電気通信施設の応急対策については、県・市町村及び指定行政機

関等と連携して重要通信の確保はもとより、被災地域における通信

の孤立化を防ぎ、一般の通信も最大限確保するために、応急復旧作

業を迅速かつ的確に実施する。 

（略） 

第６ 下水道施設応急対策計画 

［県（土木部）、市町村］ 

イ  市町村は、市町村が管理する下水道施設について、県に準じた

対策を講じるが、県施設と比べ管渠延長が長大なこと、住民と密

着している避難所等に接続する、特に重要な管渠ルートの確認や

下水道台帳の電算化、バックアップシステムなどについても検討

する。 

また、県は、被害の状況によっては、市町村からの要請又は独

自の判断により人員や資機材の支援を行うとともに、他の市町村

への相互支援の依頼を行う。 

ウ 下水道管理者は、災害発生時において、下水道の構造等を勘案

して、速やかに、下水道施設の巡視を行い、損傷その他の異状が

あることを把握したときは、上水道管理者と連携し、施設の機能

を維持するために必要な応急措置を講ずる。 

第２項  住宅応急対策計画 

１ 現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３  対 策 

（1）応急仮設住宅の供与 

［県（子ども・福祉部、土木部）、市町村］ 

ア 実施責任者 

（略） 

イ  知事が災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の供与 

（ア）建設による供与 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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18 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

ａ 建設基準 

（略） 

ｄ 管 理 

応急仮設住宅の管理は、原則として当該市町村長が行う。 

なお、運営に当たっては、各応急仮設住宅の適切な運営管理を

行う。この際、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死

や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミ

ュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進

し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに

配慮する。 

（略） 

第３項 公共施設等応急対策計画 

１  現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３  対 策 

（1）復旧体制の整備 

（略） 

（3）交通施設の応急復旧計画 

（略） 

（ウ）道路管理者は、一般社団法人岡山県建設業協会など関係団体

との間に応援協定等を締結し、障害物の除去（路面変状の補修や

迂回路の整備を含む）や応急復旧等を迅速に行うため、他の道路

管理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開等の計画を

作成するものとし、必要に応じてその見直しを行うものとする。

また、道路管理者は、当該計画も踏まえて、道路啓開等に必要な

人員、資機材等の確保に努める。 

 

（エ）道路管理者及び県警察は、啓開作業を実施するに当たり、路

上の障害物の除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む）が必

要な場合には、消防機関及び自衛隊等の協力を得て実施する。 

（略） 

第４章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第１節 総 則 

ａ 建設基準 

（略） 

ｄ 管 理 

応急仮設住宅の管理は、原則として当該市町村長が行う。 

なお、運営に当たっては、各応急仮設住宅の適切な運営管理を

行う。この際、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死

や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミ

ュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進

し、女性や子ども・若者を始めとする生活者の意見を反映できる

よう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭

動物の受入れに配慮する。 

（略） 

第３項 公共施設等応急対策計画 

１  現状と課題 

（略） 

２ 基本方針 

（略） 

３  対 策 

（1）復旧体制の整備 

（略） 

（3）交通施設の応急復旧計画 

（略） 

（ウ）道路管理者は、一般社団法人岡山県建設業協会など関係団体

との間に応援協定等を締結し、障害物の除去（路面変状の補修や

迂回路の整備を含む）や応急復旧等を迅速に行うため、道路法等

に基づき、協議会の設置によって他の道路管理者及び関係機関と

連携して、あらかじめ道路啓開等の計画を作成するとともに、定

期的な見直しを行うものとする。また、道路管理者は、当該計画

も踏まえて、道路啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確

保に努める。 

（エ）道路管理者及び県警察は、啓開作業を実施するに当たり、状

況に応じて消防機関及び自衛隊等の協力を得て必要な措置をと

る。 

（略） 

第４章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第１節 総 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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第１項 南海トラフ地震防災対策推進計画の目的 

１ 計画の目的 

この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 14年法律第 92号。以下「南海トラフ地震防災対

策特別措置法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラ

フ地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）について、

南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保

及び迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に関し地震防災上緊

急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、当該地域にお

ける地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

２ 計画の性格 

（1）この計画は、岡山県地域防災計画（地震・津波災害対策編）

の第４章として作成する。 

（2）この計画は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和３

年５月 25日、中央防災会議改定）等を踏まえて作成する。 

 

３ 推進計画の作成に当たって配慮すべき事項 

 以下に掲げる南海トラフ地震の特徴を踏まえ、「命を守る」こと

を目標とし、ソフト対策とハード対策を総動員した総合的な対策を

推進することを基本的な方針として、地域の被害想定等に応じた計

画を作成する。 

 

 

（1）極めて広域にわたり、強い揺れと巨大な津波が発生するこ

と。 

（2）時間差において複数の巨大地震が発生する可能性があり、そ

の被害は広域かつ甚大となること。 

(新設) 

 

(新設) 

 

(新設) 

（3）想定される最大規模の地震となった場合、被災の範囲は広域

にわたり、その被害はこれまで想定されてきた地震とは全く異な

ると考えられること。 

第１項 南海トラフ地震防災対策推進計画の目的 

１ 計画の目的 

この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 14 年法律第 92 号。以下「南海トラフ地震防災対

策特別措置法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラ

フ地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）について、

南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保

及び迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に関し地震防災上緊

急に整備すべき施設等に関する事項等を定め、当該地域における地

震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

２ 計画の性格 

（1）この計画は、岡山県地域防災計画（地震・津波災害対策編）

の第４章として作成する。 

（2）この計画は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和７

年７月１日、中央防災会議改定）等を踏まえて作成する。 

 

３ 推進計画の作成に当たって配慮すべき事項 

 以下に掲げる南海トラフ地震の特徴を踏まえ、「命を守る」「命を

つなぐ」ことを目標とし、ソフト対策とハード対策を総動員した総

合的な対策を推進することを基本的な方針として、地域の被害想定

等に応じた計画を作成する。なお、被害想定を踏まえ、定性的な分

析にとどまらず、定量的な分析などを行うことで推進計画の実効性

を高めることに努める。 

（1）極めて広域にわたり、強い揺れと巨大な津波が発生するこ

と。 

（2）時間差をおいて複数の巨大地震が発生する可能性があるこ

と。 

（3）高齢化や人口減少等の社会的要因に伴い災害対応に係る人

的・物的資源に限りがあること。 

（4）大都市や離島、孤立可能性地域等の地理的特性による課題が

あること。 

 (5)これらのことから、その被害は広域かつ甚大となること。 

（6）南海トラフ巨大地震が発生した場合には、被災の範囲は広域

にわたり、これまで経験したことのない甚大な被害が想定される

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

誤字の修正 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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第２項 南海トラフ地震防災対策推進地域 

 

南海トラフ地震防災対策特別措置法第３条に基づき指定された本

県の南海トラフ地震防災対策推進地域の区域は、次表のとおりであ

る。 

＜平成 26年３月 31日内閣府告示第 21号＞ 

（略） 

第３節  地震発生時の応急対策等 

（略） 

第２項 資機材、人員等の配備手配 

１ 資機材の調達手配   

災害救助用資機材の確保計画については、第２章「地震・津波災

害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危

機管理）」第７項「災害救助用資機材の確保計画」、建築用資機材の

備蓄計画については、第８項「建設用資機材の備蓄計画」資機材調

達計画については、第３章「地震・津波災害応急対策計画」第２節

「緊急活動」第２項「資機材調達計画」に準ずる。 

 

２ 人員の配備  

県は、管内の市町村等における人員の配備状況を把握し、必要に

応じて、市町村等への人員派遣等、広域的な措置をとる。 

 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置   

（1）防災関係機関は、地震が発生した場合において、岡山県地域

防災計画に定める災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施

するため、あらかじめ必要な資機材の点検、 整備及び配備等の

計画を作成する。 

 （2）機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 

  

第３項 他機関に対する応援要請 

 

１ 県が災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、

締結している応援協定は、第２章「地震・津波災害予防計画」第

２節「迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危機管理）」第

12項「広域的応援体制整備計画」及び第３章「地震・津波災害応

 

第２項 南海トラフ地震防災対策推進地域 

 

南海トラフ地震防災対策特別措置法第３条に基づき指定された本

県の南海トラフ地震防災対策推進地域の区域は、次表のとおりであ

る。 

＜令和７年７月２日内閣府告示第 107号＞ 

（略） 

第３節  地震発生時の応急対策等 

（略） 

第２項 資機材、人員等の配備手配 

１ 資機材の調達手配   

災害救助用資機材の確保計画については、第２章「地震・津波災

害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危

機管理）」第７項「災害救助用資機材の確保計画」、建築用資機材の

備蓄計画については、第８項「建設用資機材の備蓄計画」資機材調

達計画については、第３章「地震・津波災害応急対策計画」第２節

「緊急活動」第２項「資機材調達計画」に準ずる。 

 

 

県は、管内の市町村等における人員の配備状況を把握し、必要に

応じて、市町村等への人員派遣等、広域的な措置をとる。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県が災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、

締結している応援協定は、第２章「地震・津波災害予防計画」第

２節「迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危機管理）」第

12項「広域的応援体制整備計画」及び第３章「地震・津波災害応

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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急対策計画」第１節「応急体制」第５項「広域応援」のとおりで

ある。 

 

２ 県は、必要があるときは、１に掲げる応援協定に基づき応援を

要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

３ 自衛隊の災害派遣に関しては、防衛省防災業務計画と整合を図

り派遣要請等の計画を定める。   

第３章「地震・津波災害応急対策計画」第１節「応急体制」第

６項「自衛隊災害派遣要請」に準ずる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

４ 県は、災害が発生し、他の都道府県からの災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）、医療救護班、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊を受

け入れる場合に備え、厚生労働省、消防庁、代表消防機関及び県警

察との連絡体制を確保し、活動拠点等受入体制を確保するように努

める。 

 

（新設） 

 

 

 

急対策計画」第１節「応急体制」第５項「広域応援」のとおりで

ある。 

 

３ 県は、市町村の受援計画の作成や実効性の確保に向けて、適切

な助言を行うなどの支援に努めるものとする。なお、資機材、人

員等の配備手配に当たっては、次の事項に留意する。 

（1）防災目的での利用が可能な民間施設の活用、ボランティア等

の参加による地域貢献等の多様な主体との連携、複合災害による

災害対応の長期化について考慮する。 

（2）事前応援協定の締結その他の手続き上の措置を定めるに当た

っては、関係機関相互の競合や相互依存の関係性に十分留意する

とともに、相互の連携強力体制についてあらかじめ十分調整す

る。 

 

第３項 自衛隊の災害派遣 

 

１ 自衛隊の災害派遣に関しては、防衛省防災業務計画と整合を図

り派遣要請等の計画を定める。   

第３章「地震・津波災害応急対策計画」第１節「応急体制」第

６項「自衛隊災害派遣要請」に準ずる。 

 

２ 地震発生後の災害派遣活動が円滑に行えるよう、救助活動拠

点・航空機用救助活動拠点等の確保を含む派遣部隊等の受入体制の

ほか、救助・救急、応急医療、緊急輸送等の災害派遣活動の具体的

な内容について、あらかじめ自衛隊と調整しておく。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

第４項 物資の備蓄・調達 

 

物資備蓄・調達に関する方法等については、第２章「地震・津波

災害予防計画」第１節「自立型の防災活動の促進」第８項「物資等

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項 帰宅困難者への対応 

（略） 

第４節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す

る事項 

第１項 津波からの防護 

 

１ 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、地震が発生した場合は

直ちに、水門及び閘門の閉鎖を行う。工事中の場合は直ちに工事

を中断等の措置を講ずる。また、内水排除施設等は、施設の管理

上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検その他所

要の被災防止措置を講じておく。 

 

２  河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、次の計画に基づき、各

種整備を行うものとし、詳細については各管理者が別に定める。 

 

（1）堤防、水門等の点検方針・計画 

（2）堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設整備

等の方針・計画 

（3）水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及

び平常時の管理方法 

（新設） 

 

 

の確保計画」に準ずる。なお、物資の備蓄・調達に当たっては、次

の事項に留意する。 

（1）男女共同参画担当部署や女性職員の参画も得ながら、女性と

男性のニーズの違いや、妊産婦・乳幼児・子育て家庭、家庭動物

の飼養等のニーズを十分に踏まえた品目を選定し、必要かつ十分

な物資を備蓄する。 

（2）市町村等から当該物資等の供給の要請があった場合には、被

害の状況を勘案し、必要に応じ、当該物資等の供給体制の確保を

図るため都府県が保有する物資等の放出等の措置及び市町村間の

あっせん等の措置をとるとともに、都府県内で物資等が不足する

場合には、必要に応じ、国等に対して調達・供給の要請を行うも

のとする。 

 

第５項 帰宅困難者への対応 

（略） 

第４節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す

る事項 

第１項 津波からの防護 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

１  河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、次の方針・計画等に基

づき、各種整備等を行うものとし、詳細については各管理者が別

に定める。 

（1）堤防、水門等の点検方針・計画 

（2）堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設整備

等の方針・計画 

（3）水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及

び平時の管理方法 

（4）内水排除施設等の管理上必要な操作、非常用発電装置の準

備、点検その他所要の被災防止措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

番号の修正 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

用語の整理 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県及び市町村は､津波により孤立が懸念される地域のヘリポー

ト､ヘリコプター臨時発着場の整備の方針及び計画を定める。 

 

４  県及び市町村は、防災行政無線等の整備等の方針及び計画を定

める。 

 

５ 県及び市町村は、海岸保全施設整備について、海岸保全施設の

耐震性の向上等について、計画的に推進する。 

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強い

まちづくり」第２項「公共施設等災害予防計画」及び第９項「津

波災害予防計画」に準ずる。 

 

第２項 津波に関する情報の収集・伝達等 

 

津波警報等の情報の収集・伝達に係る基本的事項は、第３章「地

震・津波災害応急対策計画」第１節「応急体制」第２項「地震・津

波情報の種別と伝達計画」のとおりとするほか、役割分担や連絡体

制の検討にあたっては、県は、次の事項に配慮する。 

 

 

１ 津波に関する情報が、管轄区域内の地域住民、公私の団体（以

下「地域住民等」という。）及び観光客、釣り客やドライバー等

並びに防災関係機関に対し、正確かつ広範に伝達されること。   

この際、障害のある人や外国人等の要配慮者に配慮する。 

 

２ 津波からの迅速かつ円滑な避難等について、報道機関の協力を

得て地域住民等に対し広報を行うこと。 

 

３ 船舶に対する津波警報等の伝達 

 

 

 

４ 船舶漁船等の固定、港外退避などの措置 

 

５ 管轄区域内の被害状況の迅速・確実な把握  

 

２ 県及び市町は､津波により孤立が懸念される地域のヘリポート､

ヘリコプター臨時発着場の整備の方針及び計画を定める。 

 

（削除） 

 

 

３ 県及び市町は、海岸保全施設整備について、海岸保全施設の耐

震性の向上等について、計画的に推進する。 

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強い

まちづくり」第２項「公共施設等災害予防計画」及び第９項「津

波災害予防計画」に準ずる。 

 

第２項 津波に関する情報の収集・伝達等 

 

津波警報等の情報の収集・伝達に係る基本的事項は、第３章「地

震・津波災害応急対策計画」第１節「応急体制」第２項「地震・津

波情報の種別と伝達計画」及び第３項「被害情報の収集伝達計画」

のとおりとするほか、役割分担や連絡体制の検討にあたっては、県

は、次の事項に配慮する。 

 

１ 津波警報等、避難指示等を伝達する場合は、地理的条件を踏ま

えつつ、地域住民等が具体的にとるべき行動を併せて示すこと。 

 

 

 

２ 津波からの迅速かつ円滑な避難等について、報道機関の協力を

得て地域住民等に対し広報を行うこと。 

 

３ 船舶に対し津波警報等を伝達する場合は、予想される津波の高

さ、到達時間等を踏まえ、船舶、漁船等の固定、港外退避等のと

るべき措置を併せて示すこと。 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

番号の修正 

表現の適正化 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

番号の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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６ 通常使用している情報伝達網が地震動等の影響により寸断され

る可能性があること。 

 

（新設） 

 

 

（略） 

第３項 避難対策等 

 

１  県は、市町村が行う避難対策について、全体の状況把握に努

め、必要な連絡調整及び指導を行うとともに、次の点について市

町村に協力する。なお、この場合、避難行動要支援者の避難支援

や外国人、出張者及び旅行者等に対する誘導などについて、支援

を行う者の避難に要する時間その他の安全な避難の確保に配慮し

つつ適切な対応を実施する。 

また、県は災害救助法の対象となる市町村が行う避難対策につ

いての指導調整を行う。 

（1）第４章第４節第７項「県が自ら管理又は運営する施設等に関

する対策２（２）」に定めるところにより、県の管理する施設を

避難所として開設する際の協力 

（2）避難に当たり他人の介護を必要とする者を収容する施設のう

ち県が管理するものについて、収容者の救護のため必要な措置 

要配慮者等の安全確保計画については、第２章「地震・津波災

害予防計画」第１節「自立型の防災活動の促進」第７項「要配慮

者等の安全確保計画」、避難及び避難所の設置・運営計画につい

ては、第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑

な地震・津波対策への備え（危機管理）」第６項及び第３章「地

震・津波災害応急対策計画」第２節「緊急活動」第４項「避難及

び避難所の設置・運営計画」、災害救助法の適用については、第

３章「地震・津波災害応急対策計画」第１節「応急体制」第４項

「災害救助法の適用」、要配慮者支援計画については、第３章

「地震・津波災害応急対策計画」第３節「民生安定活動」第１項

「要配慮者支援計画」に準ずる。 

 

２ 県は、市町と協力して地域住民等が津波襲来時に的確な避難を

行うことができるよう、津波避難に関する意識啓発のための対策

４ 通常使用している情報伝達網が地震動等の影響により寸断され

る可能性があること。 

 

５ 必要に応じて、津波フラッグにより、聴覚障害のある人や海水

浴客への津波警報等の伝達を行う。この際、伝達実施者の安全に

配慮する。 

（略） 

第３項 地域住民等の避難行動等 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県は、市町と協力して避難対象地域内の住民等が津波襲来時に

的確な避難を行うことができるよう、次のとおり取り組むことと

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施する。 

また、津波による浸水のおそれのある沿岸市町に対し、浸水予

測図や津波避難誘導計画策定指針を提供するなど津波避難対策の

助言・支援を行う。 

（新設） 

 

 

 

３ 市町村は、指定緊急避難場所、避難路を指定するとともに、わ

かりやすい図記号を利用した案内板を設置するなど、平常時から

周知しておく。 

また、津波からの迅速な避難のため、津波避難誘導計画の策定

等を進めるとともに、地形的条件等の理由により住民の津波から

の避難が特に困難と想定される地域では、津波避難ビルの指定を

行う。 

さらに、津波浸水予測図に基づいて指定緊急避難場所、避難路

等を示す津波ハザードマップの整備を行い、住民等に対し周知を

図る。 

なお、「津波避難計画」については、第２章「地震・津波災害

予防計画」第２節「迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危

機管理）」第 15項「津波避難計画」に準ずる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

する。 

 

 

 

（1）津波により避難が必要となることが想定される地域 

    第１章「総則」第６節「南海トラフ巨大地震の被害想定」

第５項「岡山県の津波浸水想定図」に準ずる。 

（2）避難方法 

 市町は、指定緊急避難場所、避難路を指定するとともに、

わかりやすい図記号を利用した案内板を設置するなど、平時

から周知しておく。 

また、津波からの迅速な避難のため、津波避難誘導計画の

策定等を進めるとともに、地形的条件等の理由により住民の

津波からの避難が特に困難と想定される地域では、津波避難

ビルの指定を行う。 

さらに、津波浸水予測図に基づいて指定緊急避難場所、避

難路等を示す津波ハザードマップの整備を行い、住民等に対

し周知を図る。 

なお、「津波避難計画」については、第２章「地震・津波災害

予防計画」第２節「迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危

機管理）」第 15項「津波避難計画」に準ずる。 

（3）住民等の備え 

   避難対象地域内の住民等は、避難場所、避難経路、避難方

法、家族との連絡方法等を平時から確認しておき、津波が襲来

した場合の備えに万全を期するよう努めるべきものとする。 

（4）避難行動要支援者の避難支援等 

    第２章「地震・津波災害予防計画」第１節「自立型の防災

活動の促進」第７項「要配慮者等の安全確保計画」に準ず

る。 

（5）外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等 

    第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑

な地震・津波対策への備え（危機管理）」第15項「津波避難計

画」に準ずる。 

 

２ 住民等の避難行動等の検討に当たっては、次の事項に留意する。 

（1）各種防災施設の整備状況や被害想定の検証等を定期的に行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

い、必要に応じて見直していく。 

（2）高台への避難に相当な時間を要する平野部等における避難場

所の指定に当たっては、堅牢な高層建築物の中・高層階を避

難場所として利用するいわゆる津波避難ビル等の活用を推進

する。 

（3）推進計画への記載とは別に、海岸線等を有する全ての市町

は、地域特性等を踏まえ、津波による浸水想定区域の設定、

避難対象地域の指定、避難場所・避難路等の指定、津波情報

の収集・伝達の方法、避難指示の具体的な発令基準、避難訓

練の内容等を記載した津波避難計画を策定する。 

（4）避難行動要支援者の避難支援等、外国人、出張者及び旅行者

等の避難誘導等において、消防団、自主防災組織等との連携

に努めるものとするとともに、支援等を行う者の避難に要す

る時間その他の安全な避難の確保に配慮する。 

（5）推進計画に避難誘導方法について定めるに当たっては、市町

の推進計画に定められた内容と十分調整のとれたものとする

よう留意する。 

（6）強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、または、弱い揺

れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、

直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難すること、さ

らに、揺れを感じなくても津波警報等が発表されたときは、

直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難することを原

則とすること。その後、津波に関する情報を把握し津波到達

までに時間的余裕があると認められる場合には、避難に要す

る時間を十分確保した上で、必要な安全確保対策を実施する

こと。 

 

第４項 避難場所及び避難所の運営・安全確保 

 

県は、避難場所及び避難所の運営・安全確保に次のとおり取り組

む。 

 

１ 避難後の救護の内容 

第３章「地震・津波災害応急対策計画」第２節「緊急活動」第

３項「救急・医療計画」に準ずる。 
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２ 避難所開設に関しあらかじめ準備すべき事項 

第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な地

震・津波対策への備え（危機管理）」第６項「避難及び避難所の

設置・運営計画」及び第３章「地震・津波災害応急対策計画」第

３節「民生安定活動」第２項「被災者に対する情報伝達広報計

画」に準ずる。 

 

３ 船舶の避難 

船舶が沖合に避難するための避難海域については、次のとおりで

ある。 

 

○水島海上保安部担任水域 

水島港周辺海域における避難海域は、児島沖海域、検疫錨地西側

海域及び手島西側海域が適当である。 

ただし、喫水制限船等余裕水深が得られない船舶については、備

後灘及び播磨灘などの広域かつ深水深である海域を避難海域とし、

当該海域まで時間的余裕のない場合にあっては、備讃瀬戸東航路、

備讃瀬戸北航路及びその周辺海域の十分水深のある海域において一

時的に避難できる。 

なお、児島沖海域は、玉野、坂出方面からの避難海域と重複する

こととなるため、避難時には他の船舶の動静に十分に注意する。 

 

○玉野海上保安部担任水域 

「宇野港における津波への災害防止対策」及び「日比港、岡山

港、小串港、西大寺港、牛窓港、片上港、鶴海港及び日生港におけ

る津波への災害防止対策」に基づき、港外避難の場合は、港外の水

深が深く、十分広い海域、沖合いに避難するものとする（港外避難

中に航行困難となった場合は港内避泊とする）。 

 

避難場所及び避難所の運営・安全確保に当たっては、次の事項に

留意する。 

（1）避難行動要支援者を収容する施設のうち自ら管理するものに

ついて、収容者等に対し必要な救護を行う。 

（2）避難生活環境の向上による災害関連死防止に必要な対策につ

いて留意する。 

（3）指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、
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第４項 消防機関等の活動 

 

１ 市町村は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保

等のために講じる措置について、次の事項を重点としてその対策

を定める。 

（1）津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

（2）津波からの避難誘導 

（3）土のう等による応急浸水対策  

（4）自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援 

（5）救助・救急等 

（6）緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

（7）津波到達予想時間等を考慮した避難ルールの確立 

（略） 

(新設) 

 

 

 

 

 

男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮し、女性や子育

て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努めるもの

とする。また、指定避難所等における女性や子ども等に対する

性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性や子ども等の安全に

配慮するとともに、警察、病院、女性支援団体との連携の下、

被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

（4）避難した住民等は、自主防災組織等の単位ごとに互いに協力

しつつ、避難所の運営に協力する。 

（5）夏季における避難時の熱中症対策として、飲用水の備蓄、冷

房設備を備えた避難所の確保、非常用電源・スポットクーラー

の確保など、避難生活環境の整備について配慮する。 

（6）孤立するおそれのある集落、離島や長期湛水のおそれのある

地域では、救助活動が制限されることを勘案し、十分な備蓄

量、救助のための通信手段等の確保について配慮する。 

（7）避難場所等から自宅に戻ろうとする住民等の安全確保のた

め、津波警報等の情報の提供について配慮する。 

 

第５項 消防機関等の活動 

 

１ 市町は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等

のために講じる措置について、次の事項を重点としてその対策を

定める。 

（1）津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

（2）津波からの避難誘導 

（3）土のう等による応急浸水対策  

（4）自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援 

（5）救助・救急等 

（6）緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

（7）津波到達予想時間等を考慮した避難ルールの確立 

（略） 

４ 県は、市町村の消防団に関し、女性や若者等の消防団への入団

促進等による消防団員の確保をはじめ、車両・資機材等の更新を

含めた更なる充実やデジタル技術活用の加速化、実践的かつ効果

的な教育・訓練の充実、自主防災組織等の多様な主体との連携強

化等を図る取り組みについて、必要に応じて、適切な助言等を行

うものとする。 
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第５項 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

 

１ 水 道 

地域住民等の津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破

損等による二次災害を軽減させる措置は、次のとおりとする。 

ライフライン施設予防計画については、第２章「地震・津波災害

予防計画」第３節「地震・津波に強いまちづくり」第３項「ライフ

ライン（電気、ガス、水道等）施設予防計画」、ライフライン施設

応急対策計画については、第３章「地震・津波災害応急対策計画」

第４節「機能確保活動」第１項「ライフライン（電気、ガス、水道

等）施設応急対策計画」に準ずる。 

 

２ 電 気 

（1）電気事業者は、津波からの円滑な避難を確保するため、津波

警報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等が必要なことか

ら、電力供給のための体制確保等必要な措置を講じるととも

に、火災等の二次災害の防止に必要な利用者によるブレーカー

の開放等の措置に関する広報を実施するものとする。また、災

害応急活動の拠点等に対して電力を優先的に供給するために必

要な措置を実施する。 

（略） 

３ ガ ス 

（1）ガス事業者は、津波からの円滑な避難を確保するため、火災

等の二次災害防止のための利用者によるガス栓閉止等必要な措

置に関する広報を実施する。 

（2）指定地方公共機関である岡山ガス株式会社及び一般社団法人

岡山県ＬＰガス協会等が行う措置は、次のとおりとする。 

     ライフライン施設予防計画については、第２章「地震・津波

災害予防計画」第３節「地震・津波に強いまちづくり」第３項

「ライフライン（電気、ガス、水道等）施設予防計画」、ライフ

ライン施設応急対策計画については、第３章「地震・津波災害

応急対策計画」第４節「機能確保活動」第１項「ライフライン

（電気、ガス、水道等）施設応急対策計画」に準ずる。 

 

４ 通 信 

 

第６項 上下水道、電気、ガス、通信、放送関係 

 

１ 上下水道 

地域住民等の津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破

損等による二次災害を軽減させる措置は、次のとおりとする。 

ライフライン施設予防計画については、第２章「地震・津波災害

予防計画」第３節「地震・津波に強いまちづくり」第３項「ライフ

ライン（電気、ガス、水道等）施設予防計画」、ライフライン施設

応急対策計画については、第３章「地震・津波災害応急対策計画」

第４節「機能確保活動」第１項「ライフライン（電気、ガス、水道

等）施設応急対策計画」に準ずる。 

 

２ 電 気 

（1）津波警報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等に加え、避

難所等での熱中症対策に重要であることを踏まえ、優先的に電

力を必要とする重要施設をあらかじめ選定し、電気事業者と共

有する。 

 

 

 

（略） 

３ ガ ス 

（削除） 

 

 

指定地方公共機関である岡山ガス株式会社及び一般社団法人

岡山県ＬＰガス協会等が行う措置は、次のとおりとする。 

     ライフライン施設予防計画については、第２章「地震・津波

災害予防計画」第３節「地震・津波に強いまちづくり」第３項

「ライフライン（電気、ガス、水道等）施設予防計画」、ライフ

ライン施設応急対策計画については、第３章「地震・津波災害

応急対策計画」第４節「機能確保活動」第１項「ライフライン

（電気、ガス、水道等）施設応急対策計画」に準ずる。 

 

４ 通 信 
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指定公共機関である西日本電信電話株式会社岡山支店及び株式会

社ＮＴＴドコモ岡山支店が行う措置は、次のとおりとする。 

ライフライン施設予防計画については、第２章「地震・津波災害

予防計画」第３節「地震・津波に強いまちづくり」第３項「ライフ

ライン（電気、ガス、水道等）施設予防計画」、ライフライン施設

応急対策計画については、第３章「地震・津波災害応急対策計画」

第４節「機能確保活動」第１項「ライフライン（電気、ガス、水道

等）施設応急対策計画」に準ずる。 

（略） 

 

第６項 交通対策 

 

１ 道 路 

自治体、道路管理者及び県警察は、津波襲来により危険度が高い

と予想される区域及び避難経路として使用が予定されている道路に

ついて、あらかじめ周知するとともに、次に定める通行禁止等を行

う。 

（1）危険度が高いと予想される区域及び避難経路への通行禁止又

は進入制限 

（2）その他必要な交通規制 

なお、必要に応じ、隣接公安委員会との連絡を密にし、交通

規制の整合性を広域的に確保する。 

また、陸上交通については、第３章「地震・津波災害応急対

策計画」第２節「緊急活動」第６項「交通の確保計画」「３

（１）陸上交通の確保」、交通施設の応急復旧計画については、

第３章「地震・津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活

動」第３項「公共施設等応急対策計画」「３（３）交通施設の応

急復旧計画」に準ずる。 

 

２ 海 上  

（1）水島海上保安部及び玉野海上保安部は、海上交通の安全を確

保するため、必要に応じた海域監視体制の強化や船舶交通の制

限及び津波による危険が予想される地域から安全な海域へ船舶

を退避させる等の措置に係る具体的な実施要領を定め、これに

基づき必要な措置を実施する。 

また、海難の発生等により船舶交通の危険が生じたときは、

指定公共機関であるＮＴＴ西日本株式会社岡山支店及び株式会社

ＮＴＴドコモ岡山支店が行う措置は、次のとおりとする。 

ライフライン施設予防計画については、第２章「地震・津波災害

予防計画」第３節「地震・津波に強いまちづくり」第３項「ライフ

ライン（電気、ガス、水道等）施設予防計画」、ライフライン施設

応急対策計画については、第３章「地震・津波災害応急対策計画」

第４節「機能確保活動」第１項「ライフライン（電気、ガス、水道

等）施設応急対策計画」に準ずる。 

（略） 

 

第７項 交通 

 

１ 道 路 

県警察及び道路管理者は、津波襲来により危険度が高いと予想さ

れる区間及び避難経路として使用されることが想定される区間につ

いて、あらかじめ周知するとともに、次に定める交通規制を行う。 

 

（1）危険度が高いと予想される区域及び避難経路への通行禁止又

は進入制限 

（2）その他必要な交通規制 

なお、必要に応じ、隣接する県警察との連絡を密にし、交通

規制の整合性を広域的に確保する。 

また、陸上交通については、第３章「地震・津波災害応急対

策計画」第２節「緊急活動」第６項「交通の確保計画」「３

（１）陸上交通の確保」、交通施設の応急復旧計画については、

第３章「地震・津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活

動」第３項「公共施設等応急対策計画」「３（３）交通施設の応

急復旧計画」に準ずる。 

 

２ 海 上  

（1）水島海上保安部及び玉野海上保安部は、海上交通の安全を確

保するため、海域監視体制の強化、船舶交通の輻輳が予想され

る海域における船舶交通の制限等の措置を実施する。 

 

 

また、海難の発生等により船舶交通の危険が生じたときは、

社名変更に伴う修正 
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用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

必要に応じ、船舶交通を規制し、又は禁止する。 

（2）港湾管理者は、津波襲来のおそれがある場合、可能な限り船

舶や港湾施設利用者への津波情報の伝達、港湾施設利用者の避

難など、安全確保対策をとるものとする。 

      港湾区域内の海上交通の確保については、第３章「地震・津

波災害応急対策計画」第２節「緊急活動」第６項「交通の確保

計画」「３（２）海上交通の確保」に準ずる。 

   また、交通施設の応急復旧計画については、第３章「地震・

津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活動」第３項「公共

施設等応急対策計画」「３（３）交通施設の応急復旧計画」に準

ずる。 

  

３ 航 空 

空港管理者は、津波襲来のおそれがある場合、速やかに飛行場の

閉鎖を行うなど安全確保計画をとるとともに、利用者に対し、津波

情報を周知する。 

航空交通の確保については、第３章「地震・津波災害応急対策計

画」第２節「緊急活動」第６項「交通の確保計画」「３（３）航空

交通の確保」、交通施設の応急復旧計画については、第３章「地

震・津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活動」第３項「公共

施設等応急対策計画」「３（３）交通施設の応急復旧計画」に準ず

る。 

 

４ 鉄 道 

津波の発生により危険度が高いと予想される区間における運行の

停止その他運行上の措置は、次のとおりとする。 

また、陸上交通の確保については、第３章「地震・津波災害応急

対策計画」第２節「緊急活動」第６項「交通の確保計画」「３

（１）陸上交通の確保」、交通施設の応急復旧計画については、第

３章「地震・津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活動」第３

項「公共施設等応急対策計画」「３（３）交通施設の応急復旧計

画」に準ずる。 

（略） 

 

 

第７項 県が自ら管理又は運営する施設等に関する対策 

必要に応じ、船舶交通を規制し、又は禁止する。 

（2）港湾管理者は、津波が襲来するおそれがある港湾における船

舶や港湾施設利用者への津波情報の伝達、港湾施設利用者の避

難など、安全確保対策をとるものとする。 

     港湾区域内の海上交通の確保については、第３章「地震・津

波災害応急対策計画」第２節「緊急活動」第６項「交通の確保

計画」「３（２）海上交通の確保」に準ずる。 

   また、交通施設の応急復旧計画については、第３章「地震・

津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活動」第３項「公共

施設等応急対策計画」「３（３）交通施設の応急復旧計画」に準

ずる。 

 

３ 航 空 

空港管理者は、津波が襲来するおそれがある飛行場の速やかな閉

鎖を行うなど安全確保計画をとるとともに、利用者に対し、津波情

報を周知する。 

航空交通の確保については、第３章「地震・津波災害応急対策計

画」第２節「緊急活動」第６項「交通の確保計画」「３（３）航空

交通の確保」、交通施設の応急復旧計画については、第３章「地

震・津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活動」第３項「公共

施設等応急対策計画」「３（３）交通施設の応急復旧計画」に準ず

る。 

 

４ 鉄 道 

津波の襲来により危険度が高いと予想される区間における運行の

停止等の運行上の措置は、次のとおりとする。 

また、陸上交通の確保については、第３章「地震・津波災害応急

対策計画」第２節「緊急活動」第６項「交通の確保計画」「３

（１）陸上交通の確保」、交通施設の応急復旧計画については、第

３章「地震・津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活動」第３

項「公共施設等応急対策計画」「３（３）交通施設の応急復旧計

画」に準ずる。 

（略） 

 

 

第８項 県が自ら管理又は運営する施設等に関する対策 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 
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１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

県が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会

福祉施設、博物館、美術館、図書館、学校等の管理上の措置はお

おむね次のとおりである。 

（1）各施設に共通する事項 

ア 津波警報等の入場者等への伝達 

 

 

 

 

（ア）来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行

動をとりうるよう、適切な伝達方法を検討すること。 

 

（イ）避難場所や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必

要な情報を併せて伝達するよう事前に検討すること。 

なお、施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたと

き、又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感

じたときは、津波警報が発表される前であっても、直ちに避難

するよう、来場者等に対し伝達する方法を明示すること。 

イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

エ  出火防止措置 

オ  水、食料等の備蓄 

カ  消防用設備の点検、整備 

キ  非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コン

ピュータなど情報を入手するための機器の整備 

 

ク 具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

 

（2）個別事項 

ア  学校、職業能力開発校、研修所等にあっては、次の措置をと

る。 

（ア）当該学校等が所在市町村の定める津波避難対象地域にあると

きは、避難の安全に関する措置 

（イ）当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの

 

１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

県が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会

福祉施設、博物館、美術館、図書館、学校等の管理上の措置はお

おむね次のとおりである。 

（1）各施設に共通する事項 

ア 津波警報等の入場者等への伝達 

  海岸近くにある施設については、津波警報等の発表が行われる

前であっても、強い揺れを感じたとき、又は弱い揺れであっても

長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに避難するよ

う、入場者等に対し伝達する。 

（ア）来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行

動をとりうるよう、情報の適切な伝達方法を考える等の措置を

講ずる。 

（イ）避難場所や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必

要な情報を併せて伝達するよう事前に十分検討する。 

（削除） 

 

 

 

イ 入場者等の避難のための措置 

ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

エ  出火防止措置 

オ  水、食料等の備蓄 

カ  消防用設備の点検、整備 

キ  非常用発電装置の整備、非常用通信手段の確保、防災行政無

線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情報を入手するための機

器の整備 

ク 具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

 

（2）個別事項 

ア  学校、職業能力開発校、研修所等にあっては、次の措置をと

る。 

（ア）当該学校等が所在市町村の定める津波避難対象地域にあると

きは、避難の誘導のための必要な措置 

（イ）当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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7 

 

者に対する保護の措置 

イ  社会福祉施設にあっては、重度障害のある人、高齢者等、移動

することが不可能又は困難な者の安全の確保のための必要な措置 

 

なお、具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

 

 

 

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

（1）災害対策本部又は現地対策本部等が置かれる庁舎等の管理者

は、１（1）各施設に共通する事項に掲げる措置をとるほか、次

に掲げる措置をとる。 

 

 

また、災害対策本部等を県が管理する施設以外の施設に設置

する場合は、その施設の管理者に対し、同様の措置をとるよう

協力を要請する。 

ア 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

イ  無線通信機等通信手段の確保 

ウ  災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

（2）市町推進計画に定める避難所又は応急救護所の開設に必要な

資機材の搬入、配備に協力する。         

 

（3）県は、市町が行う屋内避難に使用する建物の選定について、

県有施設の活用等協力する。 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

３ 工事中の建築物等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、原則として

者に対する保護の措置 

イ  社会福祉施設にあっては、重度障害のある人、高齢者等、移動

することが不可能又は困難な者の安全確保及び避難誘導のための

必要な措置 

なお、各施設等が措置を実施するに当たっては、要配慮者の避

難誘導方法に配慮するものとし、具体的な措置内容は施設ごとに

別に定める。 

 

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

（1）災害対策本部又は現地対策本部等が置かれる庁舎等の管理者

は、１（1）各施設に共通する事項に掲げる措置をとるほか、次

に掲げる措置をとる。なお、県は、市町村が行う屋内避難に使

用する建物の選定について、県有施設の活用等協力するものと

する。 

また、災害対策本部等を県が管理する施設以外の施設に設置

する場合は、その施設の管理者に対し、同様の措置をとるよう

協力を要請する。 

ア 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

イ  無線通信機等通信手段の確保 

ウ  災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

（2）市町推進計画に定める避難所又は応急救護所が設置される学

校、社会教育施設等の管理者は、１の(1)又は１の(2)に掲げる

措置をとる。  

（削除） 

 

 

３ 地震発生時の緊急点検及び巡視 

地震発生時には津波襲来に備え、次のとおり緊急点検及び巡視を

実施する。 

緊急点検及び巡視の実施が必要な箇所及び実施体制については、

第３章「地震・津波災害応急対策計画」第４節「機能確保活動」第

３項「公共施設等応急対策計画」に準ずる。なお、従業員の安全確

保のための津波からの避難に要する時間に配慮する。 

 

４ 工事中の建築物等に対する安全確保上実施すべき措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、原則として

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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工事を中断する。 

 

 

 

第８項 迅速な救助 

 

１ 消防機関等による被災者の救助・救急活動の実施体制 

 県は、市町村の消防庁舎等の耐震化等、救助・救急隊の体制の整

備及び車両・資機材の確保に努める取組について、必要に応じて、

適切な助言等を行う。 

 

 

２ 緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備 

県は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱に定める応

援等実施計画及び受援計画等による緊急消防援助隊の人命救助活動

等の支援体制整備を行う。 

 

３ 実動部隊の救助活動における連携の推進 

 県は、自衛隊・警察・消防等実動部隊による迅速な救助のため、

被災地への経路及び港湾・空港等の活動拠点の確保を含む救助活動

における連携の推進を図る。 

 

４ 消防団の充実 

 県は、市町村の消防団に関する加入促進による人員確保、車両・

資機材・拠点施設の充実、必要な資格の取得など実践的な教育・訓

練体制の充実を図る取組について、必要に応じて、適切な助言等を

行う。 

 

第５節 時間差発生等における円滑な避難の確保等 

 

○南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災

害応急対策に係る措置 

（略） 

○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に

おける災害応急対策に係る措置 

第１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達、災害対

工事を中断するものとし、特別の必要により津波被害の防止対策を

行う場合には、作業員の安全確保のため津波からの避難に要する時

間に配慮する。 

 

第９項 迅速な救助 

 

１ 県は、市町村の消防庁舎等の耐震化を含め、消防機関等による

被災者の迅速かつ適切な救助・救急活動の実施体制の整備につい

て、必要に応じて、適切な助言等を行う。なお、救助・救急活動

の実施体制に当たっては、孤立集落、離島や長期湛水による孤立

地域への救助・救急活動についても考慮する。 

 

２ 県は、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に定

める応援等実施計画及び受援計画等による緊急消防援助隊の人命

救助活動等の支援体制整備を行う。 

 

 

３ 県は、自衛隊・警察・消防等実動部隊による迅速な救助のた

め、被災地への経路及び空港・港湾等の活動拠点の確保を含む救

助活動における連携の推進等を図る。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

第５節 時間差発生等における円滑な避難の確保等 

 

○南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災

害応急対策に係る措置 

（略） 

○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に

おける災害応急対策に係る措置 

第１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達、災害対

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

表現の適正化 
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策本部の設置等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の

情報の収集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制については、

第４章「南海トラフ地震防災対策推進計画」第４節「津波からの防

護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項」第２項「津波

に関する情報の収集・伝達等」に準ずる。 

 災害対策本部の設置運営方法その他の事項については、第４章

「南海トラフ地震防災対策推進計画」第２節「災害対策本部等の設

置等」第２項「災害対策本部等の組織及び運営」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後

の周知等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、交通に関す

る情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報など地域住民等

に密接に関係のある事項について周知するものとし、その体制及び

周知方法については、第４章「南海トラフ地震防災対策推進計画」

第４節「津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す

る事項」第２項「津波に関する情報の収集・伝達等」に準ずる。 

地域住民等からの問い合わせに対応できる窓口等の体制について

は、各市町で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

策本部の設置等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、

管轄区域内の地域住民等並びに関係機関に対し、情報が正確かつ広

範に伝達されるようにする必要がある。津波に関する情報の収集・

伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制については、第４章「南海

トラフ地震防災対策推進計画」第４節「津波からの防護、円滑な避

難の確保及び迅速な救助に関する事項」第２項「津波に関する情報

の収集・伝達等」に準ずる。 

 災害対策本部の設置運営方法その他の事項については、第４章

「南海トラフ地震防災対策推進計画」第２節「災害対策本部等の設

置等」第２項「災害対策本部等の組織及び運営」に準ずる。 

 なお、情報伝達に当たっては、次の事項に留意する。 

（1）防災行政無線、緊急速報メール等の活用により、伝達手段の

多重化・多様化に努め、可能な限り短い時間内において正確か

つ広範に伝達を行い得るものとするよう留意する。 

（2）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の状況の変化等

に応じて逐次伝達するために必要な措置を講ずる。 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後

の周知等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、交通に関す

る情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報等の地域住民等

に密接に関係のある事項について周知するものとし、その体制及び

周知方法については、第４章「南海トラフ地震防災対策推進計画」

第４節「津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す

る事項」第２項「津波に関する情報の収集・伝達等」に準ずる。 

地域住民等からの問い合わせに対応できる窓口等の体制について

は、各市町で定める。 

なお、周知に当たっては、次の事項に留意する。 

（1）地域住民等に対し、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）等の伝達を行う際には、具体的にとるべき行動を併せて示

すこと等に配慮する。 

（2）地域住民等が正確に理解できる平明な表現を用い、反復継続

して行うよう努める。 

（3）外国人等特に配慮を要する者に対する情報伝達については、

外国語放送等様々な周知手段を活用するよう努める。 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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（略） 

第４ 災害応急対策をとるべき期間等 

県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ

８．０以上の地震の発生から１週間、後発地震（南海トラフの想定

震源域及びその周辺で速報的に解析されたＭ６．８程度以上の地震

が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等

を観測した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まった

と評価された南海トラフ地震、以下同じ。）に対して警戒する措置

をとるものとする。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対し

て注意する措置をとる。 

 

第５ 避難対策等 

１ 地域住民等の避難行動等 

県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合において、地域住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確

認することや、後発地震が発生してからの避難では津波の到達まで

に間に合わないおそれがある要配慮者等の事前避難など、防災対応

をとる旨を呼びかける。 

２ 避難所の運営 

県における避難後の救護の内容については、第４章「南海トラフ

地震防災対策推進計画」第４節「津波からの防護、円滑な避難の確

保及び迅速な救助に関する事項」第３項「避難対策等」に準ずる。 

 

（略） 

第７ 警備対策 

県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表さ

れた場合において、犯罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重

点として、措置をとる。 

（1）正確な情報の収集及び伝達 

（2）不法事案等の予防及び取締り 

（3）地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

（略） 

第11  県自らが管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

 県が管理する道路、河川、海岸、港湾施設及び漁港施設、庁舎、

会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、博物館、美術

（略） 

第４ 災害応急対策をとるべき期間等 

県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ

８．０以上の地震の発生から１週間、後発地震（南海トラフの想定

震源域及びその周辺で速報的に解析されたＭ６．８程度以上の地震

が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等

を観測した後に発生する可能性が平時に比べて相対的に高まったと

評価された南海トラフ地震、以下同じ。）に対して警戒する措置を

とるものとする。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して

注意する措置をとる。 

 

第５ 避難対策等 

１ 地域住民等の避難行動等 

県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合において、地域住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確

認することや、後発地震の発生からの避難では津波の到達までに間

に合わないおそれがある要配慮者等の事前避難など、防災対応をと

る旨を呼びかける。 

２ 避難所の運営 

県における避難後の救護の内容については、第４章「南海トラフ

地震防災対策推進計画」第４節「津波からの防護、円滑な避難の確

保及び迅速な救助に関する事項」第３項「地域住民等の避難行動」

に準ずる。 

（略） 

第７ 県警察の活動 

県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表さ

れた場合において、犯罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重

点として、措置をとる。 

（1）正確な情報の収集及び伝達 

（2）不法事案等の予防及び取締り 

（3）地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

（略） 

第 11  県自らが管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

 県が管理する道路、河川、海岸、港湾施設及び漁港施設、庁舎、

会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、博物館、美術
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館、図書館、学校等の管理上の措置及び体制はおおむね次のとおり

とする。 

（1）庁舎等公共施設に共通する事項 

 ア 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への

伝達 

イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

 エ  出火防止措置 

 オ 水、食料等の備蓄 

 カ 消防用設備の点検、整備 

キ 非常用発電装置、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュ

ータなど情報を入手するための機器の整備 

 

 ク 各施設における緊急点検、巡視 

 上記のア～クにおける実施体制（クにおいては実施必要箇所を含

む。）は、施設ごとに別に定める。 

（略） 

〇南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合に

おける災害応急対策に係る措置 

 

第１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達、災害対

策本部の設置等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合の

情報の収集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制については、

第４章「南海トラフ地震防災対策推進計画」第４節「津波からの防

護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項」第２項「津波

に関する情報の収集・伝達等」に準ずる。 

災害対策本部の設置運営方法その他の事項については、第４章

「南海トラフ地震防災対策推進計画」第２節「災害対策本部等の設

置等」第２項「災害対策本部等の組織及び運営」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

館、図書館、学校等の管理上の措置及び体制はおおむね次のとおり

とする。 

（1）庁舎等公共施設に共通する事項 

 ア 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への

伝達 

イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

 エ  出火防止措置 

 オ 水、食料等の備蓄 

 カ 消防用設備の点検、整備 

キ 非常用発電装置、非常用通信手段の確保、防災行政無線、テ

レビ、ラジオ、コンピュータなど情報を入手するための機器の

整備 

 ク 各施設における緊急点検、巡視 

 上記のア～クにおける実施体制（クにおいては実施必要箇所を含

む。）は、施設ごとに別に定める。 

（略） 

〇南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合に

おける災害応急対策に係る措置 

 

第１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達、災害対

策本部の設置等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合、

管轄区域内の地域住民等並びに関係機関に対し、情報が正確かつ広

範に伝達されるようにする必要がある。津波に関する情報の収集・

伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制については、第４章「南海

トラフ地震防災対策推進計画」第４節「津波からの防護、円滑な避

難の確保及び迅速な救助に関する事項」第２項「津波に関する情報

の収集・伝達等」に準ずる。 

災害対策本部の設置運営方法その他の事項については、第４章

「南海トラフ地震防災対策推進計画」第２節「災害対策本部等の設

置等」第２項「災害対策本部等の組織及び運営」に準ずる。 

なお、情報伝達に当たっては、次の事項に留意する。 

（1）防災行政無線、緊急速報メール等の活用により、伝達手段の

多重化・多様化に努め、可能な限り短い時間内において正確か

つ広範に伝達を行い得るものとするよう留意する。 
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第２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後

の周知 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容、交通に関す

る情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報など地域住民等

に密接に関係のある事項について周知するものとし、その体制及び

周知方法については、第４章「南海トラフ地震防災対策推進計画」

第４節「津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す

る事項」第２項「津波に関する情報の収集・伝達等」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第６節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

 

１  施設整備計画作成の方針 

避難場所、避難経路その他地震防災上緊急に整備すべき施設の整

備計画作成に当たっては、地震防災対策特別措置法に基づく地震防

災緊急事業五箇年計画等において、具体的な目標及びその達成期間

を定めるものとし、事業施行等に当たっては、施設全体が未完成で

あっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう整備の順

序及び方法について考慮する。 

 

（略） 

２ 実施内容 

（1）建築物、構造物等の不燃化・耐震化  

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強

いまちづくり」第１項「建物、まちの不燃化・耐震化計画」

「３対策」「第１建物の不燃化・耐震化」に準ずる。 

（2）避難場所の整備 

（2）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の状況の変化等

に応じて逐次伝達するために必要な措置を講ずる。 

第２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後

の周知 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容、交通に関す

る情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報など地域住民等

に密接に関係のある事項について周知するものとし、その体制及び

周知方法については、第４章「南海トラフ地震防災対策推進計画」

第４節「津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す

る事項」第２項「津波に関する情報の収集・伝達等」に準ずる。 

なお、周知に当たっては、次の事項に留意する。 

（1）地域住民等に対し、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）等の伝達を行う際には、具体的にとるべき行動を併せて示

すこと等に配慮する。 

（2）地域住民等が正確に理解できる平明な表現を用い、反復継続

して行うよう努める。 

（3）外国人等特に配慮を要する者に対する情報伝達については、

外国語放送等様々な周知手段を活用するよう努める。 

（略） 

第６節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

 

１  施設整備計画作成の方針 

避難場所、避難経路その他地震防災上緊急に整備すべき施設の整

備計画作成に当たっては、地震防災対策特別措置法に基づく地震防

災緊急事業五箇年計画等において、具体的な目標及びその達成期間

を定めるものとし、事業施行等に当たっては、一部の完成により相

応の効果が発揮されるよう整備等の順序及び方法について考慮す

る。また、これらの施設整備等に関する計画は、災害応急対策等の

内容と十分調整のとれたものとする。 

（略） 

２ 実施内容 

（1）建築物、構造物等の不燃化・耐震化  

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強

いまちづくり」第１項「建物、まちの不燃化・耐震化計画」

「３対策」「第１建物の不燃化・耐震化」に準ずる。 

（2）避難場所の整備 
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第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な

地震・津波対策への備え（危機管理）」第５項「指定緊急避難

場所及び避難路等整備計画」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

（3）避難経路の整備 

第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な

地震・津波対策への備え（危機管理）」第５項「指定緊急避難

場所及び避難路等整備計画」に準ずる。 

（4）土砂災害防止施設 

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強

いまちづくり」第２項「公共施設等災害予防計画」「第４砂防

関係施設」に準ずる。 

（5）津波防護施設 

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強

いまちづくり」第２項「公共施設等災害予防計画」「第７海岸

保全施設」及び第９項「津波災害予防計画」「３対策」◎津波

災害の予防計画「第３海岸等防災対策」に準ずる。 

（6）避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設

の整備 

第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な

地震・津波対策への備え（危機管理）」第 11 項「消防等防災

業務施設整備計画」に準ずる。 

（7）緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾又は漁港の整備 

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強

いまちづくり」第２項「公共施設等災害予防計画」「第１道

路」及び「第８港湾施設、漁港施設」に準ずる。 

（8）通信施設の整備 

第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な

地震・津波対策への備え（危機管理）」第２項「情報の収集連

絡体制整備計画」に準ずる。 

第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な

地震・津波対策への備え（危機管理）」第５項「指定緊急避難

場所及び避難路等整備計画」に準ずる。なお、避難場所の整

備に当たっては、次の事項に留意する。 

ア レベル２の津波にも対応できる避難場所として、指定行

政機関及び地方公共団体の庁舎等や民間施設を含む津波避

難ビル等の適切な指定を行う。 

イ 別に定める基準に基づき、耐震診断等を行い、原則とし

て避難行動要支援者の避難支援のために必要に応じて行う

屋内避難に使用する建物を明示する。 

（3）避難経路 

第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な

地震・津波対策への備え（危機管理）」第５項「指定緊急避難

場所及び避難路等整備計画」に準ずる。 

（4）土砂災害防止施設 

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強

いまちづくり」第２項「公共施設等災害予防計画」「第４砂防

関係施設」に準ずる。 

（5）津波防護施設 

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強

いまちづくり」第２項「公共施設等災害予防計画」「第７海岸

保全施設」及び第９項「津波災害予防計画」「３対策」◎津波

災害の予防計画「第３海岸等防災対策」に準ずる。 

（6）避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設 

第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な

地震・津波対策への備え（危機管理）」第11項「消防等防災業

務施設整備計画」に準ずる。 

 

（7）緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾又は漁港 

第２章「地震・津波災害予防計画」第３節「地震・津波に強

いまちづくり」第２項「公共施設等災害予防計画」「第１道

路」及び「第８港湾施設、漁港施設」に準ずる。 

（8）通信施設 

第２章「地震・津波災害予防計画」第２節「迅速かつ円滑な

地震・津波対策への備え（危機管理）」第２項「情報の収集連

絡体制整備計画」に準ずる。 
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（9）緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公共空地の整備 

     石油コンビナート等特別防災区域に係る県、市町及び特定事

業所は、緩衝地帯としての緑地、広場その他の公共空地の整

備については、第２章「地震・津波災害予防計画」第３節

「地震・津波に強いまちづくり」第１項「建物、まちの不燃

化・耐震化計画」「３対策」「第２まちの不燃化」に準じて行

う。 

 

第７節 防災訓練計画 

 

１ 県及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機

関及び地域住民等の自主防災組織との協調体制の強化を目的とし

て、推進地域に係る南海トラフ地震を想定した防災訓練を実施す

る。 

 

２ １の防災訓練は、少なくとも年１回以上実施するよう努める。 

 

３ １の防災訓練は、地震発生から津波来襲までの円滑な津波避難

のための災害応急対策を中心とし、津波警報又は南海トラフ地震

臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合の

情報伝達に係る防災訓練も実施する。 

 

４  県は、市町、防災関係機関及び地域住民等の参加を得て行う南

海トラフ地震を想定した総合防災訓練を実施するほか、市町、防

災関係機関と連携して津波警報伝達訓練など、地域の実情に合わ

せて、より高度かつ実践的な訓練を実施する。 

（1）動員要員参集訓練及び本部運営訓練 

（2）津波警報又は南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）等の情報収集、伝達訓練 

（3）警備及び交通規制訓練 

なお、訓練計画は、第２章「地震・津波災害予防計画」第２節

「迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危機管理）」第 14 項

「行政機関防災訓練計画」に準ずる。 

 

（9）緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公共空地 

     石油コンビナート等特別防災区域に係る県、市町及び特定事

業所は、緩衝地帯としての緑地、広場その他の公共空地の整

備については、第２章「地震・津波災害予防計画」第３節

「地震・津波に強いまちづくり」第１項「建物、まちの不燃

化・耐震化計画」「３対策」「第２まちの不燃化」に準じて行

う。 

 

第７節 防災訓練に関する事項 

 

 県及び防災関係機関は、地震発生から津波来襲までの円滑な津波

避難のための災害応急対策を中心とし、推進地域に係る大規模な地

震を想定した防災訓練を少なくとも年１回以上実施するよう努め

る。 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

  県は、市町、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、次のよ

うなより具体的かつ実践的な訓練を実施する。 

 

 

（1）動員要員参集訓練及び本部運営訓練 

（2）津波警報又は南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意）等の情報収集、伝達訓練 

（3）警備及び交通規制訓練 

なお、訓練計画は、第２章「地震・津波災害予防計画」第２節

「迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え（危機管理）」第 14 項

「行政機関防災訓練計画」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 県は、市町が行う自主防災組織等の参加を得て実施する訓練に

対し、必要な助言と指導を行うものとし、防災訓練の実施に当た

って配慮すべき事項は、下記のとおりとする。 

 （1）津波からの避難については、避難訓練を繰り返し実施するこ

とにより、避難行動を個々人に定着させるよう工夫する。 

 （2）津波高や津波到達時間等を想定に盛り込むなど、それぞれの

状況を踏まえた実践的な訓練とする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

 

県は、市町、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自

衛消防組織等と協力して、地震防災上必要な教育及び広報を推進す

る。 

 

１ 県職員に対する教育 

災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合

における災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を

行う。 

防災教育は、各部、各課、各機関ごとに行い、その内容は少なく

とも次の事項を含む。 

（1）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（2）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波

 県は、市町が行う自主防災組織等の参加を得て実施する訓練に対

し、必要な助言と指導を行うものとし、防災訓練の実施に当たって

留意すべき事項は、下記のとおりとする。 

 （1）津波からの避難については、避難訓練を繰り返し実施するこ

とにより、避難行動を個々人に定着させるよう工夫する。 

 （2）津波高や津波到達時間等を想定に盛り込むなど、それぞれの

状況を踏まえた実践的な訓練とする。 

（3）市町村、防災関係機関、関係施設・事業者等との共同訓練を

行うよう配慮するとともに、地域住民等の協力及びその参加を

得るよう留意する。 

（4）要配慮者のニーズ等に十分配慮し、地域において要配慮者等

を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男

女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努め

る。 

（5）想定される地震の影響が広域にわたることに配慮し、指定行

政機関、指定公共機関、他の都府県等との連携を図ることに努

める。 

（6）防災訓練は、逐年その訓練内容を高度かつ実践的なものとす

るよう努める。 

 

第８節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

 

（削除） 

 

 

 

１ 県職員等に対する教育 

県は、職員等に対し、地震防災上果たすべき役割等に相応した教

育を次のとおり実施する。 

 

防災教育は、各部、各課、各機関ごとに行い、その内容は少なく

とも次の事項を含む。 

（1）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（2）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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に関する知識 

（3）地震、津波に関する一般的な知識 

（4）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的

にとるべき行動に関する知識 

（5）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に職員等

が果たすべき役割 

（6）南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関

する知識 

（7）南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

 

２ 地域住民等に対する教育 

県は、市町及び防災関係機関等と協力して地域住民等に対する教

育を実施するとともに、市町等が行う地域住民等に対する教育に関

し必要な助言を行う。 

防災教育は、あらゆる機会をとらえ、地域の実態に応じて地域単

位、職場単位等で行い、その内容は、少なくとも次の事項を含む。 

 

 

 

 

なお、その教育方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会

の実施など地域の実情に合わせた、より具体的な手法により、実践

的な教育を行う。 

この際、障害のある人や外国人等の要配慮者に配慮する。 

 

 

 

 

（1）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（2）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波

に関する知識 

（3）地震、津波に関する一般的な知識 

（4）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的

にとるべき行動に関する知識 

（5）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に職員等

が果たすべき役割 

（6）南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関

する知識 

（7）南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

 

２ 地域住民等に対する教育・広報 

県は、市町及び防災関係機関等と協力し、ハザードマップの作

成・見直し・周知、ワークショップの開催、防災訓練等の機会を通

じて、東日本大震災の教訓や過去に発生した東南海・南海地震等に

よる被害の状況や、今後の南海トラフ地震により想定される被害、

南海トラフ地震に係る防災意識の普及・啓発を地域の実態に応じて

地域単位、職場単位等で行うことに努めるとともに、地域住民等が

津波からの避難をはじめとして、国からの指示が発せられた場合等

に的確な判断に基づいた行動ができるよう次のとおり教育・広報を

実施する。また、市町等に対し必要な助言を行うものとする。 

なお、実践的な教育・広報のために、印刷物、ビデオ等の映像、

各種集会の実施など地域の実情に合わせた、より具体的な手法によ

り、自助努力を促し地域防災力の向上を図ることにも留意する。 

地域住民等に対する教育・広報の実施方法及び内容は、第２章

「地震・津波災害予防計画」第１節「自立型の防災活動の促進」第

１項「防災知識の普及啓発計画」及び第２項「防災教育の推進計

画」に準じ、内容には少なくとも次の事項を含む。 

 

（1）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（2）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波
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に関する知識  

（3）地震、津波に関する一般的な知識 

（4）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合における

出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、初

期消火及び自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する

知識 

（5）正確な情報入手の方法 

（6）防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

（7）各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関

する知識 

（8）各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

（9）避難生活に関する知識 

（10）地域住民自らが実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１

週間分程度の生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平

素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容や実施方

法 

（新設） 

（11）住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

第２章「地震・津波災害予防計画」第１節「自立型の防災活動

の促進」第１項「防災知識の普及啓発計画」に準ずる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に関する知識  

（3）地震、津波に関する一般的な知識 

（4）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合における

出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、初

期消火及び自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する

知識 

（5）正確な情報入手の方法 

（6）防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

（7）各地域における避難対象地域、土砂災害警戒区域等に関する

知識 

（8）各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

（削除） 

（9）地域住民自らが実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１

週間分程度の生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平

素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容や実施方

法 

（10）避難生活に関する知識 

（11）住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

第２章「地震・津波災害予防計画」第１節「自立型の防災活動

の促進」第１項「防災知識の普及啓発計画」に準ずる。 

 

３ 教育・広報の実施に当たっての留意事項 

（1）過去に災害が発生した年からの節目（周年）等の機会を捉え

るとともに、防災週間や防災関連行事等を通じた普及啓発に努

める。 

（2）地域の自主防災組織等の育成及びその活用、事業所等の自衛

消防組織等、各種の商工団体、ＰＴＡ、その他の公共的団体等

の協力を得るなどの多様な手段を用い、できるだけ住民等の立

場を考慮した具体的な教育・広報を行うよう配慮する。 

（3）要配慮者のニーズ等に十分配慮し、地域において要配慮者等

を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男

女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努め

る。 

（4）推進地域内外の住民等が南海トラフ地震に対する防災意識を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 
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３ 児童、生徒等に対する教育 

県及び市町は、学校教育等を通じて、地震、津波に関する知識や

避難の方法等の防災教育の推進を図る。 

なお、防災教育の推進については、第２章「地震・津波災害予防

計画」第１節「自立型の防災活動の促進」第２項「防災教育の推進

計画」に準ずる。 

 

４ 防災上重要な施設管理者に対する教育 

防災上重要な施設の管理者は、県、市町が実施する研修に参加す

るよう努める。 

 

５  相談窓口の設置 

県及び市町は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口

を設置するとともに、その旨周知徹底を図る。 

 

第９節 南海トラフ地震に係る地震防災対策の施策目標等 

（略） 

１ 晴れの国おかやま生き活きプラン 

「晴れの国おかやま生き活きプラン」に、令和３年度から令和６

年度までの４年間で重点的に取り組む行動計画の一つとして設け

向上させ、これに対する備えを充実させるために必要な措置を

講ずるよう努める。 

（5）教育及び広報の実施に当たって、国、地方公共団体のWebサイ

トに掲載されている防災関連情報や、ラジオ、テレビ、映画、

新聞等を含む媒体を利用するほか、可能な限り地域の実情を反

映した具体的な内容とするよう考慮する。 

（6）地震対策の実施上の相談を受ける窓口を設置する等具体的に

地域住民等が地震対策を講ずる上で必要とする知識等を与える

ための体制の整備についても留意する。 

（7）現地の地理に不案内な観光客等に対しては、パンフレットや

チラシを配布したり避難誘導看板を設置したりするなどして、

避難対象地域や避難場所、避難経路等についての広報を行うよ

う留意する。 

（8）南海トラフ地震臨時情報の制度や発表時の防災対応について

外国人に正しく理解してもらうことも重要であり、地震防災上

必要な教育及び広報にあたり留意する。 

４ 児童、生徒等に対する教育 

県及び市町は、学校教育等を通じて、地震、津波に関する知識や

避難の方法等の防災教育の推進を図る。 

なお、防災教育の推進については、第２章「地震・津波災害予防

計画」第１節「自立型の防災活動の促進」第２項「防災教育の推進

計画」に準ずる。 

 

５ 防災上重要な施設管理者に対する教育 

防災上重要な施設の管理者は、県、市町が実施する研修に参加す

るよう努める。 

 

（削除） 

 

 

 

第９節 南海トラフ地震に係る地震防災対策の施策目標等 

（略） 

１ 晴れの国おかやま生き活きプラン 

「晴れの国おかやま生き活きプラン」に、令和７年度から令和 10

年度までの４年間で重点的に取り組む行動計画の一つとして設け

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ防災対策

推進基本計画の修正 

 

 

 

 

 

期間の修正 
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た「防災対策強化プログラム」に定める重点施策に取り組み、そ

の数値目標の達成を目指す。 

 

２ 岡山県国土強靱化地域計画 

将来にわたって安心して暮らせる安全な地域であり続けるた

め、岡山県国土強靱化地域計画に基づき、市町村や民間事業者等

と連携し、平常時から限られた資源を有効に活用しながら県域の

強靱化を着実に進め、大規模自然災害等が発生しても機能不全に

陥らない、迅速な復旧、復興が可能な地域経済社会の構築を図

る。 

（略） 

第５章 地震・津波災害復旧・復興計画 

第１節 復旧・復興計画 

（略） 

第１項 地域の復旧・復興の基本方向の決定 

（略） 

第２項 被災者等の生活再建等の支援 

１ 基本方針 

県及び市町村は、被災者等の生活再建に向け、住まいの確保、生

活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生

業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持

回復、心身のケア等生活全般にわたり、きめ細かな支援を講じる。 

県及び市町村は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活

再建に取り組むことができるよう、災害ケースマネジメントの実施

等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細や

かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることがで

きる環境の整備に努める。 

また、被災者の救済及び自立支援や被災地域の総合的な復旧・復

興対策等を推進するため、特に必要があるときは、災害復興基金の

設立等、機動的、弾力的推進の手法について検討する。 

 

 

 

 

２ 対 策 

（略） 

た「防災対策強化プログラム」に定める重点施策に取り組み、そ

の数値目標の達成を目指す。 

 

２ 岡山県国土強靱化地域計画 

将来にわたって安心して暮らせる安全な地域であり続けるた

め、岡山県国土強靱化地域計画に基づき、市町村や民間事業者等

と連携し、平時から限られた資源を有効に活用しながら県域の強

靱化を着実に進め、大規模自然災害等が発生しても機能不全に陥

らない、迅速な復旧、復興が可能な地域経済社会の構築を図る。 

 

（略） 

第５章 地震・津波災害復旧・復興計画 

第１節 復旧・復興計画 

（略） 

第１項 地域の復旧・復興の基本方向の決定 

（略） 

第２項 被災者等の生活再建等の支援 

１ 基本方針 

県及び市町村は、被災者等の生活再建に向け、住まいの確保、生

活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生

業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持

回復、心身のケア等生活全般にわたり、きめ細かな支援を講じる。 

県及び市町村は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活

再建に取り組むことができるよう、災害ケースマネジメントの実施

等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細や

かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることがで

きる環境の整備に努める。 

また、被災者の救済及び自立支援や被災地域の総合的な復旧・復

興対策等を推進するため、特に必要があるときは、災害復興基金の

設立等、機動的、弾力的推進の手法について検討する。 

市町村は、国のクラウド型被災者支援システム等の被災者支援業

務を支援するシステムを活用するなど、当該業務の迅速化・効率化

を積極的に検討する。 

 

２ 対 策 

（略） 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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（6）迅速な罹災証明書の交付 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る

事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に当たって

は、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信を行うな

ど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫をする

よう努める。 

市町村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種

の支援措置を早期に実施するため、災害による住宅等の被害の程度

の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく住家等の被害

の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

 市町村は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航

空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果

等を活用するなど、適切な手法により実施する。 

 市町村は、罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害

の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担

当者の育成、他の市町村や民間団体との応援協定の締結、応援の受

入体制の構築等を計画的に進めるなど、迅速な罹災証明書の交付に

必要な業務の実施体制の整備に努める。 

 

市町村は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急

危険度判定担当部局とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ

検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や

判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう

努める。 

市町村は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援す

るシステムの活用について検討する。 

県は市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機会の

拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化を図る。また、育

成した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や民間団体との

応援協定の締結等により、応援体制の強化を図る。 

 

県は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付

について、被害の規模と比較して被災市町村の体制・資機材のみで

は不足すると見込まれる場合には、当該市町村に対し必要な支援を

行うとともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定

方法にばらつきが生じることのないよう、定期的に、各市町村にお

（6）迅速な罹災証明書の交付 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る

事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に当たって

は、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信を行うな

ど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫をする

よう努める。 

市町村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種

の支援措置を早期に実施するため、災害による住宅等の被害の程度

の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく住家等の被害

の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

 市町村は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航

空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果

等を活用するなど、適切な手法により実施する。 

 市町村は、罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害

の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担

当者の育成、他の市町村や不動産鑑定士や行政書士等の士業団体そ

の他の民間団体との応援協定の締結、応援の受入体制の構築等を計

画的に進めるなど、迅速な罹災証明書の交付に必要な業務の実施体

制の整備に努める。 

市町村は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急

危険度判定担当部局とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ

検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や

判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう

努める。 

市町村は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援す

るシステムの活用について検討する。 

県は市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機会

の拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化を図る。また、

育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や不動産鑑定

士や行政書士等の士業団体その他の民間団体との応援協定の締結等

により、応援体制の強化を図る。 

県は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付

について、被害の規模と比較して被災市町村の体制・資機材のみで

は不足すると見込まれる場合には、当該市町村に対し必要な支援を

行うとともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定

方法にばらつきが生じることのないよう、定期的に、各市町村にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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ける課題の共有や対応の検討、各市町村へのノウハウの提供等を行

うこと等により、被災市町村間の調整を図る。 

（7）情報、サービスの提供等 

被災者の自立に対する援助、助成措置については、広く被災者に

広報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置する。居

住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であ

った地方公共団体と避難先の地方公共団体が協力することにより、

必要な情報や支援・サービスを提供する。 

市町村は必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援

措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台

帳を積極的に作成及び活用し、被災者の援護の総合的かつ効率的な

実施に努める。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被

災者台帳の作成へのデジタル技術の活用を推進する。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者

台帳を作成する市町村からの要請に応じて、被災者に関する情報を

提供する。 

 

（新設） 

 

 

 

（略） 

第４項 公共施設等の復旧・復興計画 

１ 基本方針 

（略） 

２ 対 策 

（略） 

（3）さらに災害に強いまちづくり計画（復興計画）の作成 

［県、市町村］ 

県及び市町村は、被害想定を踏まえ、平常時から復興段階におけ

るまちづくりに必要な施策の検討、住民合意プロセスを含めた事業

実施の手順等を整理した指針やガイドラインを作成するなど、計画

的な復興に備えることが重要である。 

（略） 

第２節 財政援助等 

第１項 災害復旧事業に伴う財政援助・助成計画 

ける課題の共有や対応の検討、各市町村へのノウハウの提供等を行

うこと等により、被災市町村間の調整を図る。 

（7）情報、サービスの提供等 

被災者の自立に対する援助、助成措置については、広く被災者に

広報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置する。居

住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であ

った地方公共団体と避難先の地方公共団体が協力することにより、

必要な情報や支援・サービスを提供する。 

市町村は必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援

措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台

帳を作成及び活用し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努

める。 

 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者

台帳を作成する市町村からの要請に応じて、被災者に関する情報を

提供する。 

 

（8）復興事前準備の実施  

県及び市町村は、被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを行え

るよう、事前復興まちづくり計画策定等の復興事前準備の取組に努

める。 

（略） 

第４項 公共施設等の復旧・復興計画 

１ 基本方針 

（略） 

２ 対 策 

（略） 

（3）さらに災害に強いまちづくり計画（復興計画）の作成 

［県、市町村］ 

県及び市町村は、被害想定を踏まえ、平時から復興段階における

まちづくりに必要な施策の検討、住民合意プロセスを含めた事業実

施の手順等を整理した指針やガイドラインを作成するなど、計画的

な復興に備えることが重要である。 

（略） 

第２節 財政援助等 

第１項 災害復旧事業に伴う財政援助・助成計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

防災基本計画の修正 
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用語の整理 
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（略） 

第２項 災害復旧事業に必要な融資及びその他の資金計画 

１  基本方針 

（略） 

２ 対 策 

（1）個人被災者への融資等 

［県（危機管理課、子ども・福祉部）、市町村、社会福祉協議会］ 

地震により被害を受けた個人の生活の安定のため、県、市町村そ

の他の関係機関は次の生活支援策を実施する。 

（略） 

 オ 子ども災害見舞金の支給（県） 

  自然災害により、主に住居の用に供している建物が全壊、大規

模半壊、半壊、床上浸水のいずれかの被害を受けた子どもを養育

している者に、県は子ども災害見舞金を支給する。 

（略） 

第２項 災害復旧事業に必要な融資及びその他の資金計画 

１  基本方針 

（略） 

２ 対 策 

（1）個人被災者への融資等 

［県（危機管理課、子ども・福祉部）、市町村、社会福祉協議会］ 

地震により被害を受けた個人の生活の安定のため、県、市町村そ

の他の関係機関は次の生活支援策を実施する。 

（略） 

 オ 子ども災害見舞金の支給（県） 

  自然災害により、主に住居の用に供している建物が一定以上の

被害を受けた子どもを養育している者に、県は子ども災害見舞金

を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

用語の整理 

 


